
浜松市水防計画書 

令和６年４月 

浜 松 市 





目     次

第１章 総則                    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 

第１節 目的                   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 

第２節 用語の定義                ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 

第３節 水防の責任等               ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  3 

第４節 津波における留意事項           ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  4 

第５節 安全配慮                 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  4 

第２章 水防活動                  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  6 

第１節 市の水防組織               ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  6 

第２節 雨量の監視                ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  9 

第３節 水位の監視                ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 

第４節 映像による浸水状況の監視         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 

第５節 巡視及び警戒とその措置          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 

第６節 水防作業                ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  11 

第７節 緊急通行                ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  11 

第８節 水防信号及び水防標識          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  12 

第９節 水防配備の解除              ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 

第３章 避難                    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 

第１節 避難の指示                ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 

第２節 避難のための立退き計画          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 

第４章 決壊等の通報及び決壊後の処置        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 

第１節 決壊等（被害情報）の通報         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 

第２節 決壊後の処置               ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 

第５章 重要水防箇所                ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 

第１節 重要水防箇所               ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 

第２節 国土交通省 重要水防箇所の区分      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 

第３節 静岡県 重要水防箇所の区分        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 

第４節 その他水防上重要かつ密接な関係を有するものの処置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 

第６章 ダム、水こう門等              ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 

第１節 水防上注意を要するダム          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 

第２節 水防上注意を要する水門等         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 

第３節 河口部・海岸部の水門・こう門（津波・高潮時）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 



第７章 水防用資器材及び設備の整備         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 

第１節 水防用資器材及び設備の整備        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 

第８章 通信連絡                  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 

第１節 水防通信連絡系統             ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 

第２節 放送局通信施設の使用           ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 

第３節 災害時優先電話について          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 

第９章 気象庁が行う予報及び警報とその措置     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 

第１節 静岡地方気象台が行う水防活動に必要な気象等の予報及び警報 ・・・・・・・・・・・・・・ 25 

第２節 津波警報、注意報の種類           ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30 

第１０章 洪水予報                 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34 

第１節 国土交通大臣と気象庁長官が共同して行う洪水予報とその措置 ・・・・・・・・・・・・・・ 34 

第２節 静岡県知事と気象庁長官が共同して行う洪水予報とその措置 ・・・・・・・・・・・・・・・ 38 

第１１章 水防警報                  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41 

第１節 国土交通大臣が行う水防警報とその措置    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41 

第２節 静岡県知事が行う水防警報とその措置     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45 

第１２章 水位周知河川における水位到達情報      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49 

第１節 静岡県知事が行う水位周知河川における水位到達情報の通知及び周知 ・・・・・・・・・・・ 49 

第１３章 協力応援                  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53 

第１節 河川管理者の協力              ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53 

第２節 下水道管理者の協力             ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53 

第３節 水防管理団体相互の協力及び応援       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53 

第４節 自衛隊の派遣要請              ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54 

第５節 警察官の出動要請              ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54 

第６節 国土交通省の災害対策用車両等の派遣要請   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54 

第１４章 水防てん末報告               ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56 

第１５章 水防管理団体の水防計画及び水防訓練     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57 

第１節 水防管理団体の水防計画           ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57 

第２節 水防訓練                  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57 



第１６章 浸水想定区域内における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置 ・・・・・・ 58 

第１節 洪水対応                  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58 

第１７章 その他                   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59 

第１節 費用負担及び公用負担            ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59 

第２節 公務災害補償                ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60 



資  料  編  目  次 

様式          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    61 

別表          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   105 

参考資料        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   166 



様  式 

様式１  天竜川下流洪水予報様式          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  61 

様式２  都田川洪水予報発表形式          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  78 

様式３－１天竜川水防警報発表用紙          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  95 

様式３－２天竜川水防警報発表用紙（津波）      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  96 

様式４－１県管理河川水防警報発報受報用紙（洪水）  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  97 

様式４－２県管理河川水防警報発報受報用紙（津波）  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  98 

様式５  県管理河川水位到達情報発表用紙      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  99 

様式６－１ 国土交通省の災害対策用車両等の派遣要請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100 

様式６－２ 国土交通省の災害対策用車両等の派遣回答 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 101 

様式７  水防管理団体水防活動実施報告書      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 102 

様式８  管内水防活動実施報告書          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 103 

  様式９  水防管理団体水防活動実施報告書【公表用資料】・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 104 

別  表 

第１表  出動可能人員               ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 105 

第２表  水防団の組織と管轄区域          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 106 

第３表  消防団一覧                ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 109 

第４表  重要水防箇所一覧             ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 111 

第５表  湛水注意箇所一覧             ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 120 

第６表  水防上重大な影響のある橋梁一覧      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 121 

第７表  ダム一覧                 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 122 

第８表  水防上注意を要する水門等一覧       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 123 

第９表  水防倉庫及び水防用資器材備蓄状況一覧   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 131 

第１０表 水防関係機関の電話番号一覧        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 134 

第１１表 サイポスレーダー（土木総合防災情報インターネット公開サービス） ・・・・・・・・ 137 

第１２表 浜松市土木防災情報システム        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 139 

第１３表 雨量観測所一覧              ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 141 

第１４表 水位観測所一覧              ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 147 

第１５表 監視カメラ一覧表             ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 155 

第１６表 水防区連絡系統図             ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 158 

第１７表 水位の種類及び内容            ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 159 

第１８表 浸水想定区域内の地下街等         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 162 

水防警報河川水位観測所横断図       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 163 



参 考 資 料 

参考資料１ 水防法                 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  166 

参考資料２ 気象業務法（抜粋）           ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  187 

参考資料３ 気象業務法施行令（抜粋）        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  189 

参考資料４ 気象業務法施行規則（抜粋）       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  192 

参考資料５ 気象庁予報警報規程（抜粋）       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  193 

参考資料６ 水防活動実施の報告について       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  195 



- 1 - 

第１章  総 則 

第１節 目 的 

この水防計画は、水防法（昭和 24 年法律第 193 号以下「法」という。）第 33 条第 1 項の規定及び災害対

策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）の趣旨に基づき作成するもので、水防事務の調整及びその円滑な実施

のため必要な事項を規定し、もって市下の河川、湖沼、海岸の洪水、内水（法第 2 条第 1 項に定める雨水

出水のこと。以下同じ。）、津波又は高潮による水災を警戒し、防御し、これによる被害を軽減することを

目的とするものである。 

第２節 用 語 の 定 義 

この水防計画書における用語の定義は以下のとおりである。 

水防管理団体（法第 2 条第 2 項）

水防の責任を有する市、又は水防事務組合をいう。（浜松市は水防管理団体である。） 

指定水防管理団体（法第 4 条）

水防上公共の安全に重大な関係があると認め、知事が指定した水防管理団体をいう。 

(浜松市は昭和２６年に指定されている。) 

水防管理者（法第 2 条第 3 項）

水防管理団体である市の長又は水防事務組合の管理者をいう。 

消防機関の長（法第 2 条第 5 項）

消防本部を置く市にあっては消防長を、消防本部を置かない市にあっては消防団の長をいう。 

(浜松市は消防長をいう。) 

水防協力団体（法第 36 条第 1 項）

水防に関する業務を適正かつ確実に行うことができると認められ、水防管理者が指定した団体 

(一般社団法人・一般財団法人・特定非営利活動法人・その他法人でない団体 等） 

洪水予報

国土交通大臣又は都道府県知事が、流域面積が大きい河川で、洪水により国民経済上重大又は相当

な損害が生じるおそれがあるものとして指定した河川。国土交通大臣又は都道府県知事は、洪水予

報河川について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれの状況を基準地点の水位又は流量を示して

洪水の予報等を行う。 

水防警報

国土交通大臣又は都道府県知事が、洪水、津波又は高潮により国民経済上重大又は相当な損害が生

じるおそれがあると認めて指定した河川、湖沼又は海岸（水防警報河川等）について、国土交通省

又は都道府県の機関が、洪水、津波又は高潮によって災害が起こるおそれがあるとき、水防を行う

必要がある旨を警告して行う発表をいう。 
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水位周知河川

国土交通大臣又は都道府県知事が、洪水予報河川以外の河川で洪水により国民経済上重大又は相当

な損害が生じるおそれがあるものとして指定した河川。国土交通大臣又は都道府県知事は、水位周

知河川について、当該河川の水位があらかじめ定めた氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）に達した

とき、水位又は流量を示して通知及び周知を行う（法第 13 条）。 

水位到達情報

水位到達情報とは、国土交通大臣又は都道府県知事が指定した水位周知河川において、あらかじめ

定めた氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）への到達に関する情報のほか、氾濫注意水位（警戒水位）、

避難判断水位への到達情報、氾濫発生情報のことをいう。 

水防団待機水位（通報水位）

量水標の設置されている地点ごとに都道府県知事が定める水位で、各水防機関が水防体制に入る水

位をいう。水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは高潮のおそれがある場合において、量水

標等の示す水位が水防団待機水位（通報水位）を超えるときは、その水位の状況を関係者に通報し

なければならない。 

氾濫注意水位（警戒水位）

洪水又は高潮による災害の発生を警戒すべきものとして都道府県知事が定める水位をいう。水防団

の出動の目安となる水位である。 

避難判断水位

氾濫注意水位（警戒水位）を超える水位であって、洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位を

いう。市町村長の避難準備・高齢者等避難開始等発表の目安となる水位である。 

氾濫危険水位

洪水により相当の家屋浸水等の被害を生じる氾濫の起こるおそれがある水位をいう。市町村長の避

難勧告等の発令判断の目安となる水位である。水位周知河川においては、法第 13 条第１項及び第

２項に規定される洪水特別警戒水位に相当する。 

洪水特別警戒水位

法第 13 条第１項及び第２項に定める洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位。氾濫危険水位

に相当する。国土交通大臣または都道府県知事は、指定した水位周知河川においてこの水位に到達

したときは、水位到達情報を発表しなければならない。 

重要水防箇所

堤防の決壊、漏水、川の水があふれる等の危険が予想される箇所であり、洪水等に際して水防上特

に注意を要する箇所をいう。 

洪水浸水想定区域

洪水予報河川及び水位周知河川について、洪水時の円滑かつ迅連な避難を確保し、又は浸水を防止

することにより、水災による被害の軽減を図るため、想定しうる最大規模の降雨により当該河川が

氾濫した場合に浸水が想定される区域として国土交通大臣又は都道府県知事が指定した区域をい

う（法第 14 条）。 
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第３節 水 防 の 責 任 等 

水防の責任は、水防法等に基づき、おのおの次のように規定されている。 

１ 水防管理団体（浜松市）の責任（法第 3 条） 

水防管理団体たる浜松市は管轄区域内の水防が十分に行われるよう次の事項を整備確立しその責任を果

たさなければならない。 

（1）水防組織の確立（法第 3 条） 

（2）水防団、消防団の整備（法第 5 条） 

（3）水防団員等の公務災害補償（法第 6 条の 2） 

（4）水防倉庫、資器材の整備 

（5）通信連絡系統の確立（法第 27 条） 

（6）平常時における河川、遊水地、海岸等の巡視（法第 9 条） 

（7）浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置（法第 15 条） 

（8）避難確保計画または浸水防止計画を作成していない地下街等の所有者又は管理者への必要な指示、

指示に従わなかった旨の公表（法第 15 条の 2） 

（9）避難確保計画を作成していない要配慮者利用施設の所有者又は管理者への必要な指示、指示に従わ 

なかった旨の公表（法第 15 条の 3） 

（10）浸水被害軽減地区の指定・公示及び通知、標識の設置、土地の形状変更の届出を受理した際の通 

知・届出者への助言又は勧告（法第 15 条の 6、法第 15 条の 7、法第 15 条の 8） 

（11）予想される水災の危険の周知（法第 15 条の 11） 

（12）水防協力団体の指定、監督、及び情報の提供（法第 36、39、40 条） 

（13）水防時における適正な水防活動の実施 

その主たる内容は次のとおりである。 

ア 水防に要する費用の自己負担の確保（法第 41 条） 

イ 水防団または消防団の出動体制の確保（法第 17 条） 

ウ 通信網の点検 

エ 水防資器材の整備点検、調達並びに輸送の確保 

オ 雨量、水位観測を的確に実施

カ 緊急通行により損失を受けた者への損失の補償（法第 19 条第 2 項） 

キ 堤防等決壊の通報及び決壊後の措置（法第 25、26 条） 

ク 水防上緊急に必要のある時の公費負担権限の行使及び損失を受けた者への損失の補償（法第 28

条及び法第 28 条第 3 項） 

ケ 住民の水防活動従事の指示（法第 24 条） 

コ 警察官の出動要請（法第 22 条） 

サ 避難のための立ち退きの指示（法第 29 条） 

シ 自衛隊の出動依頼（知事を経由する 自衛隊法第 83 条） 

ス 水防管理団体相互の協力応援（法第 23 条） 
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セ 水防解除の指示 

ソ 水防てん末報告書の提出（法第 47 条） 

なお、指定水防管理団体は上記の外に義務として次の事項を必ず行わなければならない。 

(ｱ) 水防機関の整備（法第 5 条） 

(ｲ) 水防計画の樹立（法第 33 条第 1 項） 

都道府県の水防計画に応じた水防計画を定め、毎年水防計画に検討を加え、必要があるときは

変更しなければならない。 

(ｳ) 水防計画の都道府県知事への届け出（法第 33 条第 3 項） 

水防計画を定め、または変更したときは、都道府県知事に届け出なければならない。 

(ｴ) 水防計画を定め、または変更したときは、その要旨を公表するよう努める。（法第 33 条第 3 項） 

(ｵ) 水防団員数の確保（法第 35 条） 

(ｶ) 水防団、消防機関及び水防協力団体の水防訓練（法第 32 条の 2） 

(ｷ) 水防協議会を置かない指定水防管理団体の市町防災会議への諮問（法第 33 条） 

２ 一般住民の義務（法第 24 条） 

水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、区域内に居住

する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。 

第４節 津波における留意事項 

津波は、発生地点から当該沿岸までの距離に応じて「遠地津波」と「近地津波」に分類して考えられる。

遠地津波の場合は、原因となる地震発生からある程度時間が経過した後、津波が襲来する。近地津波の場

合は、原因となる地震発生から短時間のうちに津波が襲来する。従って、水防活動及び水防団員自身の避

難に利用可能な時間は異なる。 

遠地津波で襲来まで時間がある場合は、正確な情報収集、水防活動、避難誘導等が可能なことがある。

しかし、近地津波で、かつ安全な避難場所への避難に時間がかかる場合は、水防団員自身の避難以外の行

動が取れない場合が多い。 

従って、あくまでも水防団員自身の避難時間を確保したうえで、避難誘導や水防活動を実施しなければ

ならない。 

第５節 安全配慮 

洪水、津波又は高潮のいずれにおいても、水防団員等自身の安全確保に留意して水防活動を実施するも

のとする。 

避難誘導や水防作業の際も、水防団員等自身の安全は確保しなければならない。なお、水防団員等自身

の安全確保のために配慮すべき事項は下記を参考に活動地域の状況に応じた対応をとるものとする。 

・ 水防活動時にはライフジャケット等を着用する。 

・ 水防活動時の安否確認を可能にするため、非常時でも利用可能な通信機器を携行する。 
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・ 水防活動時にはラジオ等を携行するなど、最新の気象情報等を入手可能な状態で活動する。 

・ 指揮者は、水防活動が長時間にわたるときは、疲労に起因する事故を防止するため団員を随時交代

させる。 

・ 水防活動を行う範囲に応じて監視員を適宜配置する。 

・ 指揮者又は監視員は、現場状況の把握に努め、水防団員等の安全を確保するため、必要に応じ、速

やかに退避を含む具体的な指示や注意を行う。 

・ 指揮者は、活動中の不測の事態に備え、退避方法、退避場所、退避を指示する合図等を事前に徹底

する。 
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第２章  水 防 活 動 

第１節 市 の 水 防 組 織 

市の水防組織は、おのおの次のように規定されている。 

１ 水防管理団体の非常配備体制 

（1） 水害等に対する警戒及び応急対策を行うための組織は、「地域防災計画風水害対策編第２章第３節組織・

動員計画」の規定によるものとする。 

なお、災害時の配備体制とその基準は表 2-1 のとおりである。 

（2） 水防団及び消防団は、水防管理者の指示により河川、湖沼、海岸の洪水、内水、津波又は高潮の被害対

する警戒、防御その他の作業にあたるものとする。 

水防団の機構は資料編第２表「水防団の組織と管轄区域」のとおりである。 

消防団の機構は資料編第３表「消防団一覧」のとおりである。 

２ 水防団（消防団）の非常配備 

水防管理者が水防団（消防団）を非常配備につかせるための指令は、次の場合に発するものであり、表 2-2

の基準により配備体制につくものとする。 

（1） 水防管理者が自らの判断により必要と認める場合 

この場合には、速やかに所轄する水防区長（静岡県浜松土木事務所長）を経由して県水防本部長（県知

事）に報告しなければならない。 

（2） 水防警報指定河川にあっては、知事からその警報の伝達を受けた場合 

（3） 緊急にその必要があるとして知事からの指示があった場合 



表2-1　浜松市の災害時の配備体制とその基準

１　一般災害（台風、大雨、洪水、暴風、大雪等）

配備基準
応急対策要員
（本庁）

応急対策要員
（区役所）

応急対策要員
（協働センター）

地区防災班員
（避難所・区役所）

備　　考

情報収集
※２

・大雨、洪水、大雪注意報のいずれかが発表されたとき
・天竜川の水位が水防団待機水位に達したとき
・その他危険な状態が予想され、情報収集体制をとる必要があると危機管理監（区長、支所長、
協働センター長を含む。以下、同じ。）が判断したとき

危機管理課、秘書課（組織とし
ての製作補佐官含む）、土木部

区振興課
支所
※３

―

本庁及び該当区
【浜松市南部】
本庁・中央区・浜名区
【浜松市北部】
本庁・天竜区

災害対策
準備室

・大雨、洪水、暴風、大雪警報のいずれかが発表されたとき
・天竜川又は都田川に氾濫注意情報、水防警報(準備)が発せられたとき
・別に定める河川の水位が「避難判断水位」に達したとき
・台風等の風水害により高齢者等避難を発令したとき
・その他災害の発生のおそれがあり、災害対策準備室体制をとる必要があると危機管理監が判断
したとき

情報収集体制の関係各課

広聴広報課、国際課、農業水産
課、農業振興課、農地整備課、
農地利用課（農業委員会事務
局）、林業振興課、公園管理事
務所、上下水道部、消防局、学
校教育部

情報収集体制の関係課

（必要に応じ関係課職
員）

情報収集体制の関係課
※３

（必要に応じ関係職員）

（必要に応じ関係する地
区防災班員）

本庁及び該当区
【浜松市南部】
本庁・中央区・浜名区
【浜松市北部】
本庁・天竜区

災害対策
連絡室

・天竜川又は都田川に「氾濫警戒情報」が発表され、避難情報を発令したとき
・天竜川又は都田川の水位が「避難判断水位」に達し、避難情報を発令したとき
・別に定める河川の水位が「氾濫危険水位」に達し、避難情報を発令したとき
・土砂災害警戒情報が発表され、避難情報を発令したとき
・台風等の風水害により、避難指示を発令したとき
・その他災害が発生し、その拡大等危険な状態が続くことが見込まれ、災害対策連絡室体制をと
る必要があると危機管理監が判断したとき

災害対策準備室の関係各課

情報政策課、人事課、アセット
マネジメント推進課、税務総務
課、市民税課、資産税課、収納
対策課、福祉総務課、生活衛生
課、廃棄物処理課

災害対策準備室の関係課

生活福祉課、社会福祉
課、健康づくり課

（必要に応じ関係課職
員）

災害対策準備室の関係課
※３

（必要に応じ関係職員）

避難所を開設する避難所
の班長及び副班長
※４

本庁及び該当区

第１次
非常配備

・大雨、暴風、大雪、波浪、高潮特別警報のいずれかが発表されたとき
・天竜川又は都田川に「氾濫危険情報」が発表され、避難情報を発令したとき
・天竜川又は都田川の水位が「氾濫危険水位」に達し、避難情報を発令したとき
・台風等が本市に接近又は上陸し、相当な被害が発生し、又は発生する恐れがあり、第1次非常
配備体制をとる必要があるとき
・その他相当な災害が発生し、又は発生するおそれがあり、その対策のため第1次非常配備体制
をとる必要があると市長が認めるとき

第１次非常配備要員
第１次非常配備要員
※４

第１次非常配備要員
※４

第１次非常配備要員
※４

第２次
非常配備

・天竜川又は都田川に「氾濫発生情報」が発表されたとき
・天竜川又は都田川の水位が「天端高」に達したとき
・台風等が浜松市に上陸又は接近し、その対策のため第２次非常配備体制をとる必要があると市
長（本部長）が認めるとき
・その他相当な災害が発生し、又は発生する恐れがあり、その対策のため第２次非常配備体制を
とる必要があると市長（本部長）が認めるとき

第１次非常配備要員
第２次非常配備要員

第１次非常配備要員
第２次非常配備要員

第１次非常配備要員
第２次非常配備要員

第１次非常配備要員
第２次非常配備要員

第３次
非常配備

・災害救助法による救助を適用する規模の災害が発生したとき
・台風等による大災害が発生し、又は発生するおそれがあり、その対策のため市の総力をあげて
配備につき、活動する必要があると市長（本部長）が認めるとき

全　職　員
（第１次非常配備要員）
（第２次非常配備要員）
（第３次非常配備要員）

全　職　員
（第１次非常配備要員）
（第２次非常配備要員）
（第３次非常配備要員）

全　職　員
（第１次非常配備要員）
（第２次非常配備要員）
（第３次非常配備要員）

全　職　員
（第１次非常配備要員）
（第２次非常配備要員）
（第３次非常配備要員）

-
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配備体制
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部
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事
前
配
備
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制

１　※１：配備体制についてはこの基準を参考に、今後の気象予測や現地状況等を含めて総合的に判断する。
２　事前の体制において、危機管理監及び区長（区本部長）の判断により必要な職員を招集し、配備することができるものとする。
３　※２：勤務時間外における一般災害時の情報収集体制は、原則として自宅待機によるものとする。ただし土木部は､大雨・洪水・大雪注意報の発表された場合又は天竜川の水位が
　　「水防団待機水位」に達したときは配備に付くものとする。
４　※３：舞阪・引佐・三ヶ日・春野・佐久間・水窪・龍山支所が対象（以下、４まで同じ。ただし、１及び２の舞阪支所にあっては、区長（区本部長）又は支所長（地域本部長）の判断による。）
５　災害対策本部体制をとるにあたり、市長が認める暇がないときは、危機管理監、区長（区本部長）、支所長又は協働センター所長（地域本部長）の判断によることができる。
６　※４：区長の判断で必要と認める職員の招集とすることができる。
７　体制の解除は、配備基準の要件が解消されたときとする。（以下、４まで同じ。）
８　※５：この場合において、市長は一部の必要な要員のみを招集し、第1次非常配備体制を置くことができる。

○台風等により、24時間以内（接近予測が休日の場合は48時間以内）に、本市に大規模な風水害が発生する可能性が高いと市長が判断した時は、風水害警戒態勢をとる。
○ 風水害警戒態勢は、台風等の接近時には、必要に応じて市民への広報を実施するほか、全ての部署において職員に注意喚起を促し、所管業務の中で情報収集及び
災害予防対策を講じ、台風等の通過後は、所管業務の中で被害情報の収集及び災害復旧対策を講じる。
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表 2-2 水防団及び消防団に対する非常配備基準 

配 備 区 分 配 備 基 準 配 備 体 制 

待  機 

1 河川の水位が水防団待機水位（通報水位）

に達し、かつ準備の必要を認めるとき 

2 水防に関係のある気象の予報、注意報及び

警報が発表されたとき 

水防団及び消防団の団長は、その後の情勢を

把握することに努め、また、一般団員は、直

ちに次の段階に入り得るような状態におく 

準  備 

1 河川の水位が氾濫注意水位(警戒水位)に

達してなお上昇の恐れがあり、かつ出動の

必要が予測されるとき 

2 気象状況等により高潮及び津波の危険が

予知されるとき 

水防団及び消防団の団長及び分団長は、所定

の詰所に集合し、資器材及び器具の整備点

検、作業員の配備計画に当りダム、水こう門、

ひ門及びため池等の水防上重要な工作物の

ある箇所への団員の派遣、堤防巡視等のた

め、一部団員を出動させる 

出  動 

1 河川の水位がなお氾濫注意水位(警戒水

位)を超えて上昇し、出動の必要を認める

とき 

2 潮位が満潮位に達し、なお上昇の恐れがあ

るとき 

3.津波・高潮に関する警報が発表される等、

津波・高潮による危険が予想されたとき 

 ただし、水防活動を安全に行える状態であ

る場合に限る 

水防団及び消防団の全員が所定の詰所に集

合し警戒配備につく 

解  除 水防管理者が解除の指令をしたとき 

水防上の注意事項 

1.洪水、津波、高潮のいずれにおいても、水防活動（避難誘導や水防作業）の実施にあたり、水防団員自身

の安全は確保しなければならない。 

2.出動の際は、必要に応じ、水防団員自身でライフジャケット等の安全具を装着する。 

3.水防団員及び消防団員は、出動前によく家事を整理し、万一家人が待避する場合における待避要領等を家

人に伝え、後顧の憂いをなくし、一旦出動した場合は命令なくして部署を離れたり勝手な行動をとっては

ならない。 

4.作業中は、終始敢闘精神をもって上司の命に従い、団体行動をとらなければならない。 

5.作業中は、私語を慎しみ、言動に注意し、特に夜間は「溢水」「破堤」等の想像による言語を用いてはな

らない。 

6.命令及び情報の伝達は、特に迅速正確及び慎重を期し、みだりに人心を動揺させたり、いたずらに水防員

を緊張によって疲れさせないよう留意し、最悪時に最大の水防能力が発揮できるように心掛けること。 

7.洪水時において堤防に異状が起こる時期は、滞水時期にもよるが、大体水位が最大のとき又は、その前後

である。しかし、法崩れ陥没等は通常減水時に生じる場合が多い（水位が最大洪水位の４分の３位に減少

したときが最も危険）から、洪水が最盛期を過ぎても完全に終息するまで警戒を厳にすること。 

8.水防解除後は人員、資器材及び作業箇所を点検し、その概要を直ちに報告する。 

9.使用した資器材は、手入をして所定の位置に設備する。 
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第２節 雨量の監視 

１ 市内の雨量観測所 

市で管理する雨量観測所は、10 箇所あるが、このうちテレメータ化されている観測所は 6 箇所、電話応答付

気象観測装置が 3 箇所、支所の職員が観測をしているのが 1 箇所である。 

また、国土交通省で管理する市内の雨量観測所は 5 箇所、静岡県で管理する市内の雨量観測所は 17 箇所、気

象庁で管理する市内の雨量観測所は 6 箇所である。 

詳細は資料編第 13 表「雨量観測所一覧表」のとおりである。 

なお、欠測や異常値を示した場合は、速やかに点検・補修を行い、常に正常の状態を保つよう努めることと

する。また、必要に応じ関係機関より雨量情報を補うものとする。 

２ テレメータ雨量観測所の監視 

市では、雨量、水位や各種気象情報などの防災情報を一元化した「浜松市土木防災情報システム」により、

市域の雨量情報を受信し、降雨の監視を行う。 

詳細は資料編第 12 表「浜松市土木防災情報システム」のとおりである。 

また、雨量情報（市雨量情報は除く）は、資料編第 11 表「サイポスレーダー（静岡県土木防災情報インター

ネット公開サービス）」でも入手が可能である。 

３ 支所雨量観測所の監視 

（1）雨量監視 

雨量観測員は、次に定める要領によって雨量監視するものとする。 

1）雨量監視開始又は再開 

水防管理者から雨量監視開始の指示を受けたときから開始又は再開する。 

2）雨量監視終了又は中止 

水防管理者から雨量監視中止の指示を受けたとき終了又は中止する。 
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第３節 水位の監視 

１ 市内の水位観測所 

市で管理するテレメータ化されている水位観測所は、15 箇所である。 

また、国土交通省で管理する市内の水位観測所は 6 箇所、静岡県で管理する市内の水位観測所は 30 箇所、洪

水時に観測する市内の危機管理型水位観測所は 10 箇所である。 

詳細は資料編第 14 表「水位観測所一覧表」のとおりである。 

なお、欠測や異常値を示した場合は、速やかに点検・補修を行い、常に正常の状態を保つよう努めることと

する。また、必要に応じ関係機関より水位情報を補うものとする。 

２ テレメータ水位観測所の監視 

（１）水位の監視 

市では、雨量、水位や各種気象情報などの防災情報を一元化した「浜松市土木防災情報システム」により、

市域の水位情報を受信し、水位の監視を行う。 

詳細は資料編第 12 表「浜松市土木防災情報システム」のとおりである。 

 また、水位情報（市水位情報は除く）は、資料編第 11 表「サイポスレーダー（静岡県土木防災情報インタ

ーネット公開サービス）」でも入手が可能である。 

第４節 映像による浸水状況の監視 

市で管理するネットワークカメラは 47 箇所あり、これは過去に一定以上の浸水被害が発生した河川、道

路、その他災害発生の危険がある箇所について、「浜松市土木防災情報システム」により、カメラ映像情報を

受信し、映像による監視を行う。 

詳細は資料編第 12 表「浜松市土木防災情報システム」、資料編第 15 表「監視カメラ一覧表」のとおりである。 

第５節 巡視及び警戒とその措置 

１ 巡視 

水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、管轄区域内の河川、遊水地、海岸堤防及び津波防護施設等を

巡視し、水防上危険であると認められる箇所があるときは、直ちに河川、海岸、津波防護施設等の管理者に

連絡して必要な措置を求めなければならない。（法第 9 条関係） 

水防管理者等が、出水期前や洪水経過後、高潮や津波終息後などに、重要水防箇所又は洪水箇所、その他

必要と認める箇所の巡視を行う場合には、必要に応じて河川等の管理者に立会又は共同で行うことを求める

ことができるものとする。 

２ 警戒 

水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、県から非常配備体制が発令されたとき、または気象等の悪化

が予想されるとき等は、河川、海岸等の監視及び警戒をさらに厳重にし、とくに既往の被害箇所その他重要

な箇所を中心として、巡視するものとする。また、下記の状態に注意し、異常を発見したときは直ちに水防
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作業を実施するとともに、静岡県浜松土木事務所長及び河川等の管理者に報告するものとする。 

なお、高潮・津波の場合は、その襲来までの時間的余裕を十分考慮して自身の安全及び避難を優先して監

視及び警戒にあたるものとする。 

（1）堤防から水があふれるおそれのある箇所の水位（潮位）の上昇 

（2）堤防の上端の亀裂又は沈下 

（3）川側（又は海側）堤防斜面で水当りの強い場所の亀裂又は欠け崩れ 

 (4) 居住地側堤防斜面の漏水または飽水による亀裂及び欠け崩れ 

 (5) 排水門・取水門・こう門の両軸又は底部よりの漏水と扉の締まり具合 

 (6) 橋梁その他の構造物と堤防との取り付け部分の異状 

第６節 水防作業 

水防作業を必要とする異常事態が発生したときは、被害を未然に防止し、又は被害の拡大を防ぐため、堤

防の構造、流速、護岸、浸水域及び近接地域の状態等を考慮して最も適切な工法を選択し実施するものとす

る。その際、団員は安全性が高いと考えられる場所までの避難完了に要する時間、津波到達時刻等を考慮し

て、団員自身の危険性が高いと判断したときには、自身の避難を優先する。 

また、水防管理者は、平常時から水防実施関係者に水防工法等を習熟させ、災害時においても最も適切な

作業が即時に実施できるよう努めなければならない。 

第７節 緊急通行 

１ 緊急通行 

水防のため緊急の必要がある場所に赴くときは、水防団長、水防団員及び消防機関に属する者並びに水防

管理者から委任を受けた者は一般交通の用に供しない通路又は公共の用に供しない空地及び水面を通行する

ことができる。 

２ 損失補償 

水防管理団体は、緊急通行の権限を行使することにより損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補

償するものとする。
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第８節 水防信号及び水防標識 

１ 水防信号 

水防法第 20 条の規定による水防信号（昭和 31 年 9 月 28 日県規則第 75 号）は、表 2-3 のとおりである。 

（1）信号は、適当の時間継続する。 

（2）必要があるときは、警鐘、サイレン信号を併用する。 

（3）上記によるほか、伝令の称呼による通報を考慮すること 

表 2-3 水防信号 

区別/方法 説  明 警 鐘 信 号 サ イ レ ン 信 号 

第一信号 

氾濫注意水位(警

戒水位)に達し

たことを知らせ

るもの 

○
 休

 止○
 休

 止○
 休

 止

約 5 秒 約 15 秒 約 5 秒 約 15 秒 約 5 秒 約 15 秒 

〇―― 休 止 〇―― 休 止 〇―― 休 止

第二信号 

水防団員及び、消

防機関に属する

者の全員が出動

すべきことを知

らせるもの 

◯―◯―◯ ◯―◯―◯ 
約 5 秒 約 6 秒 約 5 秒 約 6 秒 約 5 秒 約 6 秒 

〇―― 休 止 〇―― 休 止 〇―― 休止

第三信号 

当該水防管理団

体の区域内に住

居するものが出

動すべきことを

知らせるもの 

◯―◯―◯―◯ ◯―◯―◯―◯ 
約 10 秒 約 5 秒 約 10 秒 約 5 秒 約 10 秒 約 5 秒

〇―― 休 止 ◯―― 休 止 ◯―― 休止

第四信号 

当該水防管理団

体の区域内住居

者の避難のため

立ち退くべきこ

とを知らせるも

の 

乱 打 
約 1 分 約 5 秒 約 1 分 約 5 秒 

〇―― 休 止 〇―― 休 止

注意 

１ 信号は、適切の時間継続すること 

２ 必要があれば警鐘、サイレンを併用することをさまたげない 

３ 危険が去ったときは、口答伝達により周知させるものとする 
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２ 水防標識及び身分証 

水防法第 18 条の規定による静岡県水防標識（昭和 31 年 9 月 28 日県告示第 939 号）は、図 2-1～2-3 のとお

りである。また、水防法第 49 条第 2 項による水防関係者の身分証票は図 2-4 のとおりである。 

水防のために出動する緊急自動車（道路交通法の規定に基づき公安委員会の指定をうけたもの）及び他の水

防車両は、優先通行を確保するため、図 2-1 の標識を用うるものとする。 

水防のため現場に赴く職員は、図 2-2 の腕章を装着するものとする。 

図 2-1 車両標識 図 2-2 腕章 

 （水は赤色外は白色とする） 

図 2-3 標燈 

図 2-4 身分証票（参考）

（浜松市） 
（浜松市） 

（浜松市） 

〇〇第   号 

               身分証明書 

住 所 

 氏 名 

 職 名 

  上記の者は、水防法第 49 条第 1 項の規定により他人の土地に立ち入ることが

できるものであることを証する。 

  平成  年  月  日 

                    浜松市長  〇〇 〇〇   
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第９節 水 防 配 備 の 解 除 

１ 県の水防配備の解除 

県知事及び静岡県浜松土木事務所長は、静岡地方気象台、国土交通省浜松河川国道事務所又は水防管理者

等の情報に基づき配備に必要がなくなったと認めたときは、配備の解除を発令し、各関係に通知するもの。 

２ 水防管理団体の配備の解除 

水防管理者は、自らの区域内の水防活動の必要がなくなったと認めたときは、配備の解除を発令するとと

もに、住民その他関係機関に通知するものとする。 

なお、配備の解除を発令したときは、所管する静岡県浜松土木事務所長を経由して県知事に報告するもの

とする。 

３ 水防団及び消防団等の配備解除 

（1）水防解除は、水位が下降して水防活動の必要がなくなり県知事又は水防管理者が水防解除の指令をしたと

きとする。 

（2）水防団員及び消防団員は、２による水防解除の指令があるまでは、自らの判断等により勝手に部署を離れ

てはならない。 

（3）水防解除後は人員、資機材及び作業箇所を点検し、その概要を直ちに報告する。 

（4）使用した資機材は、手入れして所定の位置に設備する。 
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第３章  避 難 

第１節 避 難 の 指 示 

洪水、津波又は高潮等により著しい危険が切迫していると認められるときは、法第 29 条に基づき、県知

事、静岡県浜松土木事務所長、県知事の命を受けた県の職員又は水防管理者は、すみやかに必要と認める

区域の居住者に対し、立退き又はその準備を指示するものとする。 

なお、その際、報道機関等、水防信号又はその他の方法を利用し、迅速でかつ的確に指示するものとす

る。 

水防管理者が、立退き又は準備を指示するときは、遅滞なく当該区域を所轄する警察署長へ報告すると

ともに、静岡県浜松土木事務所長を経由して県知事へその旨を報告しなければならない。 

第２節 避難のための立退き計画 

水防管理者は、避難所として適当な施設について充分調査し、当該区域を所轄する警察署長及び関係者

と事前に協議のうえ、あらかじめ立退き計画を作成するとともに、立退き先経路等に伴う必要な措置を講

じておくものとする。 
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第４章  決壊等の通報及び決壊後の処置 

第１節 決壊等（被害情報）の通報（法第 25 条） 

１ 堤防等が決壊し又はこれに準ずべき事態が発生した場合は、水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、

すみやかに一般住民、静岡県浜松土木事務所長、所轄警察署又は交番・駐在所及び、隣接水防管理者に通

報するものとする。 

なお、一般住民への通報に際しては、報道機関等を利用し、迅速な情報伝達に努めるものとする。 

２ この通報を受けた静岡県浜松土木事務所長は、ただちに県知事及び所轄警察署長に通報するものとする。

また、直轄管理区域河川については、国土交通省浜松河川国道事務所長にも通報するものとする。 

図 4-1 決壊情報の通報連絡系統図 

第２節 決壊後の処置（法第 26 条） 

決壊箇所については、水防管理者、水防団長、消防機関の長、水防本部長及び各機関の長が相互に協力

して、できる限り氾濫による被害が拡大しないように努めるものとする。 

水防管理者

水 防 団 長

消 防 団 長

国 土 交 通 省
浜松河川国道事務所長

警 察 署 長

浜松土木事務所長

一 般 住 民

隣接水防管理者

放 送 局

県警察本部

自 衛 隊

県 水 防 本 部 長
（ 県 知 事 ）

堤 防 破 堤 

越水 ・溢水 
(被害情報) 

所 轄 警 察 署 

交番、駐在所 

県岡静
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第５章  重 要 水 防 箇 所 

第１節 重 要 水 防 箇 所 

市内１・２級河川及び海岸等で特に、水防上警戒又は防御に重要性を有する箇所は、資料編第４表「重

要水防箇所一覧」のとおりである。 

水防管理団体は、常に当該箇所の現況把握に努め、その水防対策を確立しておかなくてはならない。 

第２節 国土交通省 重要水防箇所の区分 

表 5-1 国土交通省重要水防箇所の区分 

種 類 内     容 

重 要 区 間 

堤防高さ（流下能力）、堤防断面、工作物、水衝・洗掘、漏水、法崩れ・すべりの 6 種類別

において一定の基準を満たしていない区間を A ランク又は B ランクに区別している 

A：水防上（監視又は巡視する）最も重要な区間 

B：水防上（監視又は巡視する）重要な区間 

要 注 意 区 間 

洪水に対する対策が一定に実施されているが、重要区間とは別に水防上注意する区間と出

水期間中に堤防を開削する工事箇所又は仮締め切り等により堤防に影響を及ぼす箇所及び

陸閘、新堤防（築堤後 3 年間）、破堤・旧川跡 

重 点 区 間 

重要区間及び要注意区間の中から総合的に判断し、水防時に重点的に監視又は巡視すべき

区間である 

なお、重点区間は河川延長の 1 割程度を目安とし、各水防団の分団ごと又は水防団ごと設

定することを基本とする 

表 5-2 国土交通省 重要水防箇所評定基準（案） 

河川局治水課長通達（平成３１年２月２７日 国土交通省河治第９７号） 

種 別 
重   要   度 

要 注 意 区 間 
A 水防上最も重要な区間 B 水防上重要な区間 

越  水 

（越水） 

計画高水流量規模の洪水の

水位（高潮区間の堤防にあっ

ては計画高潮位）が現況の堤

防高を越える箇所 

計画高水流量規模の洪水の水位（高潮 

区間の堤防にあっては計画高潮位）と

現況の堤防高との差が堤防の計画余

裕高に満たない箇所 

堤体漏水 

堤防の機能に支障が生じる

堤体の変状の履歴（被災状況

が確認できるもの）があり、

類似の変状が繰り返し生じ

ている箇所 

堤体の土質、法匂配等からみ

て堤防の機能に支障が生じ

る堤体の変状の生じるおそ

れがあり、かつ堤防の機能に

支障が生じる堤体の変状の

履歴（被災状況が確認できる

もの）がある箇所 

堤防の機能に支障が生じる堤体の変

状の履歴（被災状況が確認できるも

の）があり、安全が確認されていない

箇所、又は堤防の機能に支障は生じて

いないが、進行性がある堤体の変状が

集中している箇所 

堤防の機能に支障が生じる堤体の変

状の履歴（被災状況が確認できるも

の）はないが、堤体の土質、法匂配等

からみて堤防の機能に支障が生じる

堤体の変状の生じるおそれがあると

考えられる箇所 
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種 別 
重   要   度 

要 注 意 箇 所 
A 水防上最も重要な区間 B 水防上重要な区間 

堤体漏水 

水防団等と意見交換を行い、堤

体漏水が生じる可能性が特に

高いと考えられる箇所 

水防団等と意見交換を行い、堤体漏

水が生じる可能性が高いと考えら

れる箇所 

基礎地盤 

漏  水 

堤防の機能に支障が生じる基

礎地盤漏水に関係する変状の

履歴（被災状況が確認できるも

の）があり、類似の変状が繰り

返し生じている箇所 

基礎地盤の土質等からみて堤

防の機能に支障が生じる変状

の生じるおそれがあり、かつ堤

防の機能に支障が生じる基礎

地盤漏水に関係する変状の履

歴（被災状況が確認できるも

の）がある箇所 

水防団等と意見交換を行い、基

礎地盤漏水が生じる可能性が

特に高いと考えられる箇所 

堤防の機能に支障が生じる基礎地

盤漏水に関係する変状の履歴（被災

状況が確認できるもの）があり、安

全が確認されていない箇所、又は堤

防の機能に支障は生じていないが、

進行性がある基盤漏水に関係する

変状が集中している箇所 

堤防の機能に支障が生じる基礎地

盤漏水に関係する変状の履歴（被災

状況が確認できるもの）はないが、

基礎地盤漏水の土質等からみて堤

防の機能に支障が生じる変状の生

じるおそれがあると考えられる箇

所 

水防団等と意見交換を行い、基礎地

盤漏水が生じる可能性が高いと考

えられる箇所 

水衝・洗掘 

水衝部にある堤防の前面の河

床が深掘れしているがその対

策が未施工の箇所 

橋台取り付け部やその他の工

作物の突出箇所で、堤防護岸の

根固め等が洗われ一部破損し

ているが、その対策が未施工の

箇所 

波浪による河岸の決壊等の危

険に瀕した実績があるが、その

対策が未施工の箇所 

水衝部にある堤防の前面の河床が

深掘れにならない程度に洗掘され

ているが、その対策が未施工の箇所 

工 作 物 

河川管理施設等応急対策基準

に基づく改善措置が必要な堰、

橋梁、樋管その他の工作物の設

置されている箇所 

橋梁その他の河川横断工作物

の桁下高等が計画高水流量規

模の洪水の水位（高潮区間の堤

防にあっては計画高潮位）以下

となる箇所 

橋梁その他の河川横断工作物の桁

下高等と計画高水流量規模の洪水

の水位（高潮区間の堤防にあっては

計画高潮位）との差が堤防の計画余

裕高に満たない箇所 

工事施工 

  出水期間中に堤

防を開削する工

事箇所又は仮締

切り等により本

堤に影響を及ぼ

す箇所 
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種 別 
重   要   度 

要 注 意 箇 所 
A 水防上最も重要な区間 B 水防上重要な区間 

新堤防・破堤

跡・旧川跡 

  新堤防で築造後

3 年以内の箇所。 

破堤跡又は旧川

跡の箇所 

陸  閘 
  陸閘が設置され

ている箇所 

第３節 静岡県 重要水防箇所の区分 

水防注意箇所の重要度は、水防活動の指針であるとの考えから、背後地の重要性を考慮したうえで洪水

出水期中の巡回の必要度頻度を表 5-3、5-4 のように定める。 

表 5-3 静岡県重要水防箇所の区分 

表 5-4 静岡県（県管理区間） 重要水防箇所評定基準 

重  要  度  Α 重  要  度  Ｂ 

時間雨量 30mm/h、日雨量 130mm/日相当の降雨

（基準流量）に対し、下記事項により施設被害の

想定規模が 200 戸以上の家屋に及ぶと予想される

箇所 

（機能度及び耐用度） 

１ 流下能力がないもの（基準流量が現況流下能力

を越えるものについて注意箇所に指定） 

２ 漏水、洗掘が予想される箇所 

３ 取水堰、橋梁等不等沈下、流水疎通の障害等が

認められ、被害が予想される箇所 

４ 樋門、樋管等、堤防横断工作物の施設が老朽化

し、被害が予想される箇所 

以上どれか 1 つに該当する場合、重要度Ａに指定

する 

時間雨量 50mm/h、日雨量 200mm/日相当の降雨

（基準流量）に対し、下記事項により施設被害の

想定規模が 25 戸以上の家屋に及ぶと予想される

箇所 

（機能度及び耐用度） 

１ 流下能力がないもの（基準流量が現況流下能力

を越えるものについて注意箇所に指定） 

２ 漏水、洗掘が予想される箇所 

３ 取水堰、橋梁等不等沈下、流水疎通の障害等が

認められ、被害が予想される箇所 

４ 樋門、樋管等、堤防横断工作物の施設が老朽化

し、被害が予想される箇所 

以上どれか 1 つに該当する場合、重要度Ｂに指定

する 

種  類 内          容 

重要度Ａ 
洪水出水中定期的に巡回、監視して状況を通報すべき箇所 

（すなわち、洪水注意報を受けたときより巡回、監視に当る） 

重要度Ｂ 
洪水出水中随時巡回、監視すべき箇所 

（洪水警報を受けたときより巡回、監視に当る） 
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第４節 その他水防上重要かつ密接な関係を有するものの処置 

１ 時間雨量 50mm 及び異常潮位による湛水注意箇所は、資料編第５表「湛水注意箇所」のとおりである。こ

れらの箇所については通常時の点検並びに洪水出水中の定期的巡回、監視を行い水害の軽減、防止に努

めること。 

２ 水防上特に重大な影響を持つ橋梁は、資料編第６表「水防上重大な影響のある橋梁一覧」のとおりであ

る。 

３ 河川高水敷上の工作物については、洪水時における工作物設置者との連絡体制を整え移動等が迅速に行

えるよう処置するものとする。 
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第６章  ダ ム 、 水 こ う 門 等 

第１節 水防上 注意を要する ダム 

水防上重要なダムは、表 6-1 のとおりである。（詳細については資料編第７表のとおり） 

水防管理団体は、当該施設の規模、能力等を熟知するとともに緊急時に対応できる対策を、確立してお

かなければならない。 

表 6-1 ダム 

水系名 河 川 名 ダ ム 名 所 在 地 管 理 者 

天竜川 天 竜 川 佐 久 間 ダ ム 浜松市天竜区佐久間町佐久間 電 源 開 発 ㈱ 

天竜川 天 竜 川 秋 葉 ダ ム 浜松市天竜区龍山町戸倉字時並 電 源 開 発 ㈱ 

天竜川 天 竜 川 船 明 ダ ム 浜松市天竜区大字船明 電 源 開 発 ㈱ 

天竜川 水 窪 川 水 窪 ダ ム 浜松市天竜区水窪町大字地頭方 電 源 開 発 ㈱ 

天竜川 大千瀬川 新 豊 根 ダ ム 愛知県北設楽郡豊根村古真立 国 土 交 通 省 

都田川 都 田 川 都 田 川 ダ ム 浜松市浜名区引佐町川名 静 岡 県 

第２節 水防上注意を要する水門等 

水防上重要な水こう門等は、資料編第８表「水防上注意を要する水門等一覧」のとおりである。 

水防管理団体は、水防上重要な水こう門等の規模、能力等を熟知するとともに緊急時に対処できる応急

対策を確立するものとする。 

第３節 河口部・海岸部の水門・こう門（津波・高潮時） 

河口部・海岸部の水門・こう門の管理者は、常に当該施設が十分その機能を発揮できるよう努めるとと

もに、特に水防時においては適正な操作を行い、水害の軽減、防止に努めるものとする。 

河口部・海岸部の水門・こう門の管理者は、大津波警報、津波警報が発令された場合には、現地で直接

操作をさせないなど、操作員の安全確保を最優先にしたうえで、各施設の操作規則等に基づき、的確な操

作を行うものとする。 
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第７章  水防用資器材及び設備の整備 

第１節 水防用資器材及び設備の整備 

１ 市内水防倉庫の設置状況並びにこれに備蓄されている水防用資器材の整備状況は、資料編第９表「水防

倉庫及び水防用資器材備蓄状況一覧」のとおりである。 

２ 水防管理者は、資材確保のため水防地域近在の竹木等の所在、農協倉庫等の手持数量の概要等を把握し、

緊急時の補給に備えるとともに備蓄資器材が使用又は損傷により不足を生じた場合は、すみやかに補充

しておくものとする。 
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第８章  通信連絡

第１節 水防通信連絡系統 

水防時に必要な連絡用の通信系統は、図.8-2 に示す基本系統図とするが、詳細は資料編第 10 表「水防

関係機関の電話番号一覧」、第 16 表「水防区連絡系統図」のとおりである。 

第２節 放送局通信施設の使用 

放送局に一般放送を要請するものは、次のとおりであるが、各水防機関は、停電等による通信不能を考

慮し非常用ラジオを備えるよう努めること。 

（1）国土交通省及び県機関の行う水防警報、洪水予報、氾濫危険水位（洪水特別警戒水位)の水位情報 

（2）水防管理者及び県機関等の行う立退きの指示 

（3）他の通信が途絶したとき特に必要とする事項 

第３節 災害時優先電話について 

大きな災害が起きると、被災地への電話が殺到する。ＮＴＴでは法律に基づき一般の通話に対して規制

が出来るようになっている。（電気通信事業法） 

災害時優先電話とは、こうした規制の対象にならない特別な指定を受けている電話のことである。（電話

サービス契約約款） 

災害時優先電話の指定にあたっては、ＮＴＴにおいて国や地方公共団体等の一定の機関に限定している。

一定の機関とは、電話サービス契約約款に定めているとおり、「災害の予防もしくは救援、交通、通信、電

力の供給確保又は、秩序の維持のために必要な事項を内容とする通話及び公共の利益のため緊急を要する

事項を内容とする通話」が行われる機関である。 
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静岡県危機管理部 浜松市災害対策本部

危機対策課 （危機管理課）

TEL(054)221-2072 TEL0538-37-2204 TEL457-2537 TEL475-7552

FAX(054)221-3252 FAX0538-37-3878 FAX457-2530 FAX472-1198

浜松水防区長 浜松市土木部本部

（静岡県浜松土木事務所） （河川課） 国土交通省

TEL(054)221-3259 TEL458-7268 TEL457-2865 浜松河川国道事務所

FAX(054)221-3260 FAX458-7194 FAX457-2368 TEL466-0119

隣接水防区長 所轄警察署

（隣接土木事務所） （浜松中央署、

関係市町村 土木整備事務所 浜松東署、浜松西署、

細江署、浜北署、

 天竜署）

土木Ｇ等

県外土木事務所 その他

（愛知、長野） バス会社、鉄道会社等

静岡県水防本部

静岡県西部地域局 浜松市消防局

浜松市水防団長

市民情報

図 8-2 水防時における通信連絡基本系統図 
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第９章  気象庁が行う予報及び警報とその措置

第１節 静岡地方気象台が行う水防活動に必要な気象等の予報及び警報 

１ 気象予報 

気象業務法の規定に基づき、静岡地方気象台が水防活動のために発表する警報等の種類及び発表基準は

表 9-1 のとおりである。 

表 9-1 静岡地方気象台発表の警報等の種類とその発表基準 

種   類 発  表  基  準 

注

意

報

・

警

報

等

水

防

活

動

の

利

用

に

適

合

す

る

も

の

大雨注意報 大雨によって災害が起こるおそれがあると予想された場合 

具体的には以下の条件に該当する場合である 

区 域 表 面 雨 量 指 数 基 準 土 壌 雨 量 指 数 基 準 

浜松市北部 13 111 

浜松市南部 15 78 

高潮注意報 台風等による海面の異常上昇によって災害が起こるおそれがあると予想された場

合 

具体的には以下の条件に該当する場合である 

区 域 潮 位 ： T P 上 

浜松市北部 ― 

浜松市南部 舞阪 1.1m 

洪水注意報 

洪水によって災害が起こるおそれがあると予想された場合 

具体的には以下の条件に該当する場合である 

区 域 流 域 雨 量 指 数 基 準 複 合 基 準 

浜松市北部 

二 俣 川 流 域＝16.3 

阿多古川流域＝17.2 

気 田 川 流 域＝37.6 

水 窪 川 流 域＝29.6 

熊 切 川 流 域＝14.4 

阿多古川流域＝ 7，16.8 

気 田 川 流 域＝ 7，37.6 

天 竜 川 流 域＝12，87.4 

浜松市南部 

安 間 川 流 域＝ 9.2 

新 川 流 域＝12.8 

馬 込 川 流 域＝13.7 

芳 川 流 域＝ 5.8 

井伊谷川流域＝16.4 

釣 橋 川 流 域＝ 7.5 

安 間 川 流 域＝ 7， 8.7 

新 川 流 域＝ 7，11.9 

馬 込 川 流 域＝ 7，13.7 

芳 川 流 域＝ 7， 5.3 

天 竜 川 流 域＝ 9，74.7 

都 田 川 流 域＝ 15，22.2 

津波注意報 

地震等に起因した津波により沿岸部において災害が発生するおそれがあると予想

された場合 

具体的には表 9-4(P.29)の条件に該当する場合である 
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注

意

報

・

警

報

等

水

防

活

動

の

利

用

に

適

合

す

る

も

の

大 雨 警 報 

又は 

大雨特別警報 

大雨によって重大な災害が起こるおそれがある又は著しく大きいと予想された場

合 

具体的には以下及び表 9-3(P.26)の条件に該当する場合である 

区 域 表 面 雨 量 指 数 基 準 土 壌 雨 量 指 数 基 準 

浜松市北部 22 155 

浜松市南部 21 133 

高 潮 警 報 

又は 

高潮特別警報

台風等による海面の異常上昇によって重大な災害が起こるおそれがある又は著し

く大きいと予想された場合 

具体的には以下及び表 9-3(P.26)の条件に該当する場合である 

区 域 潮 位 ： T P 上 

浜松市北部 ― 

浜松市南部 舞阪 1.4m 

洪 水 警 報 

洪水によって重大な災害が起こるおそれがあると予想された場合 

具体的には以下の条件に該当する場合である 

区 域 流 域 雨 量 指 数 基 準 複 合 基 準 

浜松市北部 

二 俣 川 流 域＝20.4 

阿多古川流域＝21.6 

気 田 川 流 域＝47.0 

水 窪 川 流 域＝37.0 

熊 切 川 流 域＝18.1 

阿多古川流域＝12，19.4 

天 竜 川 流 域＝12，97.1 

浜松市南部 

安 間 川 流 域＝11.5 

新 川 流 域＝16.1 

馬 込 川 流 域＝17.2 

芳 川 流 域＝ 7.3 

井伊谷川流域＝20.5 

釣 橋 川 流 域＝ 9.4 

安 間 川 流 域＝12， 9.7 

天 竜 川 流 域＝12，83.0 

津 波 警 報 

又は 

津波特別警報

地震等に起因した津波により沿岸部において重大な災害が発生するおそれがある

又は著しく大きいと予想された場合 

具体的には表 9-4(P.29)の条件に該当する場合である 

警報等は上記の基準に達する、あるいは超えて被害が予想される場合に発表される。 

注）T.P：東京湾平均海面 

※表（大雨及び洪水警報・注意報基準表）の見方については、表 9-2(P.26)を参照 
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表.9-2 大雨及び洪水警報・注意報基準表の見方 

(１) 表面雨量指数基準は、市町村等の域内において単一の値をとる。 

(２)土壌雨量指数基準値は 1km 四方毎に設定している。大雨の欄中、土壌雨量指数基準には、市町村内にお

ける基準値の最低値を示す。 

(３)洪水の欄中、｢○○川流域=30｣は、｢○○川流域の流域雨量指数 30 以上｣を意味する。 

(４)洪水の欄中、複合基準は（表面雨量指数基準，流域雨量指数基準）の組み合わせによる基準値を表す。

＜参考＞ 

土壌雨量指数：土壌雨量指数は、降雨による土砂災害発生の危険性を示す指標で、土壌中に貯まっている雨

水の量を示す指数。解析雨量、降水短時間予報をもとに、5km 四方の領域ごとに算出する。 

流域雨量指数：流域雨量指数は、降雨による洪水災害発生の危険性を示す指標で、対象となる地域・時刻に

存在する流域の雨水の量を示す指数。解析雨量、降水短時間予報をもとに、1km 四方の領域

ごとに算出する。 

表面雨量指数：表面雨量指数は短時間強雨による浸水災害発生の危険性を示す指標で、対象となる地域・時

刻に存在する雨水の量を示す指数。解析雨量、降水短時間予報をもとに、1km 四方の領域ご

とに算出する。 

表.9-3 静岡地方気象台発表の大雨及び高潮特別警報の発表基準 

種  類 発  表  基  準 

大雨特別警報 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合 

高潮特別警報 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高潮になると予想される場合 
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２ 気象等の注意報及び警報伝達等系統（津波注意報・警報は除く） 

図 9-1 気象等の注意報及び警報伝達等系統図（津波注意報・警報は除く） 

３ 通信途絶時の注意報及び警報等伝達代替経路 

障害等により、通常の通信経路が途絶した場合は、あらかじめ定めた障害時用加入ＦＡＸへ伝達する。 

このＦＡＸも途絶した場合は、状況により可能な範囲で県防災行政無線、加入電話、その他機関の相互

協力により伝達に努める。 

県 危 機 対 策 課

東・西日本電信電話㈱

（警報のみ） 

清 水 海 上 保 安 部

静 岡 県 警 察 本 部

N H K 静 岡 放 送 局

静 岡 河 川 事 務 所

指 定 地 方 行 政 機 関

指 定 公 共 機 関

報 道 機 関

県出先機関

関 係 機 関

市 町

各 警 察 署

各 交 番

各 駐 在 所

港湾・船舶
（放送）

（放送等）

（無線通報）

静

岡

地

方

気

象

台

住

民

法令(気象業務法等)による通知系統 

法令(気象業務法等)による公衆への周知依頼

及び周知系統

地域防災計画、行政協定による伝達系統

法令により気象官署から警報事項を通知する

機関

◎専用線又は防災情報提供システム 

△加入電話・FAX 

☆オンライン 

□県防災行政無線 

◇市町防災無線 

市 町

水防団体等

市 町

総 務 省 消 防 庁 市 町
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図 9-2 静岡県の気象予報区分図 

浜松市北部 

浜松市南部 
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第２節 津波警報、注意報の種類 

１ 津波警報等の種類及び内容 

・大津波警報：津波による重大な災害のおそれが著しく大きいと予想されるとき発表。 

・津波警報：津波による重大な災害のおそれがあると予想されるとき発表。 

・津波注意報：津波による災害のおそれがあると予想されるとき発表。 

・津波予報：津波の心配がない場合や若干の海面変動が予想されるが災害のおそれがない場合に発表。 

２ 解説、発表される津波の高さ等 

(1) 津波警報・津波注意報 

表 9-4 津波警報等の種類、解説及び発表される津波の高さ 

津波警報等の 

種類 
解  説 

発表する津波の高さ 

数値表現 定性的表現 

大津波警報 

大きな津波が襲い甚大な被害が発生します。 

沿岸部や川沿いにいる人はただちに高台や避難ビルなど安全

な場所へ避難してください。 

津波は繰り返し襲ってきます。警報が解除されるまで安全な場

所から離れないでください。 

１０ｍ超 

１０ｍ 

５ｍ 

巨大 

津波警報 

津波による被害が発生します。 

沿岸部や川沿いにいる人はただちに高台や避難ビルなど安全

な場所へ避難してください。 

津波は繰り返し襲ってきます。警報が解除されるまで安全な場

所から離れないでください。 

３ｍ 高い 

津波注意報 

海の中や海岸付近は危険です。 

海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れてく

ださい。 

潮の流れが速い状態が続きますので、注意報が解除されるまで

海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてください。 

１ｍ 
（表記しな

い） 

(2) 津波予報 

表 9-5 津波予報の解説 

 内   容 

津 波 予 報 

＜津波が予測されないとき＞ 

津波の心配がない旨を発表。（地震情報等に含めて発表） 

＜海面変動が予想されたとき＞ 

高いところでも 0.2ｍ未満の海面変動のため被害の心配はなく、特段

の防災対応の必要がない旨を発表。（津波に関するその他の情報に含

めて発表） 

＜津波注意報解除後も海面変動が継続するとき＞ 

津波に伴う海面変動が観測されており、今後も継続する可能性が高い

ため、海に入っての作業や釣り、海水浴などに際しては十分な留意が

必要である旨を発表。（津波に関するその他の情報に含めて発表） 

（注）１ 津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、警報等の解除を行う。このうち、津波

注意報は、津波の観測状況等により、津波がさらに高くなる可能性は小さいと判断した場合には、

津波の高さが発表基準より小さくなる前に、海面変動が継続することや留意事項を付して解除を行

う場合がある。 

２ 「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点におけるその潮位とその時点に津波がな

かったとした場合の潮位との差であって、津波によって潮位が上昇した高さをいう。 
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３ 津波警報等の伝達等系統図

図 9-3 津波警報等の伝達等系統図 

４ 通信途絶時の津波警報等伝達代替経路 

障害等により、通常の通信経路が途絶した場合は、あらかじめ定めた障害時用加入 FAX へ伝達する。 

この FAX も途絶した場合は、状況により可能な範囲で県防災行政無線、加入電話、その他機関の相互協

力により伝達に努める。 

５ 津波予報区 

日本の沿岸は 66 の津波予報区に分けられている。そのうち、静岡県が属する津波予報区は表 9-6 及び 

図 9-4 のとおりである。 

（放送等） 

（無線通報）

（放送等） 

（無線通報）

気

象

庁

本

庁

静

岡

地

方

気

象

台

住

民

県 危 機 対 策 課

指 定 公 共 機 関

報 道 機 関

指 定 地 方 行 政 機 関

官 公 署

県の機関

静岡県警察本部

災 害 対 策 課

関 係 船 舶

関 係 船 舶

関 東 管 区 警 察 局

Ｎ Ｈ Ｋ

第三管区海上保安本部 下 田 海 上 保 安 部

清 水 海 上 保 安 部

ＮＨＫ静岡放送局

東・西日本電信電話㈱

（警報のみ） 

法令(気象業務法等)による通知系統 

法令(気象業務法等)による公衆への周知依頼

及び周知系統 

地域防災計画、行政協定による伝達系統

法令により気象官署から警報事項を通知する

機関 

◎専用線又は防災情報提供システム 

○専用電話・FAX 

△加入電話・FAX 

☆オンライン 

□県防災行政無線 

◇市町防災無線 

関 係

各 警 察 署

関 係

各 市 町

総 務 省 消 防 庁
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表 9-6 静岡県の属する津波予報区 

図 9-4 静岡県及び周辺の県が属する津波予報区 

６ その他 

表 9-7 津波注意報標識               表 9-8 津波警報標識 

標 識 の 種 類 
標 識  

標 識 の 種 類 
標 識 

鐘 音 サイレン音  鐘 音 サイレン音 

津 波 注 意 報 

標 識 

(3 点と 2 点の連打) 

●－●－● ●－●
 津波警報標識 

(2 点) 

●－● ●－●

津 波 注 意 報 

及び津波警報 

解 除 標 識 

(1 点 2 個と 2 点との連打) 

● ●  ●－●

大 津 波 警 報 

標 識 

(連打) 

●－●－●－●

（注）鳴鐘又は吹鳴の反復は適宜とする         （注）鳴鐘又は吹鳴の反復は適宜とする 

津波予報区 区   域 

津波予報担当気象官署 

津波警報等を発表する官署 

静岡県 静岡県 気象庁 

(約 10 秒)

(約 3 秒) 

［約 1 分間繰り返す］

(約 5 秒) 

(約 6 秒) 

(約 3 秒) 

(約 2 秒) 
(単声連点)

(約 10 秒)

(約 2 秒) 
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表 9-9 沿岸市町一覧表 

方面本部 沿岸・市町一覧表 
沿岸 

市町 

避難対象地

区の指定し

てある市町

賀 茂 ・下田市 ・東伊豆町 ・河津町 ・南伊豆町 ・松崎町 ・西伊豆町 6 5 

東  部 ・沼津市 ・伊豆市 ・富士市 熱海市 ・伊東市  5 4 

中  部 ・静岡市 ・焼津市 ・牧之原市 ・吉田町   4 4 

西  部 ・浜松市 ・袋井市 ・磐田市 ・掛川市 ・御前崎市 ・湖西市 6 6 

計 21 19 

１ 沿岸市町は、海面監視を行う 

２ ・印のある市町は避難対象地区の指定してある市町 
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第１０章  洪 水 予 報 

第１節 国土交通大臣と気象庁長官が共同して行う洪水予報とその措置 

国土交通大臣が指定した河川（天竜川下流）について気象庁長官と共同して国土交通大臣が行う洪水予報を、

次に示す各計画に基づき水位を示して発表する。 

１ 天竜川下流洪水予報計画 

（1）洪水予報を行う河川名及びその区域 

表 10-1 天竜川下流洪水予報を行う河川名及びその区域 

河 川 名 区域 

天竜川下流 
左岸 静岡県浜松市天竜区二俣町鹿島字岩脇３６７番１地先から海まで 

右岸 静岡県浜松市天竜区二俣町鹿島字宮山１番１２地先から海まで 

（2）洪水予報の対象となる水位観測所 

表 10-2 天竜川下流洪水予報の対象となる水位観測所 

河 川 名
観 測 
所 名 

地先名 位置 
氾濫 

注意水位 
(警戒水位)

避難判断 
水位 

氾濫 
危険水位 
(洪水特別 
警戒水位) 

天竜川下流
鹿 島 静岡県浜松市天竜区二俣町鹿島右岸河口より 25.0km 3.50m 5.60m 6.00m 

中ノ町 静岡県浜松市中央区中野町 右岸河口より  9.1km 1.60m 3.10m 3.40m 

（3）洪水予報発表者 

表 10-3 天竜川下流洪水予報発表者 

河 川 名 担 当 官 署 発 表 責 任 者

天 竜 川 下 流 
浜松河川国道事務所 

静 岡 地 方 気 象 台 

浜松河川国道事務所長

静 岡 地 方 気 象 台 長
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（4）洪水予報の発表及び解除の基準（下段は考え方、留意点） 

表 10-4 洪水予報の発表及び解除の基準 

種 類 発表基準 解除基準 

氾 濫 危 険 情 報
( 洪 水 警 報 )
（警戒レベル４相当）

洪水により家屋浸水等の被害を生ずる恐れが
ある水位であり、避難勧告の発令判断の目安、
住民の避難判断の参考とする。 
避難勧告を発令する場合、周辺状況の確認が必
要であり、また、発令後は避難していない住民
への対応が必要となる。 

氾 濫 発 生 情 報
（ 洪 水 警 報 ）
（警戒レベル５相当）

堤防からの越水または破堤がおこり、河川水に
よる浸水が確認されたとき 

新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避難誘導や救
援活動等が必要となる。 
洪水予報が継続しているときに、補足が必要な
場合は、発表中の洪水予報に一連番号を付して
発表する 

（5）洪水予報の発表形式 

洪水予報文はＦＡＸ等により様式１で発表され、伝達機器が使用できない場合電話等により伝達することが

必要となる。 

（6）洪水予報の通知 

表 10-5 天竜川下流洪水予報の通知 

河川名 発報担当者 受報担当者（県） 受報担当者（市） 連絡方法 

天竜川下流 

浜松河川国道事務所長 河川砂防局長 河川課長 加入電話 

静岡地方気象台長 危機対策課長 危機管理課長 
防災情報提供 

システム 

発報担当者より受報担当者へ通知することによって、国土交通大臣及び気象庁長官から、県知事への通知に

かえるものとする。 
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（7）洪水予報連絡系統図 

洪水予報の通知は、基本的にＦＡＸまたはオンライン通信で通知する。その後必要な機関に対しては受領の

確認を行う。 

図 10-1 天竜川下流洪水予報連絡系統図 

浜松市（河川課） 

電  053-457-2865 

FAX 053-457-2368 

静岡県西部地域局 

電  0538-37-2204 

FAX 0538-37-3678 

国土交通省 

浜松河川国道事務所

調査課 

電  053-466-0116 

FAX 053-466-0125 

静岡地方気象台 

電  054-286-3411 

FAX 054-283-6922 

静岡県危機対策課 

電  054-221-2072 

FAX 054-221-3252 

静岡県警察本部災害対策課 

電  054-271-0110（内 6321）

FAX 054-255-0391 

ＮＨＫ 静岡放送局 

電  054-281-9003 

FAX 054-281-9331 

東・西日本電信電話株式会社

静岡県河川砂防局(県水防本部) 

電 054-221-3259 

FAX 054-272-8451（SIPOS） 

FAX 054-221-3260（直） 

静岡県浜松土木事務所 

電  053-458-7268 

FAX 053-451-3165（SIPOS） 

FAX 053-458-7194（直）  

豊根村（農林土木課） 

電  0536-85-1314 

FAX 0536-85-5005 

陸上自衛隊板妻駐屯地 

第 34 普通科連隊本部第 2科

電  0550-89-1310 

FAX 0550-89-1310（内 228）

天竜川上流河川事務所 

電  0265-81-6415 

FAX 0265-81-6421 

中ノ町出張所 

電  053-421-0051 

FAX 053-421-5712 

磐田市（危機管理課）

電  0538-37-2114 

FAX 0538-32-0177 

電源開発㈱船明ダム制御所 

電  053-925-4603 

FAX 053-925-2135 

中部地方整備局水災害対策室 

電  052-953-8257 

FAX 052-953-8312 

新豊根ダム管理支所 

電  0536-76-1103 

FAX 0536-76-1444 

(警報のみ） 

静岡県袋井土木事務所 

電  0538-42-3217 

FAX 0538-42-4370（SIPOS） 

FAX 0538-42-3270（直）  

静岡県浜松土木事務所天竜支局 

電  053-926-2464 

FAX 053-926-2197（直）  

浜松市土

木防災対

応マニュ

アルによ

る連絡体

制 

(P.37 

図 10-2) 

専用電話 

ＦＡＸ 

専用線又は 

防災情報提供システム 

オンライン 

凡  例 

総務省消防庁 

報道機関等 

P136 表 10-6 

指定公共機関 

P136 表 10-8 

浜松市危機管理課 

電  053-457-2357 

FAX 053-457-2530 

中部管区警察局（広域調整二課）

電  052-951-6000 

FAX 052-954-8880 
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（8）浜松市土木防災マニュアルによる連絡系統図 

図 10-2 浜松市土木防災マニュアルによる連絡系統図 

本庁災害対策本部 

(危機管理課) 

電  053-457-2537 

FAX 053-457-2530 

消防局 

(情報指令センター) 

電  053-475-7551 

FAX 053-472-1198 

土木部災害対策本部(河川課)

電  053-457-2865 

FAX 053-457-2368 

中央土木整備事務所 

電  053-457-1012 

FAX 053-457-3201 

浜名土木整備事務所 

電  053-523-2970 

FAX 053-523-2975 

浜北企画・用地グループ 

電  053-585-1113 

FAX 053-585-3933 

天竜土木整備事務所 

電  053-926-1561 

FAX 053-926-1566 

西土木工事グループ

電  053-597-1129 

FAX 050-3385-8195 

三ヶ日土木グループ 

電  053-523-8888 

FAX 053-524-1110 

天竜龍山土木グループ 

電 053-922-0026 

FAX 053-926-1566 

春野土木グループ 

電  053-983-0003 

FAX 053-983-0023 

佐久間土木グループ 

電  053-966-0003 

FAX 053-966-0058 

浜松市水防団(団長) 

三方原土木グループ

電  053-436-2551 

FAX 053-436-2651 

東土木管理グループ

電  053-424-0165 

FAX 050-3385-9365 

水窪土木グループ 

電  053-982-0007 

FAX 053-982-0020 



-  -38

第２節 静岡県知事と気象庁長官が共同して行う洪水予報とその措置 

静岡県知事が指定した河川（都田川水系都田川）について気象庁長官と共同して静岡県知事が行う洪水予報

を、次に示す各計画に基づき水位を示して発表する。 

１ 都田川水系都田川洪水予報計画 

（1）洪水予報を行う河川名及びその区域 

表 10-6 都田川水系都田川洪水予報を行う河川名及びその区域 

水系名 河川名 区域 

都田川水系 都田川 

左岸 静岡県浜松市浜名区都田町（大明神橋）から浜松市浜名区細江町中川 
(落合橋）まで 

右岸 静岡県浜松市浜名区都田町（大明神橋）から浜松市浜名区細江町気賀 
(落合橋）まで 

（2）洪水予報の対象となる水位観測所 

表 10-7 都田川水系都田川洪水予報の対象となる水位観測所 

水系名 河川名 観測所名 地先名 
氾濫 

注意水位 
(警戒水位)

避難判断 
水位 

氾濫 
危険水位 

(洪水特別警
戒水位) 

都田川水系 都田川 瀬戸橋 静岡県浜松市浜名区細江町中川 5.54m 5.75m 6.75m 

（3）洪水予報発表者 

表 10-8 都田川水系都田川洪水予報の発表者 

水系名 担当官署 発表責任者 

都田川水系 
静岡県浜松土木事務所

静岡地方気象台 

浜松土木事務所長 

静岡地方気象台長 
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（4）洪水予報の発表及び解除の基準（下段は考え方、留意点） 

表 10-9 洪水予報の発表及び解除の基準 

種 類 発  表  基  準 解  除  基  準 

氾 濫 危 険 情 報
( 洪 水 警 報 )
（警戒レベル４相当）

基準地点の水位が、氾濫危険水位(レベル 4 水
位)に到達したとき 

洪水により家屋浸水等の被害を生ずる恐れが
ある水位であり、避難勧告の発令判断の目安、
住民の避難判断の参考とする。 
避難勧告を発令する場合、周辺状況の確認が必
要であり、また、発令後は避難していない住民
への対応が必要となる。 

氾 濫 発 生 情 報
（ 洪 水 警 報 ）
（警戒レベル５相当）

堤防からの越水または破堤がおこり、河川水に
よる浸水が確認されたとき 

新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避難誘導や救
援活動等が必要となる。 
洪水予報が継続しているときに、補足が必要な
場合は、発表中の洪水予報に一連番号を付して
発表する 

（5）洪水予報の発表形式 

洪水予報文はＦＡＸ等により様式２で発表され、伝達機器が使用できない場合電話等により伝達することが

必要となる。 

（6）洪水予報の通知 

表 10-10 都田川水系都田川洪水予報の通知 

河 川 名 発 報 担 当 者 受 報 担 当 者 （ 県 ） 受 報 担 当 者 （ 市 ） 連 絡 方 法 

都 田 川 水 系 

静岡県浜松土木事務所長 河 川 砂 防 局 長 河 川 課 長 加 入 電 話 

静 岡 地 方 気 象 台 長 危 機 対 策 課 長 危 機 管 理 課 長 
防災情報提供 

シ ス テ ム 

発報担当者より受報担当者へ通知することによって、県知事（土木事務所長）及び気象庁長官から、県知事

への通知にかえるものとする。 
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（7）洪水予報連絡系統図 

洪水予報の通知は、基本的にＦＡＸまたはオンライン通信で通知する。その後必要な機関に対しては受領の

確認を行う。 

図 10-3 都田川水系都田川洪水予報連絡系統図 

静岡県 
浜松土木事務所 

電  053-458-7268 

FAX 053-458-7194 

防災行政無線 

5-108-6020 

防災行政 FAX 

5-108-6090 

静岡地方気象台 

電  054-286-3411 

FAX 054-283-6922 

オンライン

静岡県西部地域局 

電  0538-37-2204 

FAX 0538-37-3678 

静岡県河川砂防局(県水防本部) 

電 054-221-3259 

FAX 054-272-8451（SIPOS） 

FAX 054-221-3260（直）

国土交通省 中部地方整備局 

水災害対策室（地域河川課） 

電  052-953-8257 

FAX 052-953-8312 

国土交通省 中部地方整備局 

浜松河川国道事務所 

電  053-466-0116 

FAX 053-466-0122 

浜松市河川課 

電  053-457-2865 

FAX 053-457-2368 

(警報のみ） 

浜松市土木防災

対応マニュアル

による連絡体制 

(P.37 図 10-2) 

静岡県危機対策課 

電  054-221-2072 

FAX 054-221-3252 

静岡県警察本部 

警備部災害対策課  

電  054-271-0110（内 6321）

FAX 054-255-0391 

ＮＨＫ 静岡放送局 

電  054-281-9003 

FAX 054-281-9331 

報道機関等 

P136 表 10-6 

指定公共機関 

P136 表 10-8 

東・西日本電信電話株式会社

FAX 

専用線又は 

防災情報提供システム 

オンライン 

凡  例 

陸上自衛隊板妻駐屯地 

第 34 普通科連隊本部第 2 科 

電  0550-89-1310 

FAX 0550-89-1310（内 489） 

総務省消防庁 

浜松市危機管理課 

電  053-457-2357 

FAX 053-457-2530 
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第１１章  水 防 警 報 

第１節 国土交通大臣が行う水防警報とその措置 

国土交通大臣が指定した河川についての水防警報の発表は、天竜川（下流）について浜松河川国道事務所長

が行うものとし、次に示す各計画に基づき、水位を示して、水防上の警報を発表する。 

１ 水防警報計画 

（1）水防警報を行う河川名及び区域 

表 11-1 中部地方整備局管内のうち静岡県（浜松市）に係る水防警報を行う河川及び区域 

河 川 名
水 防 警 報 

計 画 名 
区域 区域延長

天 竜 川

(下流) 

天竜川(下流)

水防警報計画
幹 川 

左岸 静岡県浜松市天竜区二俣町鹿島字岩脇３６７番１地先から海まで 

右岸 静岡県浜松市天竜区二俣町鹿島字宮山１番１２地先から海まで
25,000m

天竜川(下流)

水防警報計画

（津 波） 

幹 川 
左岸 静岡県磐田市竜洋中島１１２１番１地先から海まで 

右岸 静岡県浜松市中央区鶴見町１２７０番地先から海まで 
7,700m

（2）水防警報の対象水位観測所及び水防警報の通知 

水防警報対象水位観測所及び水防警報の通知は表 11-4 に示すとおりである。 

（3）水位の種類 

水位の種類・内容については資料編第１７表「水位の種類及び内容」に示すとおりである。 
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（4）水防警報の種類及び発表 

表 11-2 水防警報の種類、内容及び発表基準（中部地方整備局） 

種  類 内   容 発 表 基 準

準  備
水防資器材の整備点検、水門等の開閉の準備、

幹部の出動等に対するもの

水位が氾濫注意水位(警戒水位)に達し、気象状

況及び河川状況等により必要と認められたと

き

出  動 水防団員の出動を通知するもの
水位が出動水位に達し、気象状況及び河川状況

等により必要と認められたとき

解  除 水防活動の終了を通知するもの
水位が氾濫注意水位(警戒水位)を下廻り、水防

作業の必要がなくなったとき

情  報
水防活動上必要とする水位、その他河川の状況

を通知するもの
適宜

表 11-3 水防警報（津波）の種類、内容及び発表基準(中部地方整備局) 

種 類 内   容 発 表 基 準

出 動
水防機関が出動する必要がある旨を警

告するもの。

津波警報が発表される等、水防作業が安全に行

える状態で、かつ、必要と認めるとき。

解 除
水防活動の必要が解消した旨を通告す

るもの。

１）気象庁から津波注意報や警報が解除された

とき 

２）水防活動の必要があると認められなくなっ

たとき 
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（5）水防警報連絡系統図 

天竜川（下流）水防警報連絡系統図 

水防警報の伝達方法は、基本的にＦＡＸにて伝達する。その後電話にて受領の確認を行う。 

図 11-1 天竜川下流水防警報連絡系統図 

（6）水防警報の伝達用紙 

水防警報の伝達を行う場合の様式は洪水の場合は様式３－１、津波の場合は様式３－２を使用する。 

静岡県西部地域局 

電  0538-37-2204 

FAX 0538-37-3678 

国土交通省 

浜松河川国道事務所

電  053-466-0116 

FAX 053-466-0122 
静岡地方気象台 

電  054-286-3411 

FAX 054-283-6922 

静岡県危機対策課 

電  054-221-2072 

FAX 054-221-3252 

静岡県警察本部災害対策課 

電  054-271-0110（内 6321）

FAX 054-255-0391 

報道機関等 

P136 表 10-6

県水防本部(静岡県河川砂防局) 

電 054-221-3259 

FAX 054-272-8451（SIPOS） 

FAX 054-221-3260（直） 

静岡県浜松土木事務所 

電  053-458-7268 

FAX 053-451-3165（SIPOS） 

FAX 053-458-7194（直）  

静岡県袋井土木事務所 

電  0538-42-3217 

FAX 0538-42-4370（SIPOS） 

FAX 0538-42-3270（直） 

静岡県浜松土木事務所天竜支局

電  053-926-2464 

FAX 053-926-2197（直） 

磐田市（危機管理課） 

電  0538-37-2114 

FAX 0538-32-0177 

浜松市河川課 

電  053-457-2865 

FAX 053-457-2368 

中部地方整備局 

電  052-962-6311 

中ノ町出張所 

電  053-421-0051 

浜松市土

木防災対

応マニュ

アルによ

る連絡体

制 

(P.37 

図 10-2) 
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表 11-4 中部地方整備局管内のうち静岡県（浜松市）に係る水防警報の対象水位観測所及び水防警報の通知

通信連絡先及びその方法 

受報担当者側 

電 053-457-2865 

FAX 053-457-2368 

電 053-458-7268 

FAX053-451-3165(SIPOS) 

FAX053-458-7194(直) 

電 054-221-3259 

FAX054-272-8451(SIPOS) 

FAX054-221-3260(直) 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

発報担当者より、受報担当者に通知する事によって、国土交通大臣から県知事への通知に代えるものとする。 

（各々の水位標は、固有の基準高をもっている。本計画書中の水位はこの標の読みを表している。） 

注）水防警報水位観測所横断図は、P.144～P.145 参照 

発報担当者側 

電 053-466-0116 

FAX053-466-0122 

〃 

〃 

〃 

受 報 

担当者 

浜松市 

河 川 

課 長 

静岡県

浜松土 

木事務 

所 長

県水防 

本 部 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

発 報 

担当者 

浜 松 

河 川 

国 道 

事 務 

所 長 

〃 

〃 

〃 

堤内地

地盤高 

左 7.9m 

右山付 

左 1.3m 

右 1.1m 

左 2.2m 

右 2.7m 

左 3.1m 

右 3.0m 

現 況 

堤防高 

左 10.7m 

右山付 

左 6.9m 

右 7.2m 

左 7.6m 

右 6.7m 

左 8.3m 

右 8.4m 

計画高 

水 位

8.77m 

4.53m 

4.77m 

5.28m 

氾濫 

危 険 

（洪水特

別警戒） 

水 位

6.00m 

3.40m 

避難判断 

水位 

5.60m 

3.10m 

出 動 

水 位

4.50m 

2.60m 

2.50m 

3.30m 

氾濫 

注 意 

(警 戒） 

水 位

3.50m 

1.60m 

1.60m 

2.60m 

水防団 

待 機 

（指 定） 

水 位 

2.20m 

0.50m 

0.60m 

1.50m 

位 置 

右岸 

河口 

から 

25.0 ㎞ 

左岸 

河口 

から 

10.5 ㎞ 

右岸 

河口 

から 

9.1 ㎞ 

左岸 

河口 

から 

3.3 ㎞ 

所在地 

浜松市 

天竜区 

二俣町 

鹿 島 

磐田市 

池 田 

浜松市 

中央区 

中野町 

磐田市 

掛 塚 

観 測 

所 名 

鹿島 

池田 

中ノ町 

掛塚 

河川名 

天竜川 

(下流) 

水

系

名

天

竜

川
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第２節 静岡県知事が行う水防警報とその措置

県知事指定水防警報河川 

県知事が指定した河川についての水防警報の発表は、都田川（支川井伊谷川を含む）について静岡県浜松土

木事務所長が行うものとし、次に示す計画に基づき水位、流量等を示して水防上の警報を発表する。 

１ 水防警報計画 

（1）水防警報を行う河川名及びその区域 

表 11-5 静岡県知事指定水防警報河川の河川名及びその区域 

（2）水防警報対象水位観測所及び水防警報の通知 

水防警報対象水位観測所及び水防警報の通知は表 11-8 に示すとおりである。 

（3）水位の種類 

水位の種類及び内容については資料編第１７表「水位の種類及び内容」に示すとおりである。 

水 防 警 報

計 画 名
河川名 区        域

区 域 

延 長 

都田川水防

警 報 計 画

都田川

幹 川
左岸 浜松市浜名区都田町から浜名湖合流点まで 

右岸 浜松市浜名区都田町から浜名湖合流点まで 
11,000m

支 川

(井伊谷川)

左岸 浜松市浜名区引佐町井伊谷谷津神宮寺川合流点から幹川合流点まで 

右岸 浜松市浜名区引佐町南神宮寺神宮寺川合流点から幹川合流点まで
3,200m

都田川

(津波)

幹 川
左岸 浜松市浜名区細江町中川瀬戸堰から浜名湖合流点まで 

右岸 浜松市浜名区細江町中川瀬戸堰から浜名湖合流点まで 
6,000m

支 川

(井伊谷川)

左岸 浜松市浜名区細江町三和新清水堰から幹川合流点まで 

右岸 浜松市浜名区細江町小野新清水堰から幹川合流点まで 
1,700m
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（4）水防警報発令及び解除の基準 

表 11-6 静岡県水防警報発令及び解除の基準 

種 類 内 容 発表基準 

準 備 

水防に関する情報連絡、水防資器材の整

備、水門機能等の点検、通信及び輸送の

確保等に努めるとともに、水防機関に出

動の準備をさせる必要がある旨を警告

するもの 

水位が氾濫注意水位(警戒水位)に達し、な

お上昇の恐れがありかつ出動の必要が予

測されるとき 

出 動 

水防機関が出動する必要がある旨を警

告するもの 

水位が氾濫注意水位(警戒水位)を超え、な

お上昇して出動の必要を認めるとき 

解 除 

水防活動を必要とする出水状況が解消

した旨及び当該基準水位観測所名によ

る一連の水防警報を解除する旨を通知

するもの 

氾濫注意水位(警戒水位)以下に下降した

とき、または、氾濫注意水位(警戒水位)

以上であっても水防作業を必要とする河

川状況が解消したと認めるとき 

情 報 
水防活動上必要とする水位、その他河川

の状況を通知するもの 

気象予警報及び河川状況により、特に必要

と認めるとき 

表 11-7 静岡県水防警報発令及び解除の基準（津波） 

種 類 内 容 発表基準 

出 動
水防機関が出動する必要がある旨を警

告するもの。

津波警報が発表される等、水防作業が安

全に行える状態で、かつ、必要と認める

とき。

解 除
水防活動の必要が解消した旨を通告す

るもの。

１）気象庁から津波注意報や警報が解除

されたとき 

２）水防活動の必要があると認められな

くなったとき 
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（5）水防警報連絡系統図 

都田川（支川井伊谷川を含む）水防警報連絡系統図 

水防警報の伝達方法は、基本的にＦＡＸにて伝達する。その後電話にて受領の確認を行う。 

図 11-2 都田川水防警報連絡系統図 

（6）水防警報の伝達用紙 

水防警報の伝達を行なう場合の様式は洪水の場合は様式４－１、津波の場合は様式４－２を使用する。 

浜松市河川課 

電  053-457-2865 

FAX 053-457-2368 

静岡県西部地域局 

電  0538-37-2204 

FAX 0538-37-3678 

静岡地方気象台 

電 054-286-3411 

FAX 054-283-6922 

静岡県水防本部（静岡県河川砂防局）

電 054-221-3259 

FAX 054-272-8451（SIPOS） 

FAX 054-221-3260（直） 

静岡県浜松土木事務所 

電  053-458-7268 

FAX 053-451-3165（SIPOS） 

FAX 053-458-7194（直）  

静岡県危機対策課 

電 054-221-2072 

FAX 054-221-3252 

静岡県警察本部災害対策課 

電 054-271-0110（内 6321）

FAX 054-255-0391 

報道機関等 

P136 表 10-6 

浜 松 市

土 木 防

災 マ ニ

ュ ア ル

に よ る

連 絡 体

制 

(P.37 

図 10-2)

国土交通省 中部地方整備局 

水災害対策室（地域河川課） 

電 052-953-8257 

FAX 052-953-8312
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表 11-8 水防警報の対象水位観測所及び水防警報の通知 

通信連絡先及びその方法 

受報担当者側 

電  053-457-2865 

FAX 053-457-2368 

〃 

注）水防警報水位観測所横断図は P.146 参照 

発報担当者より受報担当者に通知することによって、知事より水防に関係のある機関への通知に代えるものとする。 

発報担当者側 

電  053-458-7268 

FAX 053-451-3165(SIPOS) 

FAX 053-458-7194(直) 

〃 

受 報 

担当者 

浜松市 

河 川 

課 長 

〃 

発 報 

担当者 

静岡県

浜 松 

土 木 

事 務 

所 長 

〃 

堤 内 

地盤高 

左 

5.2m 

右 

5.1m 

左 

3.1m 

右 

3.0m 

現 況 

堤防高 

左 

6.4m 

右 

5.9m 

左 

4.8m 

右 

3.9m 

既 往 

最 高 

水 位 

4.40m 

5.50m 

避 難 

判 断 

水 位 

2.80m 

2.40m 

氾濫 

注 意 

(警戒) 

水 位 

2.70m 

1.90m 

水防団 

待 機 

(指定) 

水 位 

2.50m 

0.90m 

位 置 

河口 

から 

2.0 ㎞ 

合流点 

から 

2.8 ㎞ 

所在地 

浜松市 

浜名区 

細江町 

中 川 

浜松市 

浜名区 

引佐町 

井伊谷 

事務所

名 

静岡県

浜松 

土木 

〃 

観 測 

所 名 

落合橋 

坂田橋 

河川名 

幹川 

支川 

(井伊谷川) 

都田川 



-  - 49

第１２章  水位周知河川における水位到達情報 

第１節 静岡県知事が行う水位周知河川における水位到達情報の通知 

及び周知 

県知事指定避難判断水位(特別警戒水位)設定河川 

県知事が指定した氾濫危険水位(洪水特別警戒水位)の到達情報は、二俣川、気田川、水窪川、阿多古川、安

間川、馬込川、芳川、都田川、井伊谷川、釣橋川について静岡県浜松土木事務所長が行うものとし、次に示す

表に基づき、氾濫危険水位(洪水特別警戒水位)の水位到達情報と必要に応じて補足情報を示して発表する。 

１ 水位周知河川における水位到達情報提供の提供 

（1）水位到達情報を通知及び周知する河川名及びその区域 

表 12-1 静岡県知事指定の水位周知河川の設定河川名及びその区域 

河 川 名 区域
区 域 

延 長 

天 竜 川 

支 川 

(二俣川) 

左岸 浜松市天竜区只来百古里川合流点から天竜川合流点まで 

右岸 浜松市天竜区只来百古里川合流点から天竜川合流点まで 
10,500m

支 川 

(気田川) 

左岸 浜松市天竜区春野町気田杉川合流点上流から熊切川合流点まで 

右岸 浜松市天竜区春野町気田杉川合流点上流から熊切川合流点まで 
7,000m

支 川 

(水窪川) 

左岸 浜松市天竜区水窪町地頭方翁川合流点から天竜川合流点まで 

右岸 浜松市天竜区水窪町奥領家翁川合流点から天竜川合流点まで 
18,500m

支 川 

(阿多古川) 

左岸 浜松市天竜区上野清滝橋から天竜川合流点まで 

右岸 浜松市天竜区上野清竜橋から天竜川合流点まで 
6,200m

支 川 

(安間川) 

左岸 浜松市中央区市野町東名高速道路から天竜川合流点まで 

右岸 浜松市中央区市野町東名高速道路から天竜川合流点まで 
7,000m

馬 込 川 

幹 川 
左岸 浜松市浜名区内野御陣屋川合流点から海まで 

右岸 浜松市浜名区内野御陣屋川合流点から海まで 
17,400m

支 川 

(芳 川) 

左岸 浜松市中央区上新屋町から馬込川合流点まで 

右岸 浜松市中央区中田町から馬込川合流点まで 
9,500m

都 田 川 

幹 川 
左岸 浜松市浜名区細江町中川(落合橋)から浜名湖合流点まで 

右岸 浜松市浜名区細江町気賀(落合橋)から浜名湖合流点まで 
2,000m

支 川 

(井伊谷川) 

左岸 浜松市浜名区引佐町井伊谷谷津神宮寺川合流点から都田川合流点まで 

右岸 浜松市浜名区引佐町南神宮寺神宮寺川合流点から都田川合流点まで
3,200m

支 川 

(釣橋川) 

左岸 浜松市浜名区三ヶ日町只木川名宮川合流点下流から猪鼻湖合流点まで 

右岸 浜松市浜名区三ヶ日町福長川名宮川合流点下流から猪鼻湖合流点まで
3,400m

（2）水位到達情報を通知及び周知する河川の対象水位観測所 

表 12-2 のとおり 
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表 12-2 水位到達情報を通知及び周知する河川の対象水位観測所 

通信連絡先及びその方法 

受報担当者 

電  
053-457-2865 
FAX 
053-457-2368

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃

〃

〃

〃

注 1）発報担当者より、受報担当者に通知する事によって、知事より水防に関係ある機関への通知に代えるものとする。 

注 2）避難判断水位は氾濫危険水位到達までに避難所の開設が必要で、かつ氾濫注意水位以上の水位設定が可能な河川で設定される。 

発報担当者 

電  053-458-7268 
FAX 053-451-3165(SIPOS) 
FAX 053-458-7194(直) 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃

〃

〃

〃

〃

〃

受 報 
担当者 

浜松市 
河 川 
課 長 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃

〃

〃

〃

〃

〃

発 報 
担当者 

静岡県
浜松土木 
事務所長 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃

〃

〃

〃

〃

〃

堤 内 
地盤高 

左 
41.54m 

右 
41.54m

左 
－－m 

右 
52.16m

左 
－－m 

右 
160.29m

左
259.97m 

右
257.67m

左 
4.64m 

右 
4.93m

左 
2.26m 

右 
3.76m

左 
5.18m 

右 
7.02m

左 
3.98m 

右 
－－m

左
4.38m 

右 
4.79m

左 
3.31m 

右 
5.14m

左 
1.73m 

右 
1.83m

現 況 
堤防高 

左
41.54m 

右
41.54m

左
52.74m 

右
55.03m

左
158.75m 

右
160.61m

左
259.71m 

右
258.62m

左
4.85m 

右
4.77m

左
3.60m 

右
3.64m

左
5.38m 

右
5.61m

左
4.07m 

右
5.11m

左
6.30m 

右
5.11m

左
5.86m 

右
5.84m

左
4.26m 

右
4.26m

既往 
最高 
水位 

2.28 
m 

3.28 
m 

5.21 
m 

3.69 
m 

4.36 
m 

2.98 
m 

4.87 
m 

3.44 
m 

4.40 
m 

5.50 
m 

3.44 
m 

氾 濫
危 険
水位 

4.96
m 

3.45
m 

5.38
m 

4.04
m 

3.10
m 

2.40
m 

3.40
m 

2.80
m 

3.10
m 

2.95
m 

2.35
m 

避 難 
判 断 
水 位 

4.71 
m 

3.12 
m 

5.16 
m 

3.83 
m 

2.70 
m 

2.15 
m 

3.15 
m 

2.45 
m 

2.80 
M 

2.40 
m 

2.10 
m 

氾濫 
注 意 
(警戒） 
水 位 

2.50 
m 

2.20 
m 

4.74 
m 

3.05 
m 

2.50 
m 

2.10 
m 

3.00 
m 

2.35 
m 

2.70 
m 

1.90 
m 

2.00 
m 

水防団 
待 機 
(通報) 
水 位 

2.00 
m 

1.70 
m 

3.74 
m 

2.77 
m 

2.00 
m 

1.80 
m 

2.20 
m 

2.00 
m 

2.50 
m 

0.90 
m 

1.60 
m 

位 置 

本川 
合流点

から 
0.5km

本川 
合流点

から 
3.3km

本川 
合流点

から 
21.4km

本川 
合流点

から 
15.9km

本川 
合流点

から 
5.3km

本川 
合流点

から 
4.93km

河口 
から 

8.22km 

本川 
合流点 

から 
6.47km

河口 
から 

2.0km 

合流点 
から 

2.8km 

合流点 
から 

4.99km 

所在地 

天竜区 
二俣町 
二 俣 

天竜区 
山 東 

天竜区 
春野町 
宮川 

天竜区 
水窪町 
奥領家 

天竜区 
両 島 

中央区 
安新町 

中央区 
中 央 
三丁目 

中央区 
植松町 

浜名区 
細江町 
中 川 

浜名区 
引佐町 
井伊谷 

浜名区 
三ヶ日町 
岡本 

事務所
名 

静岡県
浜松 
土木 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃

〃

〃

〃

〃

観 測 
所 名 

双竜橋 

相生橋 

平木大橋 

水窪大橋 

両島橋 

安間 

松江 

芳川 

落合橋 

坂田橋 

釣橋川 

河川名 

支川 
(二俣川) 

支川 
(気田川) 

支川 
(水窪川) 

支川 
(阿多古川) 

支川 
(安間川) 

幹川 

支川 
(芳川) 

幹川 

支川 
(井伊谷川) 

支川 
(釣橋川) 

天
竜
川

馬
込
川

都
田
川
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（3）氾濫危険水位(洪水特別警戒水位)の基準

氾濫危険水位(洪水特別警戒水位)は、氾濫注意水位(警戒水位)を越える水位であって計画高水位、若し

くは基準観測所において当該水位の基準観測所換算水位を観測時時点から当該危険箇所において越水また

は溢水が発生するまでに、避難指示の発令、情報伝達及び避難を完了させることが可能となるよう、水位

上昇速度および避難等に要する時間(リードタイム)を考慮して設定した水位の低いほうの水位であり、こ

の水位に達したときは「水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を

求めて、これを一般に周知させなければならない」（法第１３条）。水防管理者において、氾濫危険水位(洪

水特別警戒水位)に到達した情報は、「災害の発生を特に警戒すべき水位」として住民の避難等に資する洪

水情報となる。 

（4）氾濫危険水位(洪水特別警戒水位)の水位到達情報の通知 

様式５により、氾濫危険水位(洪水特別警戒水位)に達した旨の水位到達情報を通知する。また、必要に

応じて補足情報を明示して情報提供する。 

氾濫注意水位

(警戒水位)

普段の水位

水位変化

氾濫危険水位
(洪水特別警戒水位)

避難判断水位

高齢者等避難の参考となる

水位

水防団が出動する目安
になる水位 

到達情報を関係市町に伝達

避難等の参考となる水位
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（5）水位到達情報連絡系統図 

県知事が行う水位到達情報連絡系統図 

水位到達情報の伝達方法は、基本的にＦＡＸにて伝達する。その後電話にて受領の確認を行う。 

図 12-2 水位到達情報連絡系統図 

浜松市河川課 

電 053-457-2865 

FAX 053-457-2368 

浜松市危機管理課 

電  053-457-2357 

FAX 053-457-2530 

静岡地方気象台 

電 054-286-3411 

FAX 054-283-6922 

静岡県水防本部（静岡県河川砂防局）

電 054-221-3259 

FAX 054-272-8451（SIPOS） 

FAX 054-221-3260（直） 

静岡県浜松土木事務所 

電  053-458-7268 

FAX 053-451-3165（SIPOS） 

FAX 053-458-7194（直）  

静岡県危機対策課 

電 054-221-2072 

FAX 054-221-3252 

静岡県警察本部災害対策課 

電 054-271-0110（内 6321）

FAX 054-255-0391 

報道機関等 

P136 表 10-6 

浜松市

土木防

災対応

マニュ

アルに

よる連

絡体制 

(P.37 

図 10-2)

静岡県西部地域局 

電  0538-37-2204 

FAX 0538-37-3678 

国土交通省 中部地方整備局 

水災害対策室（地域河川課） 

電 052-953-8257 

FAX 052-953-8312 
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第１３章  協 力 応 援 

第１節 河 川 管 理 者 の 協 力 

  河川管理者は、自らの業務等に照らし可能な範囲で、水防管理団体が行う水防のための活動に次の協力を

行う。 

１ 河川に関する情報の提供 

１） 天竜川浸水想定情報 

２） 県管理河川浸水想定情報 

３） 川の防災情報  

４） 静岡県土木総合防災情報システム 第 11 表サイポスレーダー参照 

２ 重要水防箇所の合同点検の実施 

３ 水防管理団体が行う水防訓練及び水防技術講習会への参加 

４ 水防管理団体及び水防協力団体の備蓄資器材で不足するような緊急事態に際して、河川管理者の応急復旧

資器材又は備蓄資器材の提供 

５ 水防活動の記録及び広報 

６ 国土交通省の災害対策用車両等の派遣 

第２節 下水道管理者の協力 

下水道管理者は、自らの業務等に照らし可能な範囲で、水防管理団体が行う水防のための活動に次の協力

を行う。 

１ 水防管理団体が行う水防訓練及び水防技術講習会への参加 

２ 水防管理団体及び水防協力団体の備蓄資器材で不足するような緊急事態に際して、下水道管理者の応急復

旧資器材又は備蓄資器材の提供 

３ 水防管理団体及び水防協力団体の人材で不足するような緊急事態に際して、水防に関する情報又は資  

料を収集し、及び提供するための職員の派遣 

第３節 水防管理団体相互の協力及び応援 

１ 水防管理者は、水防上必要があるときは、他の水防管理者又は市町長若しくは消防長に対して応援を求め

ることができる。（法第 23 条） 

２ 応援を求められた水防管理者又は市長若しくは消防長は、自らの水防に支障がない限りこの求めに応ずる

ものとし、作業、行動等については、応援を求めた水防管理者の所轄のもとに行うものとする。 

３ 隣接する水防管理団体は、協力、応援等水防事務に関し、あらかじめ相互に協定をしておくものとする。 
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第４節 自 衛 隊 の 派 遣 要 請 

災害の発生により、市において措置等が困難な場合には県に派遣要請を行うことができる。又、緊急の場

合は、自衛隊独自の判断により出動するものとする。（自衛隊法第 83 条） 

第５節 警 察 官 の 出 動 要 請 

水防管理者は、水防上必要があると認めるときは、所轄警察署長に対し警察官の出動を求めることができ

る。（法第 22 条） 

詳細は、資料編第１０表「水防関係機関の電話番号一覧」のとおりである。 

第６節 国土交通省の災害対策用車両等の派遣要請 

１ 静岡県浜松土木事務所長及び水防管理者は、水害等の発生時の被害軽減等のため、国土交通省の所有する

災害対策用車両等の派遣要請を行うことができる。 

２ 国土交通省災害対策用車両の派遣要請をする場合には、最寄りの直轄事務所へ直接電話連絡して、その際

に、使用（派遣）場所（位置図）、使用（派遣）車両、使用（派遣）期間、受入担当者の連絡先等、派遣に

必要な事項を合わせて提示する（ＦＡＸ）。なお、要請に関する様式は、様式６－１のとおりである。 

国土交通省窓口の連絡先は表 13-1、派遣要請のできる災害対策車用両等一覧は表 13-2 のとおりである。

市管理河川でも派遣可能である。 

※なお、災害対策用車両等の派遣に要する費用は原則として派遣要請をした地方自治体が負担すること

とする。 

表 13-1 災害対策車派遣要請連絡先 

地  区 国 土 交 通 省  窓 口 電 話 番 号 Ｆ Ａ Ｘ 番 号 

西   部 浜松河川国道事務所 防災課 053-466-0129 053-466-0122 
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               表 13-2 災害対策用車両等一覧表      
災害対策機械名 建設機械番号 規格 数量 購入年度 保管事務所 緊急自動車

13-1519 拡幅型 １台 平成１３年度 静岡国道事務所 ○
21-4502 拡幅型 １台 平成２１年度 沼津河川国道事務所 ○
21-4503 拡幅型 １台 平成２１年度 豊橋河川事務所 ○
26-4508 拡幅型 １台 平成２６年度 中部技術事務所 ○
30-1505 拡幅型 １台 平成３０年度 三重河川国道事務所 ○
R02-4506 拡幅型 １台 令和２年度 木曽川上流河川事務所 ○
R02-4507 拡幅型 １台 令和２年度 浜松河川国道事務所 ○
R02-4508 拡幅型 １台 令和２年度 天竜川上流河川事務所 ○
16-1510 大型 １台 平成１６年度 高山国道事務所 ○
16-1511 大型 １台 平成１６年度 飯田国道事務所 ○
19-1515 ﾊﾞｽ型 １台 平成１９年度 紀勢国道事務所 ○
21-4510 小型 １台 平成２１年度 静岡河川事務所 ○
21-4511 小型 １台 平成２１年度 木曽川下流河川事務所 ○
26-4509 小型 １台 平成２６年度 沼津河川国道事務所 ○
R02-4509 ﾊﾞｽ型 １台 令和２年度 中部技術事務所 ○
18-4502 30m3/min １台 平成１８年度 静岡河川事務所 ○
18-4503 30m3/min １台 平成１８年度 三重河川国道事務所 ○
18-4504 30m3/min １台 平成１８年度 木曽川上流河川事務所 ○
18-4505 30m3/min １台 平成１８年度 木曽川下流河川事務所 ○
18-4513 30m3/min １台 平成１８年度 天竜川上流河川事務所 ○
19-4502 30m3/min １台 平成１９年度 木曽川上流河川事務所 ○
19-4503 30m3/min １台 平成１９年度 沼津河川国道事務所 ○
19-4504 30m3/min １台 平成１９年度 沼津河川国道事務所 ○
19-4505 30m3/min １台 平成１９年度 庄内川河川事務所 ○
19-4506 30m3/min １台 平成１９年度 三重河川国道事務所 ○
19-4509 30m3/min １台 平成１９年度 木曽川下流河川事務所 ○
20-4504 30m3/min １台 平成２０年度 豊橋河川事務所 ○
20-4505 30m3/min １台 平成２０年度 静岡河川事務所 ○
20-4506 30m3/min １台 平成２０年度 木曽川下流河川事務所 ○
20-4507 30m3/min　揚程20m １台 平成２０年度 中部技術事務所 ○
21-4504 30m3/min １台 平成２１年度 浜松河川国道事務所 ○
21-4505 30m3/min １台 平成２１年度 庄内川河川事務所 ○
21-4506 30m3/min １台 平成２１年度 木曽川上流河川事務所 ○
21-4507 30m3/min　揚程20m １台 平成２１年度 中部技術事務所 ○
22-4503 30m3/min １台 平成２２年度 沼津河川国道事務所 ○
24-4500 30m3/min １台 平成２４年度 庄内川河川事務所 ○
24-4501 30m3/min １台 平成２４年度 豊橋河川事務所 ○
25-4500 30m3/min １台 平成２５年度 木曽川上流河川事務所 ○
25-4501 30m3/min １台 平成２５年度 天竜川上流河川事務所 ○
25-4502 30m3/min １台 平成２５年度 三重河川国道事務所 ○
25-4503 30m3/min １台 平成２５年度 三重河川国道事務所 ○
26-4500 30m3/min １台 平成２６年度 浜松河川国道事務所 ○
26-4501 30m3/min １台 平成２６年度 浜松河川国道事務所 ○
26-4502 30m3/min １台 平成２６年度 中部技術事務所 ○
26-4503 30m3/min １台 平成２６年度 中部技術事務所 ○
26-4504 30m3/min １台 平成２６年度 中部技術事務所 ○
26-4505 15m3/min　揚程20m １台 平成２６年度 沼津河川国道事務所 ○
27-4501 30m3/min １台 平成２７年度 浜松河川国道事務所 ○
R02-4510 30m3/min １台 令和２年度 豊橋河川事務所 ○
R02-4511 30m3/min １台 令和２年度 木曽川下流河川事務所 ○
R02-4512 30m3/min １台 令和２年度 天竜川上流河川事務所 ○
R02-4513 30m3/min １台 令和２年度 中部技術事務所 ○
13-1520 20kVA　10m １台 平成１３年度 静岡国道事務所 ○
15-1512 25kVA　10m １台 平成１５年度 飯田国道事務所 ○
15-1513 25kVA　10m １台 平成１５年度 紀勢国道事務所 ○
16-1512 25kVA　10m １台 平成１６年度 岐阜国道事務所 ○
16-1513 25kVA　10m １台 平成１６年度 高山国道事務所 ○
16-1514 25kVA　10m １台 平成１６年度 中部技術事務所 ○
17-1515 25kVA　10m １台 平成１７年度 北勢国道事務所 ○
17-1516 25kVA　10m １台 平成１７年度 中部技術事務所 ○
21-4508 2kW×6灯　10m １台 平成２１年度 豊橋河川事務所 ○
21-4509 2kW×6灯　10m １台 平成２１年度 木曽川下流河川事務所 ○
28-4502 1.3kW×6灯、LED　10m １台 平成２８年度 天竜川上流河川事務所 ○
29-4505 1.3kW×6灯、LED　10m １台 平成２９年度 沼津河川国道事務所 ○
29-4506 1.3kW×6灯、LED　10m １台 平成２９年度 豊橋河川事務所 ○
30-4502 1.3kW×6灯、LED　10m １台 平成３０年度 三重河川国道事務所 ○
R02-4514 1.3kW×6灯、LED　10m １台 令和２年度 庄内川河川事務所 ○
R02-4515 1.3kW×6灯、LED　10m １台 令和２年度 木曽川下流河川事務所 ○
R02-4516 1.3kW×6灯、LED　10m １台 令和２年度 中部技術事務所 ○
18-1514 12kW､4×4　20m １台 平成１８年度 名古屋国道事務所 ○
18-1515 12kW､4×4　20m １台 平成１８年度 多治見砂防国道事務所 ○
18-4506 12kW､4×4　20m １台 平成１８年度 静岡河川事務所 ○
19-1513 2kW×6灯､4×2　20m １台 平成１９年度 浜松河川国道事務所 ○
19-1514 2kW×6灯､4×2　20m １台 平成１９年度 三重河川国道事務所 ○
19-4507 2kW×6灯､4×2　20m １台 平成１９年度 木曽川上流河川事務所 ○
19-4508 2kW×6灯､4×2　20m １台 平成１９年度 庄内川河川事務所 ○
20-1510 2kW×6灯､4×2　20m １台 平成２０年度 中部技術事務所 ○
20-1511 2kW×6灯､4×2　20m １台 平成２０年度 中部技術事務所 ○
20-4508 2kW×6灯､4×2　20m １台 平成２０年度 天竜川上流河川事務所 ○
23-4500 2kW×6灯　20m １台 平成２３年度 浜松河川国道事務所 ○
25-4504 2kW×6灯　20m １台 平成２５年度 三重河川国道事務所 ○
26-4506 2kW×6灯　20m １台 平成２６年度 静岡河川事務所 ○
26-4507 2kW×6灯　20m １台 平成２６年度 木曽川下流河川事務所 ○
R01-4500 1.3kW×6灯、LED　20m １台 令和元年度 木曽川上流河川事務所 ○
R01-4501 1.3kW×6灯、LED　20m １台 令和元年度 沼津河川国道事務所 ○
R02-4517 1.3kW×6灯、LED　20m １台 令和２年度 中部技術事務所 ○
22-4504 1.0m3　遠隔操縦式 １台 平成２２年度 中部技術事務所 -
22-4505 1.0m3　遠隔操縦式 １台 平成２２年度 中部技術事務所 -
57-1341 TL-20　40m×6m（車道部） １橋 昭和５７年度 静岡国道事務所 -
58-1341 40m×0.8m（歩道部） １橋 昭和５８年度 静岡国道事務所 -
63-1366 TL-20　40m×8m（歩車含） １橋 昭和６３年度 中部技術事務所 -
EB-0101 TL-25　50m×7.5m（歩車含） １橋 平成１１年度 北勢国道事務所 -
EB-0501 TL-25　50m×7.5m（歩車含） １橋 平成２５年度 岐阜国道事務所 -
EB-0502 TL-25　50m×7.5m（歩車含） １橋 平成２５年度 飯田国道事務所 -
DC-3451 発電機付 １台 平成１４年度 天竜川上流河川事務所 ○
DC-0551 発電機付 １台 平成１５年度 中部技術事務所 ○
DC-3551 発電機付 １台 平成１５年度 沼津河川国道事務所 ○
DC-3151 Car-SAT １台 令和元年度 中部地方整備局 ○
DC-0151 発電機付 １台 令和２年度 静岡国道事務所 ○
DC-3251 発電機付 １台 令和２年度 浜松河川国道事務所 ○
DC-3252 発電機付 １台 令和２年度 三重河川国道事務所 ○

応急組立橋

衛生通信車

対策本部車

待機支援車

排水ポンプ車

照明車

分解型バックホウ
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第１４章  水 防 て ん 末 報 告 

１ 水防管理者は、洪水・高潮等に際して水防活動を実施し、水防が終結したときには、次の事項をとりまと

め、様式７により水防活動実施後１０日以内に静岡県浜松土木事務所を経由し県知事に報告するものとす

る。 

２ 水防てん末報告事項 

(1)  天候の状況並びに警戒中の水位観測表 

(2)  水防活動をした河川名及びその箇所 

(3)  警戒出動及び解散命令の時刻 

(4)  水防団員及び消防機関に属する者の出動時刻及び人員 

(5)  水防作業の状況 

(6)  堤防、その他の施設の異常の有無及びこれに対する処置とその効果 

(7)  使用資材の種類及び数量並びに消耗量及び員数 

(8)  水防法第 28 条の規定による公用負担下命の器具、資材の種類、数量及び使用場所 

(9)  応援の状況 

(10) 居住者出勤の状況 

(11) 警察関係の援助の状況 

(12) 現場指導の官公署氏名 

(13) 立退きの状況及びそれを指示した理由 

(14) 水防関係者の死傷 

(15) 殊勲者及びその功績 

(16) 殊勲水防団とその功績 

(17) 今後の水防について考慮を要する点、その他水防管理団体の所見 

３ 水防活動実施報告作成上の注意事項 

(1) 水防管理団体水防活動実施報告書（様式７） 

ア 各水防管理団体及び水防区で水防を行った箇所ごとに作成すること。 

イ 水防管理団体は静岡県浜松土木事務所長に箇所ごとの報告書の集計表を添付した３部提出すること。 

ウ 集計表は本様式を利用し、水防実施個所欄には箇所数のみ記入すること。 

エ 氾濫した場合には、箇所図（1/5,000 以上）に、氾濫区域及び実施個所を明示し添付すること。 

(2) 水防活動実施報告書（様式８） 

市は、水防を実施した場合、様式８により翌月３日までに静岡県浜松土木事務所に報告する。 

(3) 水防管理団体水防活動実施報告書【公表用資料】（様式９） 

市は、水防活動を実施した場合、様式９により速やかに静岡県浜松土木事務所に報告する。 
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第１５章  水防管理団体の水防計画及び水防訓練 

第１節 水防管理団体の水防計画 

１ 水防管理団体の水防計画の策定 

（1）指定水防管理団体は、静岡県水防計画に応じた水防計画（具体的実施計画）を定め、及び毎年水防計

画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更し、遅滞なく知事に届け出なければならない。 

（2）水防計画は、各種の事態を想定してでき得る限り具体的に策定し、これを一般住民に周知徹底するよ

う努めるものとし、水防計画を定め、又は変更したときはその要旨を公表しなければならない。 

２ 水防管理団体の水防計画の配布 

水防管理団体は、水防計画を定めたときは、関係機関に配布するものとする。 

第２節 水 防 訓 練 

指定水防管理団体は、毎年 1 回以上県の指導により水防団、消防機関及び水防協力団体と水防訓練を行わな

ければならない。なお、訓練要領は、静岡県浜松土木事務所長と協議のうえ水防管理者が定めるものとする。 

また、津波災害警戒区域に係る水防団は、津波防災地域づくりに関する法律に規定された津波避難訓練に参

加しなければならない。 
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第１６章 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保 

及び浸水の防止のための措置 

第１節 洪水対応 

１ 市は、国及び県から浸水想定区域の指定を受けた河川において、市地域防災計画で当該浸水想定区域ごと

に、以下の事項について定めるものとする。 

（１） 洪水予報等の伝達方法 

（２） 避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項 

（３） 浸水想定区域内に次に掲げる施設がある場合にあっては、これらの施設の名称及び所在地 

ア 地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設）でその利用者の洪

水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止を図る必要があると認められるもの 

イ 要配慮者利用施設（主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用

する施設）でその利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるもの 

ウ 大規模な工場その他の施設（ア又はイに掲げるものを除く）であって国土交通省令で定める基準

を参酌して市町の条例で定める用途及び規定に該当するもの（大規模工場等）でその洪水時の浸水

の防止を図る必要があると認められるもの（所有者又は管理者からの申出があった施設に限る。） 

なお、浸水想定区域内における地下街等は、資料編第１８表のとおりである。 

（４）その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項 

２ 国及び県から浸水想定区域の指定を受けた河川において市は、市地域防災計画において定められた上記

１.(1)～(4)に掲げる事項を住民、滞在者その他の者に周知させるため、これらの事項及び土砂災害警戒区域

に関する事項（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12 年法律第 57 号）

第８条第３項に規定する事項）を記載した印刷物の配布、インターネットを利用した提供その他の必要な措

置を講じることとする。 
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第１７章  そ の 他 

第１節 費用負担及び公用負担 

１ 水防管理団体が、その管轄区域の水防に要した費用は、当該水防管理団体が負担するものとする。 

（法第 41 条） 

但し、次に揚げる場合においては、水防管理者相互間において協議して定めるものとし、協議が成立しな

い場合は、知事があっせんするものとする。 

(1) 法第 23 条の規定による応援のための費用 

(2) 法第 42 条の規定により、著しく利益を受けた市町村の一部負担 

２ 公用負担の権限 

水防上必要があるときは、水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、次の権限を行使することができる。

（法第 28 条） 

(1) 必要な土地の一時使用 

(2) 土石、竹木その他の資材の使用 

(3) 土石、竹木その他の資材の収用 

(4) 車両その他の運搬用機器の使用 

(5) 排水用機器の使用 

(6) 工作物、その他障害物の処分 

３ 公用負担権限委任証明書 

公用負担の権限を行使する者は、水防管理者、水防団長又は消防機関の長にあっては、その身分を示す

証明書を、その他、これらの者の委任を受けた者にあっては、図 16-1 のような証明書を携行し、必要があ

る場合は、これを提示しなければならない。 

図 16-1 公用負担権限委任証明書 

公用負担命令権限書 

何々水防団◯◯部長 

何     某 

右の者      の区域における水防法第２８条第１項の規定の権限行使

を委任したことを証明する。 

年   月   日 

◯◯市長名        氏      名    
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４ 公用負担の証票 

公用負担の権限を行使するときは、図 16-2 のような命令書を目的物の所有者、管理者又はこれに準ずる

者に手渡してから行使するものとする。 

また、公用負担の権限を行使することにより損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償するも

のとする。 

図 16-2 公用負担命令書 

第２節 公 務 災 害 補 償 

水防団員又は、水防団長が公務により死亡し、負傷し、若しくは、病気にかかり、または、公務による負傷

若しくは、病気により死亡し、若しくは、障害の状態となったときは、その者の所属する水防管理団体は、水

害予防組合にあっては組合会の議決で、市組合又は、市にあっては条例の定めるところにより損害を補償する

ものとする。（法第 6 条の 2） 

公用負担命令書 

第     号 

目 的 物  種 類     員数

負担内容  使 用  収用 処分

年  月  日 

◯◯市町 長   氏     名    

事 務取扱 者   氏     名    

殿

公用負担命令書 

右受領した

受 領 書第     号 

年  月  日 

切 取 線 

殿 

氏     名    
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様式３－１ 天竜川水防警報発表用紙



- 96 -

様式３－２ 天竜川水防警報発表用紙（津波） 

水 防 警 報（河 川） 

種 類 出 動 ・ 解 除 

発表河川  第    号 

日時 

国土交通省 ○○地方整備局 

令和   年   月   日   時   分 

○○事務所発表 

番号 発 表 内 容 

１ 
 令和○○年○月○日○時○分に〔大津波警報・津波警報〕が発表され、○○湾では○ｍ

の津波が予想されています。 

  津波到達時刻は○○湾△△で○日○○：○○頃と予想されています。 

 津波の河川遡上により○○観測所では、氾濫危険水位を超えるおそれがあります。水防 

機関は、出動し水防活動を行ってください。 

  水防活動の実施後は、速やかに退避してください。 

  引き続き、今後の津波に関する予警報に十分注意してください。 

２ 水防活動の必要があると認められなくなったため、水防警報を解除します。 

   ※緊急を要する時は、発表内容を適宜簡略化できるものとする。 



水防警報発報受報用紙 

     水防警報の対象水位観測所 

-
 
9
7
 
-

発 信 者

発 

(受) 
時  分 時  分 時  分 時  分 時  分 時  分 時  分

受 信 者

川   水防警報第    号  準備  出動  情報  解除 

                 令和   年   月   日   時   分

静岡県      土木事務所 

符号 順序 本         文 

イ  ＿＿時現在＿＿の水位は＿＿ｍ＿＿ｃｍで{       }水位{     }

ロ  ＿＿時現在＿＿の水位は＿＿ｍ＿＿ｃｍで 

ハ  {    }{      }上昇中である。 

ニ  これが最高水位と{      } 

ホ  {   }上流＿＿の{           }で{      }上昇中である。

へ

＿＿地方気象台発表の{    }{    }によれば今後なお 

{      }に＿＿ｍｍの{    }が予想される。 

ト  減水中である。 

チ

{   }{   }＿＿の{                } 

{       }{      }{       } 

様
式
４
－

１
 
県

管
理
河

川
水

防
警
報
発

表
用
紙

（
洪
水
）
 

市 

町 
村 

堤防法面が急激な水当たり
変化のため 

漏水があるため 
激しい漏水のため 
いぜんとして 

溢水の恐れがあり 

危険である 

決壊が予想される 

危険な状態が続いている 

準備 
はん濫注意(警戒) 

出動 

に達し 

を越えて

符号 順序 本         文 

リ  ＿＿{  }＿＿地先では{          }{            }

ヌ  河川の水位は一旦{         }再び{              }

ル  本地区{   }{           }{        }せられたい 

ヲ  本地区の水防警報を解除する。 

ワ

(イ～ヲ以外の補足事項) 

減水するも 
減水しつつあったが 

増水することが考えられる 
上昇し始めた 

引続き 
‐ ‐

水防の準備に入り 
まだしばらく 
引き続き 
なお 
今後の情報に注意し 
水防団は出動し 

厳重に警戒 
十分警戒 
水防に万全を期 
水防作業を開始 
警戒 

考えられる 

なった 

の 
では 

引 続 き 

同 じ く 

急 激 に 

刻   々 

かんまんに 

また 

なお 

‐‐

急 激 に 
刻   々 
かんまんに 

水位は＿＿ｍ＿＿ｃｍ 

流量は＿＿＿＿ /ｓ 

大 雨 
強 風 
暴 風 
台 風 
雨 量 

情 報 
注意報 
警 報 
予 報 

河 川 名 
観測所

名

事務

所名

水防団
待機
(通報)
水位

氾濫
注意

(警戒)
水位

避難
判断
水位

潤 井 川 
潤井川

橋
富士

m

1.80

m

2.30

m

瀬戸川

幹 川 

勝草橋 島田 1.50 2.00 2.25

入江橋 〃 1.80 2.50

支 川 

(朝比奈川)
横内橋 〃 1.80 2.50 2.80また 

なお 
‐‐

上流 
‐‐

水位は＿＿＿時に＿＿ｍ＿＿ｃｍ 
流域は＿＿＿時に＿＿＿＿ /ｓ 

次 第 に 
順 調 に 
かんまんに 

を最高として 
に  下  り 

減水している 
減水中である 

河 川 名 
観測所

名

事務

所名

水防団
待機
(通報)
水位

氾濫
注意
(警戒)
水位

避難
判断
水位

太田川

幹 川 

天方 袋井
m

1.40

m

1.90

m

2.40

新貝 〃 3.00 3.50 4.30

支 川 

(原野谷川)

山名 〃 5.00 5.70 6.50

吉岡橋 〃 2.70 3.20

都田川

幹 川 落合橋 浜松 2.50 2.70 2.80

支 川 

(井伊谷川)
坂田橋 〃 0.90 1.90 2.40

上流山間部 
＿＿川流域 
＿＿県地方 
＿＿＿＿部 

降 雨 
大 雨 
強 風 
豪 雨 

通報機関名 

信時刻

富士

島田

袋井

浜松
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様式４－２ 県管理河川水防警報発表用紙（津波） 

水 防 警 報（河 川） 

種 類 出 動 ・ 解 除 

発表河川  第    号 

日時 

静岡県 

令和   年   月   日   時   分 

○○土木事務所発表 

番号 発 表 内 容 

１ 
 令和○○年○月○日○時○分に大津波警報・津波警報が発表され、○○湾では○ｍの津

波が予想されています。 

  津波到達時刻は○○湾△△で○日○○：○○頃と予想されています。 

 各地域の実情や立地条件を踏まえ、退避必要時間の確保を最優先の上出動し、水防団員

の安全を確保しつつ、避難誘導等の水防活動を実施してください。 

２ 
 ○○湾に発表されていた津波警報（大津波・津波）は、令和○○年○月○日○時○分に

解除されました。 

 巡視等により被害が確認されなかった・応急復旧等が終了したので水防警報を解除しま

す。 

   ※緊急を要する時は、発表内容を適宜簡略化できるものとする。 
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様式５ 県管理河川水位到達情報発表用紙 



様式６－１　国土交通省の災害対策用車両等の派遣要請

 様式ー１（派遣要請様式）

令和　　年　　月　　日

国土交通省

○○○○○○事務所長　　殿

     ○○市・町　災害対策本部長

　○○市・町長　○○　○○

災害対策用資機材等の派遣について（要請）

　標記について、当局管内において発生した災害対応のため、下記のとおり要請します。

　１．要請理由      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のため　　台風○○号により発生した内水排除のため

  ２．要請箇所 　　静岡県○○市・町○○地先　（別図参照）

  ３．引渡希望日 　　令和　　年　　月　　日　　　　時　　　分

  ４．受取責任者 　　○○○○課長　　○○　○○

         電話番号 　　０００－０００－００００

  ５．要請資機材の 規 格 台 数 備 考

   　  種類･規格･台数 ○○○ 　1台

  ６．使用予定期間     令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

  ７．操作要員等 　　操作員　　　　    　　　　不必要　・　必要（　　　名）

　　保守員　　　    　　　　　不必要　・　必要（　　　名）

　　設置・撤去員         　　不必要　・　必要（　　　名）

　　設置機械（ｸﾚｰﾝ等）　　不必要　・　必要（　　　機械　　台）

記

第　　　　号

資 機 材 名 等

○○○車(00-0000)

-　100　-



様式６－２　国土交通省の災害対策用車両等の派遣回答

 様式ー２（派遣回答様式）

令和　　年　　月　　日

○○市・町　災害対策本部長

　○○市・町長　○○　○○　　殿      

国土交通省

○○○○○○事務所長　○○　○○

災害対策用資機材等の派遣について（回答）

　  標記について、下記のとおり出動を指示した旨を回答する。

  １．引き渡し場所 　　静岡県○○市・町○○地先　（別図参照）

　　○○○○○○事務所

  ２．引き渡し日     令和　　年　　月　　日　　　　時　　　分

　３．派遣側責任者 　　○○○○課長　　○○　○○

           電話番号      　　　ー　　０００－０００－００００

  ４．受取責任者 　　○○○○課長　　○○　○○

        　 電話番号 　　０００－０００－００００

 ５．要請資機材の 規 格 台 数 備 考

     種類･規格･台数 ○○○ 　1台

 ６．派遣予定期間 令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

 ７．派遣操作要員等 操作員　    　　　　　　　　０名

保守員　　     　 　　　　　０名

設置、撤去員  　  　　　　０名

設置機械（ｸﾚｰﾝ等）　　　機械　　０台

記

第　　　　号

資 機 材 名 等

○○○車(00-0000)

-　101　-
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様式７ 水防管理団体水防活動実施報告書 

水防管理団体水防活動実施報告書 

令和   年   月   日 

水防管理団体名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 作成責任者＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

出 水 の 

概 要 

         警戒水位      ｍ 

雨量        ｍｍ 

水 防 

実 施 箇 所 
            川     岸       地先          ｍ 

日 時 
自   月   日   時 

至   月   日   時 

所

要

経

費

人

件

物

件

費

管理団体 県支給分 その他 計 

手当て 円 円 円 円

その他     

出 動 人 員 
水防団員 消防団員 その他 合計 計     

人 人 人 人 資材費     

水 防 作 業 

の 概 要 

及 び 工 法 

工法  箇所   ｍ 器材費     

雑 費     

計     

公用負担     

水

防

の

結

果

堤
防田畑家

鉄
道

道
路

人
口

その他 
合  計     

使

用

資

材

かます、俵 枚 枚 枚 枚

効 果 

ｍ ㎡ ㎡ 戸 ｍ ｍ 人 万年、土俵 枚 枚 枚 枚

な   わ Kg Kg Kg Kg

丸   太 枚 枚 枚 枚

被 害 

ｍ ㎡ ㎡ 戸 ｍ ｍ 人 そ の 他     

県 の 応 援 

状 況 

水 防 団 員 

消防団員の 

出 動 状 況 

立 ち 退 き 

状 況 及 び 

そ れ を 指 示 

し た 事 由 

そ の 他 の 

出 動 状 況 

水 防 関 係 

者 の 死 傷 

居 住 者 の 

出 動 状 況 

水 防 功 労 

者 の 氏 名 

年 齢 所 属 

及 び そ の 

功 績 概 要 
雨 量 水 位 

の 状 況 

公 用 負 担 

内 容 水 防 活 動 

に 関 す る 

反 省 点 他 団 体 

の 応 援 

状 況 

警 察 官 の 

応 援 状 況 
 備 考  

(注) 1 水防を行った箇所ごとに作成すること。 

2 氾濫箇所図(1/5000 以上)を添付し、氾濫区域及び実施箇所を明示すること。 

3 水防管理団体は、箇所ごとの報告書の集計表及び氾濫箇所図(1/5000 以上)を添付して、水防区長(土木

事務所長)に 3部に提出すること。 

4 集計表は本様式を利用し、水防実施箇所欄には箇所数のみ記入すること。 

川 

左 

右 
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様式８ 管内水防活動実施報告書 

管内水防活動実施報告書 

令和   年   月   日 

      水防区(土木事務所)名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿     作 成 責 任 者＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

(注) 1 各水防区は、各水防管理団体から提出された様式 7を集計して様式 8を作成すること。 

2 様式 8は様式 7の写しを添付して、水防本部長(知事)に 2部提出すること。 

3 出動人員には、パトロール等も含む。 

出水の概況 水防実施個所 
水防開始の日時

及び終結日時 
出動人員数 水防作業の概況 

水防団員 

人 

（    人）

消防団員 

人 

（    人）

その他 

人 

（    人）

合計 

人 

（    人）

水防の効果 被害 所要経費概要 

区分 水防区 水防管理団体 堤防 ｍ ｍ

田 ㎡ ㎡

畑 ㎡ ㎡

内
訳

人 件 費 

家屋 戸 戸 費 

鉄道 ｍ ｍ

道路 ｍ ｍ 計 

所要資材概要 

かます・俵 

なわ 

丸太 

その他 



令和○年台風○号における水防活動
（○○県○○市消防団・令和○年○月○日～○日）

様式９ 水防管理団体水防活動実施報告書【公表用資料】

○概 要
○○市消防団は、令和○年○月○日、台風○号の影響に伴う集中豪雨に際し、野辺○部隊○名が出動。市内では、１時
間雨量100ｍｍを超える豪雨により河川が増水。各地で越水により床上浸水等の被害を受ける危険な状況の中、堤防へ
の土のう積や住民の避難誘導、人命救助を行い人的被害の軽減のため活動した。

活動時間 出動延人数 主な活動内容

8/○～8/○
約12時間 ○名

・積土のう（300袋）
・避難誘導（20世帯）
・排水作業（3件）

水防活動または
被害状況写真

水防活動または
被害状況写真

○○川右岸（○○地先）
月の輪工

○○地区の浸水被害

水防活動または
被害状況写真

水防活動または
被害状況写真

○○川左岸（○○地先）
堤防巡視

水防活動実施個所
地図

○○川左岸（○○地先）
積み土のう工

-
10
4
-
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第１表 出動可能人員 

表1-1 出動可能人員 

市 
指 定 

非指定 

水防管理 

団  体 

水防団・消防団 
水防区域 

河川・海岸等 主   要 

河川・海岸 団 体 現 員 区 分 延 長m 

浜松市 指 浜松市 

浜松市 

水防団 

消防団 

人

752 

2,184  

浜松市 

全 域 

１級河川 

２級河川 

海  岸 

385,470

191,150

17,481

天竜川・水窪川 

都田川・馬込川 

井伊谷川・芳川 

※水防団、消防団員数はR5.4.1現在。 
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第２表 水防団の組織と管轄区域 

表2-1 水防団の組織と管轄区域 

（全１７分団）  

名  称 位   置 管   轄   区   域 

上 島 分 団 
浜松市浜名区上島 

５３９番１６地先 

浜名区上島地内における天竜川及びその支流 

中瀬北分団 
浜松市浜名区中瀬 

６２６４番４地先 

浜名区中瀬（中瀬２区、中瀬３区、及び中瀬８区）地内における天竜川及びそ

の支流 

中瀬南分団 
浜松市浜名区中瀬 

４６７８番５地先 

浜名区中瀬（中瀬４区、中瀬５区、中瀬６区、及び中瀬７区）地内における天竜

川及びその支流 

竜池北分団 
浜松市浜名区八幡 

５５１番地先 

浜名区八幡、永島及び上善地地内における天竜川及びその支流 

竜池南分団 
浜松市浜名区高薗 

９９２番１０地先 

浜名区善地及び高薗地内における天竜川及びその支流 

浜北西分団 
浜松市浜名区新原 

３７９８番地の１ 

浜名区小林、平口（本村、新田及び法師軒）及び新原（下善、本村）地内にお

ける馬込川、御陣屋川及びその支流 

浜 名 分 団 
浜松市浜名区内野 

１５４８番地 

浜名区小松（小松八幡、尾島、本町、西向、及び沖）及び内野（内野西、内野

下、内野上、内野小島）地内における馬込川、御陣屋川及びその支流 

笠 井 分 団 
浜松市中央区常光町 

１２２０番５地先 

中央区笠井町、笠井上町、笠井新田町、豊町、豊西町、恒武町、貴平町及び

常光町地内における天竜川及びその支流 

中ノ町分団 
浜松市中央区中野町 

３１６４番地 

中央区材木町、白鳥町、松小池町、中里町、中野町及び国吉町地内におけ

る天竜川及びその支流 

飯 田 分 団 
浜松市中央区飯田町 

１４７９番地 

中央区渡瀬町、三和町、飯田町、青屋町、鶴見町、新貝町、大塚町及下飯田

町地内における天竜川及びその支流 

芳 川 分 団 
浜松市中央区参野町 

４０２番地 

中央区頭陀寺町、本郷町、西伝寺町、安松町、石原町、金折町、老間町、古

川町、立野町、四本松町、芳川町、恩地町、参野町、都盛町、大柳町、鼡野

町、御給町及び下江町地内における天竜川、芳川及びその支流 

河 輪 分 団 
浜松市中央区東町 

６９５番地の１ 

中央区富屋町、西町、東町、長田町、河輪町及び三新町地内における天竜

川及びその支流 

五 島 分 団 
浜松市中央区西島町 

５１０番地の５ 

中央区江之島町、西島町、福島町、松島町、遠州浜一丁目、遠州浜二丁目、

遠州浜三丁目及び遠州浜四丁目地内における天竜川、芳川、馬込川及びそ

の支流並びに海岸 

白 脇 分 団 
浜松市中央区寺脇町 

１７３２番地 

中央区瓜内町（１番地から１８１３番地までを除く）楊子町、三島町、瓜内町（１

番地から１８１３番地まで）、白羽町、中田島町、寺脇町及び福塚町地内にお

ける馬込川、芳川及びその支流並びに海岸 

都 田 分 団 
浜松市浜名区都田町 

５５６３番地の１６ 

浜名区都田町、滝沢町、鷲沢町、新都田一丁目、新都田二丁目、新都田三丁

目、新都田四丁目及び新都田五丁目地内における都田川及びその支流 

入 野 分 団 
浜松市中央区入野町 

９８９４番地の２ 

中央区佐鳴台一丁目、佐鳴台二丁目、佐鳴台三丁目、佐鳴台四丁目、佐鳴

台五丁目及び佐鳴台六丁目、入野町、西鴨江町、志都呂町、大平台一丁目、

大平台二丁目、大平台三丁目及び大平台四丁目地内における新川、堀留

川、東神田川、九領川及びその支流 

伊佐見分団 

浜松市中央区伊左地

町 

６１番地の１ 

中央区伊左地町、佐浜町、大人見町及び古人見町地内における都田川、伊

佐地川及びその支流 



図2－1　水防団連絡系統図

副団長 副団長 副団長 副団長

浜名分団長 竜池南分団長 芳川分団長 笠井分団長

浜北西分団長 竜池北分団長 白脇分団長 中ノ町分団長

上島分団長 中瀬南分団長 入野分団長 飯田分団長

都田分団長 中瀬北分団長 伊佐見分団長 河輪分団長

五島分団長

浜松市水防団長

事務局
浜松市土木部河川課
中央区元城町103-2
TEL  457-2865
FAX  457-2368
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図2－2 水防団管轄区域図 



消 防 支 団 名 等 団 本 部 名 所 在 地 電 話 備 考

団本部 中央区下池川町１９番１号 ４７５－０１１９

中支団 支団本部　 中央区下池川町１９番１号 ４７５－０１１９

   〃    （第１方面隊） 浜松第１分団 中央区元城町２１８番地の２８ ４５２－２２５１

   〃    　　　〃 浜松第２分団 中央区中央二丁目９番２０号 ４５２－２２５２

   〃    　　　〃 浜松第３分団 中央区布橋二丁目１３番１３号 ４７４－４４９９

   〃    　　　〃 浜松第６分団 中央区下池川町３３番３ ４７４－４１０３

   〃    （第２方面隊） 浜松第４分団 中央区東伊場二丁目４番１号 ４５６－８９９５

   〃    　　　〃 浜松第５分団 中央区北寺島町２１２番地の３ ４５３－８４０５

   〃    　　　〃 浜松第１２分団 中央区上浅田町一丁目１２番３０号 ４５３－２７８３

   〃    　　　〃 浜松第１６分団 中央区鴨江町二丁目１番１１号 ４５２－３６１２

   〃    （第３方面隊） 浜松第７分団 中央区相生町８番７号 ４６４－６５５１

   〃    　　　〃 浜松第９分団 中央区曳馬六丁目１０番２９号 ４７２－２８７２

   〃    　　　〃 浜松第１１分団 中央区助信町５０番３号 ４６３－１５２８

   〃    　　　〃 浜松第１５分団 中央区野口町６１６番地 ４６１－３３８６

   〃    （第４方面隊） 浜松第８分団 中央区富塚町１７１４番地の１ ４７４－３４７７

   〃    　　　〃 浜松第１０分団 中央区幸五丁目１７番１号 ４７３－０９９７

   〃    　　　〃 浜松第２８分団 中央区花川町１９０８番地の４ ４３６－２９２８

   〃    　　　〃 浜松第２９分団 中央区三方原町９７０番地の１ ４３６－１１００

   〃    　　　〃 浜松第３０分団 中央区豊岡町４１１番地の２ ４３７－３２１０

東支団 支団本部　 中央区篠ヶ瀬町１３７４番地 ４６０－０１１９

   〃    （第１方面隊） 浜松第１４分団 中央区神立町４８０番地の７ ４６３－８５６１

   〃    　　　〃 浜松第２０分団 中央区篠ヶ瀬町１３７６番地 ４６４－３１９８

   〃    　　　〃 浜松第２４分団 中央区中野町４２１２番地 ４２１－５０４１

   〃    （第２方面隊） 浜松第２１分団 中央区市野町１７６８番地 ４２１－９７３１

   〃    　　　〃 浜松第２２分団 中央区笠井町４７９番地の１ ４３３－９８５０

   〃    　　　〃 浜松第３４分団 中央区有玉北町５５９番地 ４３３－６５２０

西支団 支団本部 中央区馬郡町４０７４番地の１ ５９２－０１３４

   〃    （第１方面隊） 浜松第３２分団 中央区大久保町１１９番地の１ ４８５－５１７０

   〃    　　　〃 浜松第３３分団 中央区入野町９８５６番地の１ ４４８－００６５

   〃    　　　〃 浜松第３８分団 中央区篠原町２０５４０番地の２ ４４９－２２３６

   〃    （第２方面隊） 浜松第３６分団 中央区佐浜町５２５２番地の１ ４８６－２６４５

   〃    　　　〃 浜松第３７分団 中央区和地町１７６９番地 ４８６－００９８

   〃    　　　〃 浜松第３９分団 中央区白洲町２９５番地の３ ４８７－１２０７

   〃    　　　〃 浜松第４０分団 中央区村櫛町３３３７番地の３ ４８９－２３２３

   〃    （第３方面隊） 浜松第４３分団 中央区舞阪町舞阪２７０１番地の９ ５９２－８８６０ 他車庫あり

   〃    　　　〃 浜松第４５分団 中央区雄踏町宇布見９２５１番地の２ ４７７－０８０９

   〃    　　　〃 浜松第４６分団 中央区雄踏町宇布見７７８４番地の４ ５５５－２１６６

南支団 支団本部 中央区森田町９８番地 ４４２－０１１９

   〃    （第１方面隊） 浜松第１３分団 中央区白羽町５９５番地 ４４１－１１１９

   〃    　　　〃 浜松第１９分団 中央区新橋町１１１９番地 ４４１－５８３６

   〃    　　　〃 浜松第４１分団 中央区若林町９２５番地の１ ４４７－８８５４

   〃    （第２方面隊） 浜松第１７分団 中央区西島町５１０番地の３ ４２５－８７７３

   〃    　　　〃 浜松第１８分団 中央区東町６６０番地の１ ４２５－９３１４

   〃    　　　〃 浜松第２６分団 中央区芳川町３２５番地の１ ４６４－８８２２

   〃    　　　〃 浜松第２７分団 中央区飯田町１０４０番地 ４６４－３８３１

第３表　　消防団一覧

表3-1　消防団一覧
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消 防 支 団 名 等 団 本 部 名 所 在 地 電 話 備 考

北支団 支団本部 浜名区細江町三和２１７３番地の７ ５２７－０１１９

   〃    （第１方面隊） 浜松第３１分団 浜名区都田町５７９６番地の１ ４２８－６１１９

   〃    　　　〃 細江中央分団 浜名区細江町気賀２１２番地の３ ５２３－２７０８

   〃    　　　〃 細江第４分団 浜名区細江町中川７１７２番地の９８ ５２２－３９９３

   〃    　　　〃 細江第５分団 浜名区細江町中川２８５７番地の２ ５２２－２４９４

   〃    （第２方面隊） 引佐第１分団 浜名区引佐町井伊谷２１０９番地の２ 無 他車庫あり

   〃    　　　〃 引佐第２分団 浜名区引佐町栃窪６２２番地の６ 無 他車庫あり

   〃    　　　〃 引佐第３分団 浜名区引佐町伊平５８６番地の４ ５４４－０４４５ 他車庫あり

   〃    　　　〃 引佐第４分団 浜名区引佐町田沢７２８番地の９ 無 他車庫あり

   〃    （第３方面隊） 三ヶ日第１分団 浜名区三ヶ日町三ヶ日６１３番地の１ ５２５－３０００

   〃    　　　〃 三ヶ日第２分団 浜名区三ヶ日町福長３８８番地の２ ５２４－３０００

   〃    　　　〃 三ヶ日第４分団 浜名区三ヶ日町都筑１１６２番地の５６ ５２６－１１３１

浜北支団 支団本部 浜名区西美薗５８番地 ５８６－０１１９

   〃    （南方面隊） 浜名分団 浜名区内野８６１番地 ５８６－４２８１

   〃    　　　〃 北浜分団 浜名区横須賀８００番地の４ ５８６－４２８３

   〃    　　　〃 北浜東分団 浜名区東美薗９０１番地４ ５８６－４２８４

   〃    （北方面隊） 浜北北部分団 浜名区中瀬３１４３番地の１ ５８８－２９９６

   〃    　　　〃 麁玉分団 浜名区宮口３０５６番地の５ ５８２－２３９８

天竜支団 支団本部 天竜区二俣町二俣４８１番地 ９２２－０１１９

   〃    （天竜方面隊） 天竜第１分団 天竜区二俣町二俣１８０９番地の１ ９２５－７４５５ 他車庫あり

   〃 　　 　　〃 天竜第３分団 天竜区二俣町鹿島５５６番地 ９２５－７４１１

   〃 　　 　　〃 天竜第４分団 天竜区山東２１５４番地の４ ９２５－８８９９ 他車庫あり

   〃 　　 　　〃 天竜第５分団 天竜区船明１０１番地の２ ９２６－３７８０ 他車庫あり

   〃 　　 　　〃 天竜第６分団 天竜区只来１１１３番地 ９２４－０８１７ 他車庫あり

   〃 　　 　　〃 天竜第７分団 天竜区横山町７４５番地の１９ ９２３－０２９９ 他車庫あり

   〃 　　 　　〃 天竜第８分団 天竜区石神１１４１番地の５ 無 他車庫あり

   〃 　　 　　〃 天竜第１０分団 天竜区西藤平１５３６番地の５ ９２８－０８９９ 他車庫あり

   〃 　　 　　〃 天竜第１１分団 天竜区熊２０６１番地の１ ９２９－０６７８

   〃    （春野方面隊） 春野第１分団 天竜区春野町堀之内３０番地 ９８５－０５３７ 他車庫あり

   〃 　　 　　〃 春野第２分団 天竜区春野町石打松下１９６番地の１ ９８６－０３６４ 他車庫あり

   〃 　　 　　〃 春野第３分団 天竜区春野町気田５２４番地の７ ９８９－１１６９ 他車庫あり

   〃    （佐久間方面隊） 佐久間第１分団 天竜区佐久間町浦川２９３５番地の１ ９６７－３６２２ 他車庫あり

   〃 　　 　　〃 佐久間第２分団 天竜区佐久間町奥領家１５２８番地の４ ９８７－２５９２ 他車庫あり

   〃    （水窪方面隊） 水窪第１分団 天竜区水窪町奥領家２９３５番地の２ ９８７－１１３３ 他車庫あり

   〃 　　 　　〃 水窪第２分団 天竜区水窪町奥領家３３８８番地の１０ ９８７－０２６５ 他車庫あり
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第４表 重要水防箇所一覧 

 市内全河川ともその地区のそれぞれの地形、特質により降雨、出水の状況は千差万別であり、一様な基準をもって、

その河川の安全度を判定することは困難であるので、水防関係者は随時、河川海岸堤防及び土石流発生注意箇所、そ

の他水防に影響ある工作物を監視することは勿論、気象台の予想に注意し異常降雨が予想される場合は、地区それぞ

れの特質を把握し、万全の処置をとる必要がある。 

 一般的に水害の発生しやすいところは天井川の沿岸、霞堤箇所、天然海岸の周辺、扇状地、旧河川地帯及び急傾斜

地帯が考えられるが、浜松市内において、洪水等に際して、水防上特に注意を要する箇所は下表のとおりである。 

表4-1 浜松市内重要水防箇所一覧（河川海岸関係） 

重要水

防箇所

水防区 

河川 海岸 計 

河川数 

（本） 

箇所数 

（箇所） 

延長 

（m） 

海岸数 

（本） 

箇所数 

（箇所） 

延長 

（m） 

箇所数 

（箇所） 

延長 

（m） 

計 
直轄 1 81 51,230 0 0 0 81 51,230

県 15 26 59,705 2 2 5,904 28 65,609



区 町・大字

27.50K+50m
～

27.75K+140m

27.50K+50m
～

27.75K+140m

28.25K-100m
～

28.25K

33.00K+80m
～

33.50K+30m

36.50K+50m
～

37.00K+50m

36.50K+50m
～

37.00K+50m

39.50K+30m
～

40.5K

39.50K+30m
～

40.5K

41.0k-120m
～

41.0k+130m

秋葉ダム下流左岸・龍山橋 46.0K+125m
～

46.25K+150m

46.0K+125m
～

46.25K+150m

電発No.46+15m
～

電発No.47+50m

電発NO.47+50m
～

電発NO.50-55m

電発NO.47+50m
～

電発NO.50-55m

電発No.54
～

電発No.62+100m

電発No.54

～

電発No.62+100m

2.0K+165m
～

2.0K+195m

28.50K+110m
～

28.75K-30m

33.75K+90m
～

34.00K

天竜川

佐久間中学校

左

24

つき

月

22 天竜川

中部大橋～佐久間高校

左 1,700 

右
天竜区

170 

さくまちょうなかべ

佐久間町中部

積土のう工A

暫定堤防
河積不足

佐久間中学校
暫定堤防

(越水(溢水))さくまちょうさくま

佐久間町佐久間

17 天竜川

秋葉ダム下流左岸・龍山橋

左

15 天竜川

天竜区
16

天竜区
たつやまちょうとくら

龍山町戸倉

暫定堤防
(堤体漏水)

積土のう工 天重10
天竜区

ややま

谷山

14 天竜川

気田川流入部～秋葉橋

左 730 

A
暫定堤防
(堤体漏水)

積土のう工 天重7
天竜区

ふたまたちょうおおその

二俣町大園

290 

12 天竜川

横山橋より下流

左 450 

8 天竜川

大園トンネル坑口～塩見渡橋

左

天竜区
おがわ

小川

おおかわ

大川

11 天竜川

横山橋より下流

天竜区

A
天竜区

A

天重11
天竜区

おがわ

小川

積土のう工

暫定堤防
(堤体漏水)

左

A

積土のう工

250 

左

A

暫定堤防
(堤体漏水)

積土のう工

A

暫定堤防
(堤体漏水)

A

月の輪工

暫定堤防
(堤体漏水)

天重14

積土のう工 天重15

暫定堤防 積土のう工

天重14

天重9左 積土のう工A 暫定堤防

積土のう工 天重15

天重16

天竜川
夢のかけ橋～小松崎ロッジ

暫定堤防
(越水(溢水))

260 
天竜区

A
気田川流入部～秋葉橋

20

水  防
工  法

積土のう工A290 

積土のう工

位  置
（自～至）

重
要
度

注意を
要する
理　由

河川名
ランドマーク及び地先名 左

右
岸

延長
(ｍ)

天竜川
暫定堤防

(越水(溢水))

大園トンネル坑口～塩見渡橋

天竜区
ふたまたちょうおおその

二俣町大園

備考

A

天重7

250 

天竜川

番
号

18

左7

天重12

暫定堤防
(越水(溢水))

積土のう工

S57.8.2漏水
一部対策漏れ

区間

暫定堤防
(越水(溢水))

積土のう工 天重13

A

暫定堤防
(越水(溢水))

10

天竜川

月橋

表4-2-1　直轄区間重要水防箇所（重要度A）

A

490 

21 天竜川

米沢川合流点

25

23

天竜川

中央区

天竜川

たつやまちょうとくら

龍山町戸倉

13

中部大橋～佐久間高校

天竜区

天竜区
19

天竜川

さんしんちょう

三新町

A

A
天竜区

さくまちょうなかべ

佐久間町中部

天重10450 

たつやまちょうとくら

龍山町戸倉

天竜区

200 

さくまちょうさくま

佐久間町佐久間

30 

さくまちょうさくま

佐久間町佐久間

旧天竜土木事務所佐久間支所～佐久間中学校

天竜区

右

積土のう工無堤

天重8

積土のう工 天重14

9 天竜川 左 100 

490 天竜川 左

A

A

左

天竜区

左

ややま

谷山

左 730 

250 

雲名橋下流

積土のう工

150 

1,700 

A 暫定堤防

暫定堤防
(越水(溢水))

右

佐藤板金工作所

天竜区

ふたまたちょうおおその

二俣町大園

塩見渡橋上流

天竜川

左

みなざわ

米沢

積土のう工
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区 町・大字

33.75K+90m
～

34.00K

37.0K+130m
～

37.50K

37.0K+130m
～

37.50K

44.0K+170m
～

44.75K+150m

44.0K+170m
～

44.75K+150m

電発No49+100m
～

電発No.50+100m

電発No49+100m
～

電発No.50+100m

電発No.51
～

電発No.54+80m

電発No.51
～

電発No.54+80m

電発No.54+80m
～

電発No.55+150m

13,350 

天重24
天竜区

さくまちょうはんば

佐久間町半場

650 33 天竜川

佐久間小学校～中部橋

右

積土のう工A
暫定堤防
(堤体漏水)

29

34 天竜川

佐久間小学校～中部橋

右

右

天竜川

飯田線天竜橋より上流

たつやまちょうあゆつり

龍山町鮎釣

浜名製材～竜山大橋

天重21

A

よこやまちょう

横山町

570 A
無堤

(堤体漏水)
積土のう工右

横山樋管～天白神社

A

26 天竜川

月橋

右 170 
天竜区

32 A
暫定堤防
(堤体漏水)

積土のう工
暫定堤防

(越水(溢水))
31 天竜川

飯田線天竜橋より上流

右 200 天重23
天竜区

570 

さくまちょうはんば

佐久間町半場

A

200 

よこやまちょう

横山町

つき

月

天竜川

27

天竜川30

天重21
無堤

(越水(溢水))

天竜川

天竜川

横山樋管～天白神社

天竜区
さくまちょうはんば

佐久間町半場

天竜区

天竜区
さくまちょうはんば

佐久間町半場

天竜区

A
暫定堤防

(越水(溢水))
積土のう工

A
暫定堤防
(堤体漏水)

天重24

積土のう工

積土のう工

積土のう工 天重23

天重22

注意を
要する
理　由

水  防
工  法

備考

暫定堤防
(堤体漏水)

天重24

天重22

積土のう工暫定堤防

暫定堤防
(越水(溢水))

650 

右

260 

浜名製材～竜山大橋

550 

重要度A・小計 河川：29箇所

A

35 天竜川

佐久間小学校～中部橋

天竜区
たつやまちょうあゆつり

龍山町鮎釣

550 

A

河川名
ランドマーク及び地先名 左

右
岸

延長
(ｍ)

天竜区

右

右

重
要
度

積土のう工

位  置
（自～至）

積土のう工

番
号

右

天竜区

28

さくまちょうはんば

佐久間町半場
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区 町・大字

鹿島橋上流 25.25K+70m
～

25.50K+70m

二俣城跡下流 25.9K
～

26.1K

二俣城跡下流 25.9K
～

26.1K

塩見渡橋上下流 27.75K
～

28.25K

32.75K+100m
～

33.00K+80m

気田川合流点 39.75K+100m
～

39.75K+150m

平沢川～雲名橋下流200ｍ 41.00K-120m
～

41.00K+130m

雲名橋上下流 41.05K
～

42.35K

雲名橋 41.25K+120m
～

42.25K+140m

46.0k
～

46.0k+160m

電発No.46+15m
～

電発No.48-60m

電発No.46+15m
～

電発No.48-60m

0.8K+120m
～

1.0K+100m

1.4K+36m
～

2.6K

1.8K
～

2.0K+165m

1.8K
～

3.2K

2.0K+120m
～

2.4K+110m

2.0K+195m
～

3.2K

2.6K+100m
～

3.2K+100m

4.0K+120m
～

4.8k+110m

すべり破壊の
安全性Fs不足

Bさんしんちょう

三新町

かわわちょう

河輪町

中央区
さんしんちょう

三新町

49 天竜川

遠州大橋上流～掛塚橋

右 1,045 
中央区

46 天竜川

遠州大橋上流

右 390 B

遠州大橋上流

47 天竜川

天竜区
さくまちょうさくま

佐久間町佐久間

1,470 B
パイピング破
壊安全度i超

過

左

天竜区
ひがしうんな

東雲名

暫定堤防

すべり破壊の
安全性Fs不足

天竜川

旧天竜土木事務所佐久間支所

左 240 B

無堤

B

39 天竜川 左 1,300 B
パイピング破
壊安全度i超

過

パイピング破
壊安全度i超

過天竜区
ふたまたちょうかじま

二俣町鹿島

38 天竜川 左 250 B

パイピング破
壊安全度i超

過天竜区
ふたまたちょうかじま

二俣町鹿島

35 天竜川 左 500 B

ふたまたちょうかじま

二俣町鹿島

34 天竜川 左 160 B

33 天竜川 左 160 B
すべり破壊の
安全性Fs不足

河輪水準基標上流

48 天竜川 右

積土のう工おいまちょう

老間町
河積不足820 

中央区
B

140 

天竜区
ひがしうんな

東雲名

天竜川

ひがしうんな

東雲名

琴平神社

天竜川
天竜区

河積不足B130 

ふたまたちょうかじま

二俣町鹿島

B

左

ちくさ

千草
左 50 

32 天竜川

37 天竜川

積土のう工

木流し工

ランドマーク及び地先名 左
右
岸

240 
旧天竜土木事務所佐久間支所

表4-2-2　直轄区間重要水防箇所（重要度B）

河川名
水  防
工  法

備考

43

番
号

河積不足

重
要
度

1,050 

延 長
(ｍ)

位  置
（自～至）

B

B

天竜川

天竜川

41

51 天竜川

42

左

西遠浄化センター

天竜区

天竜区

B

注意を
要する
理　由

河岸洗掘
護岸未施工

根固め洗掘

河積不足

36

右 220 

天竜区

天竜区

天竜区

遠州大橋200ｍ下流より上流

天竜区
さくまちょうさくま

佐久間町佐久間

B
中央区

まつしまちょう

松島町

B

河積不足

中央区

遠州大橋～掛塚橋

右
中央区

さんしんちょう

三新町

安間川合流点～社護司神社

B

夢のかけ橋～小松崎ロッジ

河積不足

450 

右

さんしんちょう

三新町

積土のう工天竜川 右 560 B

おおかわ

大川

天竜川

50

中央区
かわわちょう

河輪町

河積不足
中央区

右

44

950 40

45

ひがしうんな

東雲名
左

天竜川 230 

河積不足

左

積土のう工

～

～
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区 町・大字

4.2K+114m
～

4.6k-115m

ソニー浜松 5.4K+110m

～

6.0K+90m

ソニー浜松 5.6K+170m
～

5.8K+150m

6.4K
～

9.2K

7.4K+110m

～

7.8K+120m

9.6K+135m
～

9.8K+75m

9.8K+150m
～

10.0K

10.2K+60m
～

10.4K

10.6K+100m
～

10.8K+110m

11.0K+80m
～

11.2K+90m

12.2K
～

13.8K

12.8K
～

13.0K

13.8K
～

17.8K

14.0K
～

17.0K

15.2K+80m

～

15.4K+80m

17.8K
～

18.2K

18.2K
～

22.6K

18.8K
～

19.4K

22.2K+40m

～

22.4K

B R4巡視結果70 天竜川 右 100 
浜名区

かみじま

上島

河積不足
浜名区

りゅうなん

竜南

浜北滑空場

66 天竜川

竜南緑地公園上流

右 160 B

河積不足
中央区

つるみちょう

鶴見町
右

53 天竜川
中央区

おいまちょう

老間町
右 580 B 河積不足

浜名区
なかぜ

中瀬

パイピング破
壊安全度i超

過浜名区
ながしま　かみじま

永島～上島

69 天竜川

浜北清掃センター～中瀬南分団水防倉庫

右 605 B
堤防脆弱性指
標による判定

浜名区
ながしま

永島

68 天竜川

浜北大橋～浜名ワークス

右 4,240 

中央区
ゆたかちょう　やわた

豊町～八幡

67 天竜川

八雲神社

右 420 
堤防脆弱性指
標による判定

中央区
ゆたかちょう　ながしま

豊町～永島

65 天竜川

かささぎ大橋上流～八幡団地

右 2,770 
パイピング破
壊安全度i超

過

木流し工
中央区

とよにしちょう

豊西町

64 天竜川

かささぎ大橋上流～浜北大橋下流

右 3,740 

堤防脆弱性指標によ
る判定

すべり破壊の安全性
Fs不足

河積不足
積土のう

工中央区
なかのまち　じょうこうちょう

中野町～常光町

63 天竜川

かささぎ大橋下流

右 200 

61 天竜川

黒田樋管付近

右 170 B

B 河積不足
積土のう

工中央区
なかのまち　じょうこうちょう

中野町～常光町

堤防機能に支
障が生じる被
災履歴あり

天重19
中央区

なかのまち

中野町

60 天竜川

黒田樋管付近

右 210 

90 B
中央区

なかのまち

中野町

58 天竜川

新天竜川橋上流

右 50 B

55 天竜川 右 2,915 

中央区
おいまちょう

老間町

52

中央区

堤防機能に支
障が生じる被
災履歴あり

天重18

河岸洗掘
護岸未施工

天重17木流し工

B

180 

右 1,545 

B

B

堤防脆弱性指
標による判定

中央区
150 B

B

B

右

左
右
岸

62

おいまちょう

老間町

安間川合流点～三喜工業所

天竜川54

かささぎ大橋上下流

右

つるみちょう　なかのまち

鶴見町　～　中野町

東海道新幹線～天竜川橋

新天竜川橋上流

右

天竜川

B

B

木流し工

56 天竜川

JR東海道線橋梁上下流

460 B

中央区
とよにしちょう

豊西町

B

河岸洗掘
護岸未施工

中央区
なかのまち

中野町

250 

天竜川

河岸洗掘
護岸未施工

木流し工59 天竜川

西建生コン資材置き場より下流

右

河岸洗掘
護岸未施工

B
すべり破壊の
安全性Fs不足

57 天竜川

注意を
要する
理　由

延 長
(ｍ)

位  置
（自～至）

重
要
度

番
号

河川名
ランドマーク及び地先名

備考
水  防
工  法
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区 町・大字

25.5K+200m
～

26.0K

25.9K-50m

～

25.75K+120m

25.9K
～

27.5K

25.9K
～

27.5K

26.5K+130m
～

27.0K+100m

36.75K
～

37.5K

37.0K-160m
～

37.0K+130m

36.85K
～

37.0K+130m

44.25K
～

45.0K

44.75K+150m
～

45.0K

46.50K-100m
～

46.50K+100m

電発No13
～

電発No.15

電発No53-40m
～

電発No.55+150m

37,880 

延 長
(ｍ)

位  置
（自～至）

重
要
度

注意を
要する
理　由

水  防
工  法

備考
番
号

河川名
ランドマーク及び地先名 左

右
岸

B 暫定堤防 積土のう工
天竜区

わたがしま

渡ヶ島
72 天竜川

阿多古川合流点

右 170 

80 天竜川

竜山大橋下流

右 130 

79 天竜川

竜山大橋下流

右 780 

すべり破壊の
安全性Fs不足

B
パイピング破
壊安全度i超

過

B

280 78 天竜川

横山川合流点

右
天竜区

B

B 暫定堤防 積土のう工77 天竜川

横山防水倉庫～横山川学校橋

右 290 

天竜川 右

わたがしま

渡ヶ島

鹿島橋上流

木流し工

すべり破壊の
安全性Fs不足

河岸洗掘
護岸未施工

中部橋

右

450 右71

73

天竜川

82

76

560 

83

B

右

820 よこやまちょう

横山町

天竜区

天竜区
わたがしま

渡ヶ島

天竜区

天竜区
よこやまちょう

横山町

天竜区

天竜川

よこやまちょう

横山町

わたがしま

渡ヶ島

阿多古川合流点上流

右

天竜川

不動沢橋～瀬尻橋300m上流

天竜川

天竜区

よこやまちょう

横山町

天竜区
よこやまちょう

横山町

天竜区
たつやまちょうせじり

龍山町瀬尻

たつやまちょうおおみね

龍山町大嶺

B

わたがしま

渡ヶ島

秋葉ダム下流

右

200 

570 

B

横山川合流点上下流

右

2,070 

B

パイピング破
壊安全度i超

過

B

B

積土のう工

暫定堤防 積土のう工

河積不足
小段不足
断面不足

積土のう工

河積不足

すべり破壊の
安全性Fs不足

天竜区
さくまちょうなかべ

佐久間町中部

300 B 根固め洗掘

重要度B・小計

右

天竜川

74 天竜川

河川：52箇所

天竜区

阿多古川合流点～保寿寺

天竜区

パイピング破
壊安全度i超

過

2,070 

阿多古川合流点～保寿寺

81 天竜川

75

B
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区 町・大字

25.9k
～

26.1k

0.4k+30m
～

0.6k+170m

0.6k+205m
～

1k+160m

安間川合流点 3.4k+110m
～

4k+210m

6.4k+130m
～

7.8k

21.4k
～

21.8k+50m

24.4k+40m
～

24.4k+90m

24.4k+90m
～

24.6k+180m

3,810 

旧川跡
（大平川合流

点）

右 50 
旧川跡

（大平川分派
点）

340 

1,370 
要
注
意

旧川跡
（旧西派川分

派点）

要
注
意

旧川跡
（旧西派川合

流点）

旧川跡
（S20ごろの河

口付近）

要
注
意

旧川跡
（S20ごろの河

口付近）

700 

天竜川

右

旧川跡
（二俣川合流

点）

エステック～ＪＲ東海道線橋

中央区
ひがしまち

東町

要
注
意

右
中央区

しんがいちょう ざいもくちょう

新貝町 ～ 材木町

重
要
度

注意を
要する
理　由

さんしんちょう

三新町

要
注
意

200 

370 
中央区

9
五島東・河輪排水樋管より下流

右まつしまちょう

松島町

八幡神社～天竜授産所

左
天竜区

ふたまたちょうかじま

二俣町鹿島

ランドマーク及び地先名

12 天竜川

天竜川 右

中央区

11

左
右
岸

番
号

河川名

15 天竜川

天竜浜名湖鉄道天竜川橋より下流

10 天竜川

五島東・河輪排水樋管～三新町下公会堂

天竜川大平運動公園～山宗浜松工場

右 470 

要
注
意

14 天竜川
要
注
意浜名区

なかぜ

中瀬

旧川跡
（大平川分派

点）

8 天竜川

延 長
(ｍ)

位  置
（自～至）

浜名区
かみじま

上島

天竜川

天竜浜名湖鉄道天竜川橋より下流

右
天竜区

ふたまたちょうかじま

二俣町鹿島

要注意箇所・合計

310 
要
注
意

河川：8箇所

16

表4-2-3　直轄区間重要水防箇所（要注意箇所）

水  防
工  法

備考

～

～

～

～
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区 町・大字

3.2K+19m
～

8.0K+20m

18.3K+50m
～

18.6K+50m

9.2K+33m
～

9.5K+20m

5,388 

区 町・大字

16.9K

～

18.5K

30.4K+89m

～

31.5K+9m

0.5K+50m

～

1.5K

0.5K+50m

～

0.8K

2.2K+50m

～

3.2K+19m

市野橋～瑞国橋 8.0K+20m

～

13,7K

0.0K

～

18.3K+50m

18.6K+50m

～

23.2K+30m

2.8K

～

9.2K+33m

0.0K

～

2.1K

2.6K

～

3.8K+60m

0.0K

～

0.5K

中央区～浜名区

浜名区

えのしまちょう うちの

江之島町～内野

断面狭小 積土のう工

丸塚橋～今枝染工㈱
左
右

はるのちょうとよおかしのはら

春野町豊岡篠原
天竜区

米沢橋上流230mから上流へ

芳川

左
右

2 馬込川
三合橋～新橋

中央区
まるつかちょう かみあらやちょう

丸塚町～上新屋町

重要度A・小計 3箇所

左
右浜名区

うちの  こまつ

内野～小松

中央区
いいだちょう いちのちょう

飯田町～市野町

287 A

一級

積土のう工 二級

断面狭小

一級

積土のう工

一級

二級

一級

断面狭小 積土のう工

300 

積土のう工

越水

断面狭小

A 断面狭小

表4-3-1　県管理重要水防箇所（重要度A）

10

11

12

15

13

14 堀留川

5

6

7

8

安間川9

馬込川

中央区

馬込川

鼠野橋～丸塚橋

新川合流点～蜆塚排水路合流点下流100m

河口～三合橋

こまつ しんぱら

小松～新原

新橋～緑花木センター

番
号

河川名
ランドマーク及び地先名

水窪橋下流300m～翁川合流点

表4-3-2　県管理重要水防箇所（重要度B）

4

1 安間川 4,801 A
安間川橋～市野橋

左
右

左
右
岸

番
号

河川名

水窪川

3

左
右

左
右
岸

ランドマーク及び地先名

備考
延 長

(ｍ)

位  置

（自～至）

水  防

工  法

重
要
度

注意を
要する
理　由

延 長

(ｍ)

一級
天竜区 みさくぼちょうおくりょうけ

水窪町奥領家

水  防

工  法
備考

位  置

（自～至）

重
要
度

注意を
要する
理　由

積土のう工

米沢川
左
右

B 越水 積土のう工

1,600 B 断面狭小

断面狭小 積土のう工気田川
左
右

1,020 B

豊岡橋上流～県道水窪森線交点

天竜区 はるのちょうとよおかうえった

春野町豊岡植田

天竜区

一級

B

断面狭小

断面狭小

4,580 B 断面狭小

B 積土のう工

969 積土のう工断面狭小

断面狭小

市場橋～安間川橋

いちのちょう かさいかみまち

市野町～笠井上町中央区

杉川
左
右

950 B 断面狭小

しんがいちょう いいだちょう

新貝町～飯田町

安間川

篠原橋上流～林道新仙郷橋

250 みなざわ

米沢

一級

5,680 

二級

左
右

18,350 

左
右

B 積土のう工 二級

左
右

二級B

二級いりのちょう

入野町

積土のう工

芳川
左
右

6,933 ねずみのちょう まるつかちょう

鼠野町～丸塚町
積土のう工

1,260 

2,100 B
左
右

二級B 積土のう工

東神田川
左
右

500 かみがやちょう

神ヶ谷町

新川合流点～うめがや橋上流150m

中央区

中央区
積土のう工 二級B

中央区

鴨江排水路合流点(西伊場第三公園)～大島橋

中央区

左
右

堀留川

ひがしわかばやしちょう

東若林町
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区 町・大字

山神橋～神田橋 4.6K

～

5.8K

3.0K

～

3.3K+50m

2.5K+60m

～

2.6K+10m

森川橋から上流へ 3.4K+70m

～

4.4K+20m

1.1K

～

1.3K

1.8K

～

2.6K

4.5K

～

5.5K

島田橋から上流へ 8.9K

～

10.0K

18.2K+50m

～

19.1K+50m

0.0K

～

1.8K

馬込川河口

～

天竜川河口

馬込川河口

～

西へ2,500m

52,542
 5,904

備考

二級

B 二級

積土のう工

断面狭小

27

28

重要度B
合計

河川：22箇所
海岸： 2箇所

B 海岸侵食 積土のう工

積土のう工

23

24

25

26

断面狭小 積土のう工

越水 木流し工

断面狭小

番
号

20

16

18

19

B

21

22

B

浜名区 いなさちょういいのや

引佐町井伊谷

いなさちょういいのや

引佐町井伊谷

積土のう工 二級

二級ほそえちょうきが  なかがわ

細江町気賀～中川

澪つくし橋下流50m～井伊谷川流入点

浜名区

浜名区

1,800 B

左
右

大明神橋上流100m～花平橋上流150m

浜名区

左
右

1,100 

浜名区

左
右

井伊谷川
左
右

ほそえちょうおの

細江町小野

都田川合流点～小野地区コミュニティ防災セン
ター上流100m

河川名
ランドマーク及び地先名

B 越水 積土のう工 二級

積土のう工 二級

海岸侵食

断面狭小

B

左
右
岸

重
要
度

注意を
要する
理　由

延 長

(ｍ)

位  置

（自～至）

1,200 B
左
右

積土のう工 二級

水  防

工  法

積土のう工 二級

積土のう工 二級

森川橋の500m下流域

浜名区 みっかびちょうひびさわ

三ヶ日町日比沢

左
右

350 B

越水

浜名区

断面狭小

断面狭小

井伊谷川

50 B

駒場橋の下流側

釣橋川 断面狭小

二級
みっかびちょうほんざか

三ヶ日町本坂

左
右

800 

積土のう工
左
右

950 B

左
右

200 

浜松
篠原海岸

2,500 

井伊谷川

浜松
五島海岸

3,404 

都田川 900 

中央区
なかたじまちょう しろわちょう

中田島町～白羽町

井伊谷川 1,000 

B

岩成橋から上流へ

日比沢川
左
右

東神田川

日比沢川

都筑大谷川

みっかびちょうただき

三ヶ日町只木

にしやまちょう

西山町中央区

馬込川河口から西へ

浜名区

浜名区 みっかびちょうつづき

三ヶ日町都筑

小野地区コミュニティ防災センター上流100mから上流

　　　　いだいら

引佐町伊平

えのしまちょう  まつしまちょう

江之島町～松島町

馬込川河口～天竜川河口

中央区
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第５表 湛水注意箇所一覧 

表 5-1 浜松市内の湛水注意箇所一覧 

（時間雨量 50 ㎜及び異常潮位） 

位 置 関 係 河 川 名 湛水面積（ha） 摘 要 

浜松市天竜区二俣地内 二 俣 川 52.5 

浜松市天竜区横山町地内 横 山 川 1.2 

浜松市天竜区東雲名地内 平 沢 川 2.8 

浜松市中央区入野町～西鴨江町地内 新 川 260.0 

浜松市浜名区内野地内 御 陣 屋 川 70.0 

浜松市浜名区三ヶ日町尾奈地内 西 神 田 川 40.0 

浜松市浜名区三ヶ日町三ヶ日地内 宇 利 山 川 50.0 

浜松市浜名区三ヶ日町都筑地内 都 筑 大 谷 川 60.0 

浜松市浜名区細江町中川地内 都 田 川 163.0 

浜松市中央区上島地内 馬 込 川 50.0 

浜松市浜名区小松、内野地内 馬 込 川 15.0 

浜松市中央区頭陀寺町地内 芳 川 10.0 

浜松市中央区頭陀寺町、領家、中島、向宿地内 芳 川 180.0 

浜松市中央区葵東、小豆餅地内 段 子 川 84.0 

浜松市浜名区引佐町井伊谷地内 井 伊 谷 川 30.0 

浜松市浜名区三ヶ日町只木地内 釣 橋 川 60.0 

計 16 箇所 1,128.5 
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第６表 水防上重大な影響のある橋梁一覧 

表6-1 水防上重大な影響のある橋梁一覧 

河川名 路  線 
橋 梁 

（構 造） 

形 状 

（LW）m 
位  置 影響の内容 管 理 者 

天竜川 (一) 大輪天竜線 
竜山大橋 

(鋼構橋鈑桁) 

212.80

6.30

天 竜 区 

龍山町大嶺 
桁下不足 浜 松 市 

天竜川 (一) 中部天竜停車場線 中部大橋 
216.56

6.38

天 竜 区 

佐久間町中部 
桁下不足 浜 松 市 

天竜川 (一) 中部天竜停車場線 
中 部 橋 

(補剛ﾄﾗｽ) 

164.50

1.50

天 竜 区 

佐久間町中部 
桁下不足 浜 松 市 

天竜川 (国) １５０号 
掛 塚 橋 

(ﾄﾗｽ橋) 

877.00

7.00

中央区 

河 輪 町 

桁下不足 

根入れ不足 
静 岡 県 

天竜川 ＪＲ東海道本線 
天竜川橋 

(ﾄﾗｽ橋)

1,209.00

14.50

中央区 

材 木 町 
桁下不足 ＪＲ東海㈱ 

天竜川 東名高速道路 
天竜川橋 

(PRC23 径間連続箱桁)

1,071.40

25.50

中央区 

常 光 町 
桁下不足 中日本高速㈱ 

天竜川 (一)両島二俣線 
塩見渡橋 

(鋼板桁) 

394.00

7.25

天 竜 区 

渡 ヶ 島 
桁下不足 浜 松 市 

天竜川 (一)渡ケ島横山線 
伊砂橋 
(単純合成箱桁及

びﾄﾗｽﾗﾝｶﾞｰ) 

235.00

9.50

天 竜 区 

船 明 
桁下不足 浜 松 市 

天竜川 (市) 西川秋葉山線 
竜山橋 

(鋼床鈑吊橋) 

164.40

3.40

天 竜 区 

龍山町大嶺 
桁下不足 浜 松 市 

天竜川 (市)龍山青谷峰之沢線 
峰之沢橋 

(鋼補剛ﾄﾗｽ吊橋)

156.00

1.00

天 竜 区 

龍山町下平山 
桁下不足 浜 松 市 



水系名 河川名 ダ ム 名
型

式

目

的

堤高
(m)

総(有効)
貯水容量
 （千㎡）

ダ
ム
の
種
類

所 在 地
ダ ム

管理者名
竣工
年度

天竜川 天竜川 佐久間 G P 155.5
(205,444)
326,848

Ⅰ 天竜区佐久間町佐久間電源開発㈱ 昭31

天竜川 天竜川 秋葉 G P 89.0
(7,750)
34,703

Ⅲ 天竜区龍山町戸倉 電源開発㈱ 昭33

天竜川 天竜川 船明 G
AWI
P

24.5
(3,600)
10,900

Ⅱ 天竜区船明 電源開発㈱ 昭52

天竜川 水窪川 水窪 R P 105.0
(22,800)
30,000

Ⅰ 天竜区水窪町地頭方 電源開発㈱ 昭44

天竜川 大千瀬川 新豊根 A FP 116.5
(40,400)
53,500

- 愛知県北設楽郡豊根村
国土交通省
電源開発㈱

昭48

都田川 都田川 都田川 R FAW 55.0
(10,340)
12,020

Ⅳ 浜名区引佐町川名 静岡県 昭61

(注)　ダムの種類

第Ⅰ類

　その設置に伴い、下流の洪水流量が著しく増加するダムで、これによって生ずる災害を防止するため、
当該増加流量を調節することができると認められる容量を確保して、洪水に対処する必要があるもの。

第Ⅳ類

　貯水池の水位を常時満水位として洪水に対処しても、災害の防止上支障がないダム。

第Ⅱ類

　堆砂によりその上流の河床が上昇したダム、又はその設置者が貯水池の敷地として権限を取得した土地
の広さが十分でないダムで、洪水時にその上流の水位が上昇することによって生ずる災害を防止するた
め、貯水池の水位を予備放流水位として、洪水に対処する必要があるもの。

第Ⅲ類

　貯水池の容量に比して、洪水吐の放流能力が大きいダム、又は洪水吐ゲートの操作の方法が複雑である
ダムで、貯水池の水位を予備放流水位として洪水に対処することが、災害の発生の防止上適切と認められ
るもの。

第７表　　ダム一覧

(注)　型式

G:重力式コンクリートダム　R:ロックフィルダム　A:放物線アーチ式コンクリートダム

(注)　目的

表7-1　ダム一覧

P:発電　A:かんがい　I:工業用水　W:上水　F:洪水調整
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幅1.00m 鋼製

高1.30m 1門

幅1.50m 鋼製

高1.50m 1門

幅4.00m 鋼製

高2.00m 1門

幅3.70m SUS製

高3.10m 1門

幅1.00m 鋼製

高1.30m 1門

幅2.00m SUS製

高1.00m 1門
幅2.00m SUS製
高1.00m 1門

幅2.30m 鋼製

高1.50m 1門

幅3.50m 鋼製

高2.10m 1門

幅1.70m 木製

高1.90m 1門

幅2.50m SUS製

高0.90m 1門

幅2.20m SUS製

高1.20m 1門

幅2.00m 木製

高2.50m 1門

幅2.00m 鋼製

高2.00m 1門

幅4.00m 鋼製

高2.10m 1門

幅2.50m 鋼製

高2.00m 1門

幅1.80m 木製

高1.00m 1門

幅1.25m 木扉 ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ式

高1.25m 1門 手動巻揚式

幅2.10m 木扉

高1.00m 2門

幅1.50m 木扉

高1.90m 4門

幅2.50m 鋼製

高2.00m 1門

天竜川 幅2.00m 鋼製

(豊田川) 高2.30m ３門

幅3.50m 鋼製

高1.80m １門

〃

形状寸法 機能別

〃

〃

〃

〃

〃

中 央 土 木
整備事務所

〃

〃

管理者

管理者

〃

〃

中 央 土 木
整備事務所

〃

〃

〃

〃

手 動

〃

9

7

10

6

7

8

NO

10

12

5

河川・海岸名 水門・甲門別名称 位    置

4

3

8

13

1

2

9

豊西排水樋管11 天竜川

形状寸法位    置

堀留運河 東伊場排水樋門 東伊場二丁目

河川・海岸名

豊 町

2

3

4

6

馬込川

　〃

　〃

　〃

　〃

表８表　　水防上注意を要する水門等一覧

表8-1　水防上注意を要する水門等一覧

（１３箇所）

NO

1

新川

　〃 南浅田樋門 南浅田二丁目

寺島樋門

5

曳馬排水水門

新川浄化水門

北 寺 島 町

　〃

曳馬川

新川浄化水路

木戸樋門

佐藤樋門

船越樋門

早出樋門

北寺島樋門

馬込第１排水区樋門

〃

電 動

〃

中央一丁目

高林五丁目

高林四丁目

船 越 町

十 軒 町

浅 田 町 〃

木 戸 町

佐 藤 町

〃

〃

〃

〃

〃

手 動

〃

〃

水門・甲門別名称

　〃 東伊場６号排水ポンプ 東伊場二丁目 300mm口径

（１２箇所）

機能別

表8-2　水防上注意を要する水門等一覧

　〃

植松樋門

安間川

薬新樋門

安新樋門

安間樋門

　〃

　〃

半場樋門

　〃

安 新 町

安 間 町 〃

植 松 町

笠井新田町

中 郡 町

安 間 町 手 動

〃

電 動

〃

農地整備課

浜松土地改良区

〃

中 央 土 木
整備事務所

〃

〃

手 動

　〃

手 動

電 動白 鳥 町

　〃 上石田堰 上 石 田 町

材 木 町

薬 新 町

〃　〃 安間第２樋門

国土交通省

芳川

笠井新田堰

中郡堰

豊田樋門

貯水量 980 12 馬込川 反り田池 有 玉 西 町

11 　〃 寺島第二樋門 寺 島 町 電 動
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幅4.00m 鋼製

高3.70m 4門

幅1.50m 木扉

高1.20m 1門

幅1.50m

高8.00m

幅4.40m SUS製

高2.00m 1門

幅3.00m SUS製

高1.60m 1門

幅4.40m SUS製

高2.00m 1門

幅1.0m 鋼製

高1.0m 1門

幅1.0m 鋼製

高1.0m 1門

幅1.0m 鋼製

高1.0m 1門

幅1.25m 鋼製

高1.0m 1門

幅1.0m 鋼製

高1.0m 1門

幅1.0m 鋼製

高1.0m 1門

幅3.0m 鋼製

高1.5m 1門

幅3.0m 鋼製

高1.5m 1門

幅1.0m 鋼製

高1.0m 1門

幅1.0m 鋼製

高1.0m 1門

幅3.20m SUS製

高1.20m 1門

幅3.00m 木扉

高3.20m 2門

幅3.00m 鋼製 手 動

高1.80m 1門 自動降下式

幅4.25m 鋼製

高2.20m 2門

幅2.00m 鋼製

高1.30m 1門

幅1.20m 鋼製 手 動

高1.50m 1門 自動降下式

幅0.70m 鋼製 手 動

高1.20m 1門 自動降下式

幅2.00m 鋼製 手 動

高1.30m 1門 自動降下式

  〃

  〃

吹上２号川

吹上１号川

〃

〃

〃

〃

電 動

〃

手 動

〃

電 動

電 動

手 動

中 央 土 木
整備事務所

静 岡 県

〃

農地整備課

中 央 土 木
整備事務所

中 央 土 木
整備事務所

〃

東 大 山

西 大 山

〃

3

堀留川 新川樋門 入 野 町

大山町東大山

和地大谷川 大山町井堰

表8-3　水防上注意を要する水門等一覧

管理者

4

2

1

　（８５箇所）

奥山田池

河川・海岸名

大山町樋門

都田川

13

15

NO

26

27

19

16

28

25

20

29

21

24

22

花川

六軒川

新川

柳坪池

  〃

水門・甲門別名称 位    置

村 櫛 町 貯水量 1,900 

形状寸法 機能別

角 落 と し

貯水量 1,500 

大山町西大山

〃

八平池

7 　〃 一の坪池

三山池

〃

6

5 大 久 保 町

貯水量 2,300 〃

〃 貯水量 1,400 〃

旧新川

830 

村 櫛 町

〃 貯水量8 　〃

17

18

  〃

23

〃

12   〃 新川左２号樋門 篠 原 町

村櫛排水路48号
（村櫛川）

新川左３号樋門

新川左５号樋門

  〃

  〃

  〃

  〃

新川左６号樋門

〃

〃

新川左７号樋門

新川左８号樋門

〃

〃

〃

〃

〃

電 動

新川左９号樋門

新川右８号樋門

〃

北脇樋門 入 野 町

〃長池雨水１号幹線樋門

東海道北線雨水渠樋門

舞阪町舞阪

〃

〃

〃

〃

〃

〃

長池雨水２号幹線水門

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

  〃

西町雨水幹線樋門 〃 〃

普通河川９号川樋門 〃

  〃 蜆山樋門 〃 〃

都田川
（浜名湖）

〃

  〃

11   〃

村櫛樋門

10   〃 志都呂２号樋門 〃

9   〃 志都呂１号樋門 志 都 呂 町

新川右９号樋門

〃 〃

志都呂３号樋門 〃 〃 〃

〃

14   〃 新川左４号樋門 〃
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幅1.00m 鋼製 手 動

高1.00m 1門 自動降下式

幅0.70m 鋼製

高1.20m 1門

幅2.50m 鋼製

高2.20m 1門

幅2.00m 鋼製 手 動

高1.20m 2門 自動降下式

幅1.00m 鋼製

高1.00m 1門

幅1.00m 鋼製

高1.00m 1門

幅1.00m 鋼製

高1.00m 1門

幅1.00m 鋼製

高1.00m 1門

幅1.00m 鋼製

高1.00m 1門

幅1.00m 鋼製

高1.00m 1門

幅1.00m 鋼製

高1.00m 1門

幅1.20m 鋼製

高1.20m 1門

幅1.20m 鋼製

高1.20m 1門

幅0.90m 鋼製 手 動

高1.00m 1門 手動巻揚式

幅0.90m 鋼製 手 動

高1.00m 1門 自動降下式

幅1.00m 鋼製

高1.00m 1門

幅1.20m 鋼製

高1.20m 1門

幅1.00m 鋼製

高1.00m 1門

幅1.20m 鋼製

高1.20m 1門

幅1.30m 鋼製

高1.10m 1門

幅0.86m 鋼製 手 動

高0.90m 1門 手動巻揚式

幅1.50m 鋼製 手 動

高1.50m 1門 自動降下式

幅1.20m 鋼製

高1.20m 1門

幅1.50m 鋼製

高1.50m 1門

幅2.00m 鋼製

高2.00m 2門

幅0.60m 鋼製

高1.00m 1門

幅1.00m 鋼製

高1.00m 1門

幅1.00m 鋼製

高1.00m 1門

幅1.00m 鋼製

高1.00m 1門

幅1.00m 鋼製

高0.80m 1門

雄踏20号樋門

電 動

国一浜表雨水渠樋門

中 央 土 木
整備事務所

  〃

雄踏19号樋管

  〃

〃

〃

雄踏14号樋門

〃

  〃

雄踏21号樋管

都田川
（浜表船溜）

  〃 〃

〃雄踏5号樋門

〃

〃

33

雄踏7号樋門40

36

31

〃

〃

舞阪町舞阪

38

39

32

42

48

41

37

35

34

NO

30

〃雄踏3号樋門

〃

雄踏8号樋管

43

44

53

57

56

  〃

  〃

  〃50

45

46

雄踏15号樋門

大谷川支流

54

55

大谷川

58

59

49

51

52

  〃

  〃

47

舞阪町長十新田 〃

位    置 形状寸法 管理者

手 動

機能別

８号川雨水幹線樋門

水門・甲門別名称河川・海岸名

  〃

玄済掘船溜 第２船溜岐佐雨水渠樋門

都田川
（玄済掘船溜）

舞 阪 町 舞 阪

〃

都田川
（浜名湖）

浜第１雨水渠樋門

雄踏1号樋門

〃

雄踏町山崎 〃

〃

〃

〃  〃 〃〃雄踏2号樋門

  〃 〃

〃

雄踏4号樋門 〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃雄踏18号樋管

大谷川支流

〃

雄踏11号樋管

雄踏10号樋門

雄踏12号樋門

雄踏13号樋門

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

雄踏町宇布見

〃

〃

雄踏6号樋門 〃

〃

〃

〃

  〃 雄踏16号樋門

  〃

  〃

六間川

六間川支流

  〃

都田川
（浜名湖）

大谷川

  〃

  〃

  〃

〃

〃

雄踏22号水門

雄踏23号樋門

雄踏24号樋門

雄踏25号樋門

〃

〃

〃

雄踏17号樋門

〃

〃

〃

〃雄踏26号樋管

雄踏28号樋門 〃〃
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幅3.00m 鋼製 手 動

高1.30m 1門 自動降下式

幅1.00m 鋼製

高1.00m 1門

幅1.30m 鋼製 手 動

高1.20m 1門 手動巻揚式

幅1.00m 鋼製 手 動

高1.00m 1門 自動降下式

φ500 鋼製 手 動

円形 1門 手動巻揚式

幅1.00m 鋼製 手 動

高1.00m 1門 自動降下式

幅0.60m 鋼製 手 動

高0.60m 1門 手動巻揚式

幅2.00m 鋼製 手 動

高2.00m 1門 自動降下式

幅0.76m 鋼製 手 動

高0.90m 1門 手動巻揚式

幅1.00m 鋼製 手 動

高1.00m 1門 自動降下式

幅1.00m 鋼製

高1.00m 1門

幅1.00m 鋼製

高1.00m 1門

幅0.50m 鋼製 手 動

高0.50m 1門 手動巻揚式

幅2.00m 鋼製 手 動

高2.00m 1門 自動降下式

幅2.00m 鋼製

高2.00m 1門

幅2.00m 鋼製 手 動

高2.00m 1門 自動降下式

幅2.00m 鋼製 手 動

高2.10m 1門 自動降下式

幅3.00m 鋼製

高1.00m 1門

幅1.00m 鋼製

高1.00m 1門

幅0.80m 鋼製

高0.60m 1門

幅1.00m 鋼製 手 動

高1.00m 1門 手動巻揚式

幅2.00m 鋼製 手 動

高1.80m 1門 自動降下式

幅1.50m 鋼製

高1.00m 1門

幅1.50m 鋼製

高1.00m 1門
手 動

雄踏町山崎

雄踏町山崎

大谷川 雄踏29号樋門 雄踏町宇布見

水門・甲門別名称

〃

74

61

NO

〃

形状寸法位    置

中 央 土 木
整備事務所

雄踏43号樋門  〃

  〃

雄踏34号樋門

〃

  〃

村 櫛
土地改良区

農地整備課

〃

手 動

管理者

〃

4,134 貯水量

66

67

84

  〃

68

村 櫛 町

雄踏町山崎

〃

雄踏51号樋門

雄踏44号樋門（浅羽排
水ポンプ場）

72

73

村櫛Ａ３樋門

71

65

河川・海岸名

69

76
雄踏45号樋門（領家川
排水ポンプ場）

雄踏32号樋門

  〃

  〃

雄踏33号樋管

〃

貯水量 6,576 

  〃

九領川

雄踏30号樋管

63

64

60

雄踏50号樋門

雄踏55号樋門

  〃

雄踏31号樋門62

70

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

機能別

  〃

  〃

雄踏39号樋門

雄踏40号樋門

雄踏41号樋管

雄踏42号樋門

大谷川支流

  〃

大谷川支流

大谷川

新川
（浜名湖）

〃

〃

〃

〃

〃 〃

〃

〃

〃

〃

雄踏35号樋門

雄踏36号水門

雄踏37号樋管

雄踏38号樋門

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃 〃

〃

〃

〃

85

〃

〃

フラップゲート

〃

〃

〃

〃

〃

〃

観音ヶ谷池

六間川

79   〃

新川

80

81
雄踏56号樋門（領家団地南地
区排水ポンプ場）

老ヶ谷池

  〃

75

77

83

都田川
（浜名湖）

82

〃村櫛Ａ５樋門

村櫛56号排水路

〃

〃

  〃

〃

 　　 〃

78

雄踏52号樋門

雄踏町宇布見

新川

〃
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幅3.70m 鋼製

高3.10m 1門

幅3.00m 鋼製

高2.00m 2門

幅3.50m 鋼製

高2.50m 2門

幅1.50m 鋼製

高1.50m 2門

幅2.10m 木製

高2.00m 2門

幅2.00m 鋼製

高2.00m 1門
φ600 木製

円形 1門

幅1.50m 鋼製

高1.50m 1門

幅2.50m 鋼製

高2.50m 2門

幅2.50m 鋼製

高1.50m 1門

幅1.00m 鋼製

高1.00m 1門

幅1.10m 鋼製

高1.10m 1門

幅6.40m 鋼製

高1.85m 1門

幅2.50m 鋼製

高1.10m 1門
幅50.00m

高 1.20m

400m×120m

水深3.00m

手 動 巻 揚

用 水 取 栓

幅0.90m 鋼製

高1.00m 1門
幅24.50m ゴム製

高2.30m 2門

9

10

　〃 〃

西 南 部
土地改良区

  〃

〃

  〃

浜 松
土地改良区

中 央 土 木
整 備 事 務 所

中 央 土 木
整 備 事 務 所

〃

手 動

手 動
東 南 部

土地改良区

〃江野島21号排水樋門 江 之 島 町

五島西排水樋門 江 之 島 町 〃

江 之 島 町 〃

農地整備課

電 動倉 松 町御台場樋門

  〃 江野島18号排水樋門

〃

  〃 西島樋門 江 之 島 町

電 動

堀留川 東若林１号排水ポンプ 口径

手 動

  〃
寺脇排水機場
排水樋門

寺 脇 町 〃

  〃

芳川

若 林 町

  〃 東部排水機場 寺 脇 町

8   〃 排水樋門 参 野 町 〃

300mm

6

位    置

　（３１箇所）

〃

機能別形状寸法

形状寸法

9

12

11

〃

機能別 管理者

3

11

7

8

位    置

4

14

1

河川・海岸名

3

5

10

13

4

水門・甲門別名称

12

13

表8-5　水防上注意を要する水門等一覧表

2

水門・甲門別名称NO

7

2

NO

表8-4　水防上注意を要する水門等一覧表

1 大 塚 町

管理者

〃

安間川

馬込川

河川・海岸名

  〃

〃

電 動

〃白 羽 町

下 江 町

中 田 島 町六軒川排水樋門

大圦樋門

芳川左１号樋門

大島逆水樋門 東 若 林 町

　〃

　〃

　〃

　〃

静 岡 県

農地整備課

都田川 電 動 農地整備課

屋島川

潜竜樋門

須部堰

増沢池

新田第一池

赤堀田池

お宮の池 〃

都田町谷上

都田町中津

　〃

　〃

　〃

鴨谷第一池

浜 名 土 木
整備事務所

ｺﾝｸﾘｰﾄ落差工

調 整 池

農地整備課

千頭ｹ谷池

都 田 町

都田町須部

新都田一丁目

都田町須部

都田町中野

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

1,400 〃

5 　〃 鴨谷第二池 新都田一丁目

和田池

貯水量 4,770 〃

6 　〃 新田第三池 都 田 町 貯水量

6,200 

瀬戸北部用水水門

瀬戸転倒堰

貯水量 790 

　〃

　〃

細江町中川１区

〃

手動巻揚式

自動転倒式

〃

〃

大塚樋門

18,000 

（１４箇所）　

農地整備課

中 央 土 木
整 備 事 務 所

貯水量 2,200 

3,960 貯水量

貯水量

貯水量

貯水量

15,000 
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幅1.00m 鋼製

高1.00m 1門
幅49.00m ゴム製

高2.00m １連

幅1.00m 鋼製

高1.00m 1門

幅1.00m 鋼製

高1.00m 1門

幅3.80m 鋼製

高1.00m 1門

幅0.63m 鋼製

高0.65m 1門

幅3.00m 鋼製

高1.30m 3門

幅4.50m SU製

高1.50m 1門

幅1.20m 鋼製

高3.30m 1門

幅4.80m

高3.30m 1門

幅4.00m 鋼製

高2.50m 2門

幅5.43m 鋼製

高2.60m 2門

幅2.20m 鋼製

高1.60m 2門

幅2.10m 鋼製

高4.40m 1門

幅1.80m SU製

高1.80m 1門

バルブ バタフライ

Φ0.60ｍ 鋳鉄

幅3.00m 木製（鋼枠）

高3.30m 3門

貯留量 8,000 手動巻揚式 浜 名 土 木

貯水量 12,300 用 水 取 栓 農 地 整 備 課

貯留量 7,600 

貯水量 17,800 

電 動

調 整 池

貯留量 9,000 手動巻揚式 浜 名 土 木

貯水量 3,080 用 水 取 栓 農 地 整 備 課

貯留量 50,500 

貯水量 38,772 

貯留量 8,400 

貯水量 23,700 

20 　〃 老ケ谷水門 細江町気賀伊目

河川・海岸名

〃

〃

19 都田川 川久保逆水水門 細江町中川８区 〃 〃

自動開閉式

18 滝峯川 刑部水門 細江町中川刑部 〃

14

17 　〃 清水取水門 細江町小野 〃 〃

16 井伊谷川 広岡取入水門 細江町広岡 手動巻揚式

管理者機能別水門・甲門別名称 位    置 形状寸法

24

　〃 祝田排水機場 細 江 中 川

28

刑部逆水水門 細 江 町 気 賀

手動巻揚式

22

29

（２９箇所）　

表8-6　水防上注意を要する水門等一覧表

　〃
刑部排水機場
逆水水門

〃 〃

21

NO

23 　〃

　〃

3

30

8

6

1

7

5

4

26

31

27

25

15

2

都田川 瀬戸南部用水水門

〃

細江町中川１区 農地整備課手動巻揚式

機能別

〃

三和排水逆水門 細 江 町 三 和 〃 農地整備課

自動転倒式清水転倒堰 細江町広岡

浜 名 土 木
整 備 事 務 所

〃

〃

〃

〃

　〃 山後水門 細江町気賀油田

〃

自動開閉式

北島水門

〃

NO 河川・海岸名 水門・甲門別名称 位    置 形状寸法

〃

管理者

　〃 手動巻揚式

井伊谷川

湖 北 用 水

　〃 白長谷排水樋門 細江町気賀伊目 手動巻揚式 〃

小野川 小野調整池 細江町小野 ダム工事用

農地整備課

〃

〃

(普)第２パイロツト川

(普)方広寺川

葭本川 大江樋門

貯水量 8,300 

細江町気賀下村

一の沢天池 引佐町３区

奥山温水ため池 引佐町門前 貯水量 5,522 

西の谷雨水貯留池

東の谷雨水貯留池

　〃

　〃

　〃

　〃

〃

　〃

宮 口

大屋敷雨水貯留池

小 林 貯留量

蛭沢雨水貯留池

小林雨水貯留池
浜 名 土 木
整備事務所

〃 〃〃

貯留量

馬込川

　〃

　〃

〃

146,000 

〃

調 整 池

〃

宮 口

49,700 

瀬崎雨水貯留池

梔池雨水貯留池

夜水沢雨水貯留池

尾 野

〃

貯留量

〃

〃

〃

〃

〃

18,300 
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手動巻揚式

用 水 取 栓

貯留量 9,330 手動巻揚式 浜 名 土 木

貯水量 6,150 用 水 取 栓 農 地 整 備 課

φ600/800 鋼製

円形 2門

φ800 鋼製

円形 2門

手動巻揚式

用 水 取 栓

幅1.70m 鋼製

高1.49m 1門

幅1.55m 鋼製

高1.25m 1門

貯留量 7,170 手動巻揚式 浜 名 土 木

貯水量 2,000 用 水 取 栓 農 地 整 備 課

鋼製

4門

鋼製

2門

鋼製

2門

幅9.60m 鋼製横引式

高1.20m 3方水密式

鋼製

2門

幅1.50m 鋼製 天竜土木整備事務所

高1.50m 1門 （国土交通省）

幅3.20m 鋼製

高2.50m 1門

幅1.10m 鋼製 手 動

高1.20m 1門 （補助動力付）

幅1.50m 鋼製

高1.50m 1門

幅2.00m 鋼製

高2.00m 1門

幅3.50m 鋼製

高1.30m 1門

24

〃尾 野 貯水量 11,680 

　〃 谷の奥池

　〃 東の谷三番池

21

〃

禿石樋管 渡 ヶ 島

電動巻揚式

〃

新 堀

8,200 〃

於 呂

〃

〃

電 動

手 動

浜 名 土 木
整備事務所

国土交通省

東 美 薗

中 瀬

中 瀬

中 瀬

〃

〃

電動巻揚式

機側手動ﾊﾝﾄﾞﾙ

〃

　〃 清水の谷雨水貯留池 根 堅

排水樋門 〃

調 整 値御馬ケ池雨水貯留池

浜 名 土 木
整備事務所

18 　〃 排水樋門 〃

平 口

貯留量御陣屋川

〃

調 整 池

5 　〃

河川・海岸名 水門・甲門別名称

3

横山樋管

渡ヶ島樋管

機能別

　〃 鹿島第１陸閘

内野排水機場 〃

位    置水門・甲門別名称

管理者

機能別

位    置

八幡樋管

62,070 

下 善

　〃

西の谷奥池

電 動 〃2 　〃

内 野

49,300 

電 動

貯留量

〃

〃

於 呂

手動巻揚式

赤門川雨水調整池

14

15

NO

新浜名幹線用水路

右岸導水路

上島樋門

中瀬陸閘25

26

　〃 中瀬樋管

〃

永 島

浜 松
土地改良区

永島堰

　〃

　〃

八幡川

二俣町鹿島

　（３３箇所）

形状寸法

4

電動巻揚式

表8-7　水防上注意を要する水門等一覧　　

於呂分水口

ネルピック

〃

八 幡

27

28

10

17

12 　〃

11

16

13 　〃

天竜川

9

　〃

　〃

20

19 　〃

6

29

22

NO

23

東の谷上雨水貯留池馬込川

河川・海岸名

新池雨水貯留池

形状寸法

尾 野

宮 口

浜 名 土 木
整備事務所

管理者

〃

内 野染地雨水貯留池

下善排水機場

貯留量 101,860 

〃

農地整備課

貯水量

電 動

　〃 〃 貯水量 13,000 

浜 名 土 木
整備事務所

東美薗堰

永島川樋門

〃

　〃

　〃

　〃

〃

大園樋管

横 山 町

〃二俣町大園

1 天竜川 鹿島樋管 二俣町鹿島 手 動

浜 名 土 木
整備事務所

貯留量 8,900 

調 整 池

国土交通省

〃

国土交通省

〃
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幅3.50m 鋼製

高1.30m 1門

幅1.50m 鋼製

高1.30m 1門

幅5.4m 鋼製

高5.5m 2門

幅5.4m 鋼製

高5.5m 1門

幅1.60m 鋼製 天竜土木整備事務所

高0.90m 1門 （静岡県）

幅1.10m 鋼製 天竜土木整備事務所

高0.90m 1門 （静岡県）

φ0.80m 鋼製

1門

幅1.50m 鋼製 天竜土木整備事務所

高2.50m 1門 （静岡県）

幅1.5m 鋼製

高1.5m 1門

幅3.0m 鋼製 電 動

高3.0m 2門 （エンジン）

鋼製

1門

幅2.25m 馬蹄型 天竜土木整備事務所

高2.80m ﾄﾝﾈﾙ （静岡県）

幅1.25m 鋼製

高1.25m 1門

幅1.25m 鋼製

高1.25m 1門

φ1.00m 鋼製

1門

幅1.5m 鋼製 天竜土木整備事務所

高2.0m 1門 （静岡県）

幅2.0m 鋼製

高2.25m 1門

幅1.5m 鋼製

高1.5m 1門

幅2.0m 鋼製

高2.0m 1門

幅2.6m 鋼製

高2.5m 1門

鋼製

1門

鋼製
1門

幅2.0m 鋼製

高2.0m 1門

幅2.4m 鋼製 天竜土木整備事務所

高1.2m 1門 （静岡県）

φ1.00m 鋼製

1門
幅1.0m 鋼製
高1.0m 1門

〃

〃

〃

船 明

阿蔵川放水路

7 天竜川

　〃

松間沢川

14

20

船明樋門

（　）は施設所有者

8

13

〃

27 　〃

　〃

　〃

31

28

19

9

10

23

25

12

11

15

30

26

16

22

29

17

24

18

　〃 金川樋門

気田西樋門

南口樋門

21 　〃

　〃

中島樋門

　〃

　〃

天竜川 鹿島第３陸閘

横山第１樋門

松間樋門

江平排水ポンプ

唐沢樋門

横山第２樋門

　〃

松草樋門

春野町長蔵寺

大堀川樋門 〃

熊切川

二俣川

　〃 春野町里原

横山第３樋門 〃

唐井栗樋門

松間樋門

横山川

春野町気田

春野町気田

〃

二俣町二俣

気田水門　〃

〃

〃 〃

〃

二光樋門

鹿島第２陸閘

春野町松草

二俣町阿蔵

〃

二俣町鹿島 手 動

手 動

〃

手 動

天 竜 土 木
整備事務所

天 竜 土 木
整備事務所

春野町金川

〃

電 動

〃

〃

自 動 開 閉

小 川

春野町犬居

〃

〃

横 山 町

天竜川 鮎釣樋管

　〃

　〃

手 動

横山川

　〃

里原樋門（１号）

中山川

32

里原樋門（２号）

　〃

気田川

犬居水門

龍山町大嶺

〃

和田之谷樋門 春野町東領家

下ノ戸沢樋門

手 動
佐久間町佐久

間
天 竜 土 木
整備事務所

33 　〃 殿島樋門

国土交通省

春野町里原
鋼製フラップ
ゲ ー ト

横 山 町

〃

〃

手 動

手 動

天竜土木整備
事 務 所

〃

口径 350mm

自 動 開 閉

手 動

電 動

〃

手 動

〃

手 動

〃

〃

〃

農地整備課

〃

〃

R4.5m 標 準

〃

〃

NO 河川・海岸名 水門・甲門別名称 位    置 形状寸法 機能別 管理者

〃

〃
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水防倉庫

1 天竜川
中 ノ 町
出 張 所

中央区 国吉町
国 土
交 通 省

258 23,465
13.5巻

65
532 0 345 0 5,458 135 24 59 45 25 23 16 33 8 9 14 20 108 2,600 17 0 0 2

計 1 258 23,465 65 532 0 345 0 5,458 135 24 59 45 25 23 16 33 8 9 14 20 108 2,600 17 0 0 2

水防倉庫

1
天竜川
馬込川

静 岡 県
浜松土木

中央区
中 央
一丁目

静 岡 県 0 0 4,000 400 5 10 1 0 0 18 0 40 0 2 20 0 0 4 33 1 1 0 1 0 0 0

2
天竜川

外
天竜支局 天竜区

二俣町
鹿 島

〃 140 0 3,000 0 0 300 60 0 0 6 0 13 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 2 140 0 7,000 400 5 310 61 0 0 24 0 53 0 2 28 0 0 4 33 1 1 0 1 0 0 0

ペン
チ

(丁)

担架
(本)

救命
綱
(本)

バー
ル

(丁)

照明
具

(灯)

発電
機
(台)

コード
リール
(丁)

石箕
(ヶ)

つる
はし
(丁)

くわ
(丁)

鋸
(丁)

斧
(丁)

鎌
(丁)

器　　　　　　　　　　　　　　　　　材

カッ
ター
(丁)

表9-1　国土交通省所管水防倉庫及び水防用資器材一覧

ロー
プ類
(m)

玄能
(丁)

石箕
(ヶ)

足場
板
(枚)

チェー
ン
ソー

(台)

その他

対
象
番
号

器　　　　　　　　　　　　　　　　　材

その他
名  称 区

シー
ト

(枚)

蛸木
(丁)

掛矢
(丁)

ハン
マー
(丁)

ショ
ベル
(丁)

ジョ
レン
(丁)

鉄線
(kg)

町
大　字

杭木
(本)

鉄杭
（本）

表9-2　静岡県所管水防倉庫及び水防用資器材一覧

対
象
番
号

河 川
海 岸

位　　　置

管 理 者

資　　　　　　材

河 川
海 岸

位　　　置

管 理 者
名  称 区

町
大　字

資　　　　　　材

空俵
(枚)

縄
(kg)

鉄線
(kg)

蛇篭
(本)

ビニル
シート
（枚）

杭木
(本)

土のう
（枚）

大型
土のう
（枚）

縄
(kg)

掛矢
(丁)

つる
はし
(丁)

蛇篭
(本)

丸釘
(kg)

莚
(枚)

コンク
リート
ブロック
（個）

鉄杭
(本)

第９表　　水防倉庫及び水防用資器材備蓄状況一覧

-
 
1
3
1
 
-

ジョ
レン
(灯)

ハン
マー
(本)

照明
具

(灯)

鋸
(丁)

斧
(丁)

ペン
チ

(丁)

鎌
(丁)

スコ
ップ
(丁)



河川海岸

20 〃

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
1
3
2
 
-

5 〃

4 〃

水　防　倉　庫 位　置

照明具
(灯)

杭木
(本)

縄
(kg)

鉄線
(kg)

蛇篭
(本)

管理者
名  称 面積㎡

浜松市1 天竜川 西鹿島 36.26

区
町
大字

天竜区
二俣町
鹿島

対
象
番
号

〃
二俣町
二俣

〃2 〃 川口 3.60

〃 渡ヶ島 〃3 〃 渡ヶ島 32.40

〃

東雲名 〃

〃

〃東雲名 18.00

江平 9.33 〃 横山町

大園 36.43
二俣町
大園

〃

〃 両島 〃7 阿多古川 両島 32.40

6 〃

〃 山東 〃8 二俣川 栄町 13.44

浜名区 上島 〃9 天竜川
上島
分団

19.83

〃 中瀬 〃10 〃
中瀬北
分団

33.05

〃 〃 〃11 〃
中瀬南
分団

33.12

〃 八幡 〃12 〃
竜池北
分団

33.05

〃 高薗 〃13 〃
竜池南
分団

33.05

〃 新原 〃14 馬込川外
浜北西
分団

3.96

〃 内野 〃15 〃
浜名
分団

3.96

中央区 常光町 〃16 天竜川
笠井
分団

51.76

〃 中野町 〃17 〃
中ノ町
分団

51.77

〃 飯田町 〃18 〃
飯田
分団

51.98

〃 参野町 〃19 〃
芳川
分団

51.76

河輪
分団

51.98

〃福島町〃

〃 東町 〃

51.74
五島
分団

〃21

くわ
(丁)

2

9

5

3

13

鉄杭
（本）

バール
（丁）

ペンチ
（丁）

土のう
(枚)

大型
土のう
（枚）

ジョ
レン
（丁）

ビニル
シート
(枚)

ハン
マー
(丁)

ショ
ベル
(丁)

鋸
(丁)

発電機
(台)

6 3 515 1060 1

1

47 14 5 20

2

2534

1015 5 10

31

9

200

20

2,000

17 7 6 41470 330 17

35 50 304,600 105 60 15 45 20

7

30

10

84 20 22 4

6

19165

25

7 5 5 62025 8 1

27

36

365 1,400 6930

50 1,020

19

8 2020

1

192015 24

2 1

1

10 18 2

325 2

4 3

20

70 5,450 375 45

3684 2

10140

2

13 439 5 9 1 55 12 1522 1

10

1360

5

5

2 4

8

75

20 2 4 1 35 6

35

394 20

5

1

1 334 62030 20 1

3

2

5 4

10 6 1

10

15

20

630

53 535 2

53

2

26

6

5 3

7

20 35 38 2 1 3

40 3,750 2 1 2 1 11 32 45 19 223 2 56

38 1

5 1 69

55110

6321

6 2

5 25 5

2 2510

3073 2,000 9 3 1 64 1

25 4 82 1

3

550

8 526 6

2 11

5525

6 4 3 16

15

5163 2,500 12 20 2 1 143

2

2

53 130 457

9 25

1 11 5 2 5523 2 710 16

石箕
(ヶ)

つる
はし
(丁)

工具
セット
（丁）

蛸木
（丁）

掛矢
（丁）

担架
(本)

コード
リール
（丁）

救命綱
(本)

斧
(丁)

鎌
(丁)

10

266 600 7260

1550

200 800 60 6

10

100 1,000 15 5560

50 1,200 1275 5

1,000 15 4 4100 15 5 16

4 2 10 4 5 11

1,228

100 400 1 6 36

2 35195 462 5 7

47 260 2 10

39 1,950 10 10 3 1

90 2,900 5 1 12

60 3,000 9 10 5

表9-3　浜松市所管水防倉庫及び水防用資器材一覧

資　　材 器材



河川海岸

水　防　倉　庫 位　置

照明具
(灯)

杭木
(本)

縄
(kg)

鉄線
(kg)

蛇篭
(本)

管理者
名  称 面積㎡ 区

町
大字

対
象
番
号

くわ
(丁)

鉄杭
（本）

バール
（丁）

ペンチ
（丁）

土のう
(枚)

大型
土のう
（枚）

ジョ
レン
（丁）

ビニル
シート
(枚)

ハン
マー
(丁)

ショ
ベル
(丁)

鋸
(丁)

発電機
(台)

石箕
(ヶ)

つる
はし
(丁)

工具
セット
（丁）

蛸木
（丁）

掛矢
（丁）

担架
(本)

コード
リール
（丁）

救命綱
(本)

斧
(丁)

鎌
(丁)

表9-3　浜松市所管水防倉庫及び水防用資器材一覧

資　　材 器材

 
 
 
-
 
1
3
3
 
-

24

10 33 34 2 72

1

350 800 6 200 3 7

22 都田川
都田
分団

51.98

計 33 1129.91

23 伊佐地川
伊佐見
分団

51.98

浜松市

〃

浜名区 都田町

中央区 伊左地町

〃寺脇町〃51.76
白脇
分団

馬込川

浜名区
細江町
気賀

〃25 都田川
北行政

センター
29.00

〃
細江町
中川

〃26 〃 川久保 13.84

〃 〃 〃27 〃 祝田 33.10

〃
細江町
気賀

〃28 〃 伊目 33.10

21.17

〃 〃 〃29 〃 下村 33.10

釣橋川31 〃
三ヶ日町
三ヶ日

〃 〃 〃30 井伊谷川 落合

中央区

〃

32 新川 〃入野51.89
入野
分団

33.12三ヶ日支所

33
浜松市
水防団

73.00 〃 三組町 〃

110 112 56 14 135 1512

3 27 30 18 154

2

2

30

105 1,600 3052 1

31 3,150 24 25 1 10

20 7

2

55 5

5

61

9

5 5 56

146 4

3

249 812 33 30 6

32

5 1 2

26 154 3,736 5 50 1 1 15

8

59

310

7 5 1

30 1

4 4930

1

390 2,200 6 3113 320 3 5120 3 5433

270 230 10 30 5 2 19 3 10 552 9

3

120 13132 3

4 3

1

250 200 2 8 1 2030 1284 3

513

12 3

160 4 314 111 72 69 5 22 1

150 1,200 20 230 13 2 9 37 10 11510 6200 3 13189 7 1 1

120 4,563 6 27170 1 12 2 21430 5 5 10

872

3 2 5820 911 3

8 33 270 7 6

3,662 65,332 375 6032,689

399,000 45

1,058

1112 8

58 111 32 302

11

228

1011 3 44 3 624

780 147 19233 54 155239 51 5701613 209 27330227
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第１０表 水防関係機関の電話番号一覧 

表 10-1 浜松市関係電話一覧 

機関名 電話番号 所在地 

河川課 
（災害時優先電話） 

０５３－４５７－２８６５ 

浜松市中央区元城町１０３－２ ０５３－４５７－２８９９ 

土木部災害対策室（衛星電話） ０９０－８４２１－４６０７ 

危機管理課 
（災害時優先電話） 
（衛星電話） 

０５３－４５７－２５３７ 

浜松市中央区元城町１０３－２ ０５３－４５７－２７７１ 

０９０－８４２０－５２２６ 

中央土木整備事務所 
（衛星電話） 

０５３－４５７－１０１２ 
浜松市中央区北寺島町６１７－６ 

０９０－８４２１－４７０６ 

浜名土木整備事務所 
（衛星電話） 

０５３－５２３－２９７０ 
浜松市浜名区細江町気賀３０５ 

０９０－８４２１－７４５８ 

天竜土木整備事務所 
（衛星電話） 

０５３－９２６－１５６１ 
浜松市天竜区二俣町二俣４８１ 

０９０－８４２１－９７２５ 

中央土木整備事務所東土木管理Ｇ 

（衛星電話）

０５３－４２４－０１６５ 
浜松市中央区流通元町２０－３ 

０９０－８６７１－９７９０ 

中央土木整備事務所西土木工事Ｇ 

（衛星電話） 

０５３－５９７－１１２９ 
浜松市中央区雄踏町１－３１－１ 

０９０－８４２２－７８９０ 

中央土木整備事務所三方原土木Ｇ 

（衛星電話）
０５３－４３６－２５５１ 

浜松市中央区東三方町１１５－４ 
０９０－８４２２－１６２５ 

浜名土木整備事務所浜北企画・用地Ｇ 

（衛星電話） 

０５３－５８５－１１１３ 
浜松市浜名区貴布祢３０００ 

０９０－８４２１－９４８９ 

浜名土木整備事務所三ヶ日土木Ｇ 

(衛星電話)

０５３－５２３－８８８８ 
浜松市浜名区三ヶ日町三ヶ日５００－1 

０９０－８６７１－９１５４ 

天竜土木整備事務所 

天竜龍山土木 G 

(衛星電話) 

０５３-９２２-００２６ 
浜松市天竜区二俣町二俣４８１ 

０９０－２５７０-１７３２ 

天竜土木整備事務所春野土木Ｇ 

（衛星電話）

０５３－９８３－０００３ 
浜松市天竜区春野町宮川１４６７－２ 

０８０－８２６４－９２７８ 

天竜土木整備事務所佐久間土木Ｇ 

（衛星電話）

０５３－９６６－０００３ 
浜松市天竜区佐久間町中部１８－１１ 

０８０－８２６４－９２７９ 

天竜土木整備事務所水窪土木Ｇ 

（衛星電話）

０５３－９８２－０００７ 浜松市天竜区水窪町奥領家２９８０－
１ ０８０－８２６４－９２８０ 

消防局情報指令センター ０５３－４７５－７５５１ 浜松市中央区下池川町１９－１ 

中消防署 ０５３－４７５－７５６１     〃 

東消防署 ０５３－４６０－０１１９ 浜松市中央区篠ヶ瀬町１３７４ 

西消防署 ０５３－５９２－０１３４ 浜松市中央区馬郡町４０７４－１ 

南消防署 ０５３－４４２－０１１９ 浜松市中央区森田町９８ 

北消防署 ０５３－５２７－０１１９ 浜松市浜名区細江町三和２１７３－７ 

浜北消防署 ０５３－５８６－０１１９ 浜松市浜名区西美薗５８ 

天竜消防署 ０５３－９２２－０１１９ 浜松市天竜区二俣町二俣４８１ 

下水道工事課 ０５３－４７４－７５１２ 浜松市中央区住吉５－１３－１ 

表 10-2 静岡県関係電話一覧 
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機関名 電話番号 所在地 

静岡県庁 
（土木防災情報センター） 

０５４－２２１－３２５９ 静岡市葵区追手町９－６ 

静岡県交通基盤部政策管理局 
０５４－２２１－３００２ 
０５４－２２１－３００７ 
０５４－２２１－３５４７ 

    〃

静岡県交通基盤部建設経済局 
０５４－２２１－２１４７ 
０５４－２２１－２６９７ 
０５４－２２１－３０４６ 

    〃

静岡県交通基盤部建築管理局 
０５４－２２１－３０９１ 
０５４－２２１－３０９８ 
０５４－２２１－２９３３ 

    〃 

静岡県交通基盤部道路局 
（道路保全課） 

０５４－２２１－３０２２ 
０５４－２２１－３０２４～５ 
０５４－２２１－３６６０ 
０５４－２２１－２７５２ 

    〃

静岡県交通基盤部河川砂防局 
（土木防災課） 

０５４－２２１－２２４９ 
０５４－２２１－３０３３ 
０５４－２２１－３２０６ 

    〃

   〃 
（河川砂防管理課） 

０５４－２２１－３０３２ 
０５４－２２１－３０３４ 

    〃

   〃 
（河川企画課） 

０５４－２２１－３０３５ 
０５４－２２１－３０３８ 

    〃

   〃 
（河川海岸整備課） 

０５４－２２１－３０３６～７     〃

   〃 
（砂防課） 

０５４－２２１－３０４２～４     〃

静岡県交通基盤部港湾局 ０５４－２２１－３０５１～６     〃

静岡県交通基盤部都市局 
（景観まちづくり課） 

０５４－２２１－３５３０ 
０５４－２２１－３０４９ 

    〃

静岡県経済産業部農地局 
（農地保全課） 

０５４－２２１－２７５６～７     〃

静岡県危機管理部 
（危機対策課） 

０５４－２２１－２０７２     〃 

静岡県浜松土木事務所 ０５３－４５８－７２６８ 浜松市中央区中央１－１２－１ 

静岡県浜松土木事務所天竜支局 ０５３－９２６－２４６４ 浜松市天竜区二俣町鹿島５５９ 

静岡県西部地域局 ０５３８－３７－２２０４ 磐田市見付３５９９－４ 

表 10-3 国土交通省関係電話一覧 

機関名 電話番号 所在地 

国土交通省 ０３－５２５３－８１１１(代) 東京都千代田区霞ヶ関２－１－３ 

国土交通省水管理・国土保全局 
防災課 

０３－５２５３－８４６１     〃

〃    
河川環境課河川保全企画室 

０３－５２５３－８４４８     〃

〃     
治水課 

０３－５２５３－８４５０     〃

中部地方整備局河川管理課 ０５２－９５３－８１５５ 
愛知県名古屋市中央区三の丸２－５－
１ 
名古屋合同庁舎第２号館 

中部地方整備局地域河川課 ０５２－９５３－８２５７     〃

中部地方整備局水災害対策室 
０５２－９５３－８１５８ 
０５２－９５３－８２５７

愛知県名古屋市中央区三の丸２－５－
１ 
名古屋合同庁舎第２号館 

中部地方整備局企画部防災室 ０５２－９５３－８３５７     〃 

浜松河川国道事務所調査課 ０５３－４６６－０１１６ 浜松市中央区名塚町２２６ 
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表 10-4 気象庁関係電話一覧 

機関名 電話番号 所在地 

静岡地方気象台 ０５４－２８６－３４１１ 静岡市駿河区曲金２－１－５ 

表 10-5 自衛隊関係電話一覧 

機関名 電話番号 所在地 

静岡地方協力本部 ０５４－２６１－３１５１ 静岡市葵区柚木３６６ 

航空自衛隊浜松基地 ０５３－４７２－１１１１ 浜松市中央区西山町無番地 

表 10-6 放送局関係電話一覧 

機関名 電話番号 所在地 

ＮＨＫ静岡放送局浜松支店 ０５３－４５１－５０００ 浜松市中央区板屋町１１１－２ 

ＳＢＳ静岡放送 ０５４－２８４－８９５０ 静岡市駿河区登呂３－１－１ 

ＳＵＴテレビ静岡 ０５４－２６１－６１１５ 静岡市駿河区栗原１８－６５ 

ＳＤＴ静岡第一テレビ ０５４－２８３－６５１５ 静岡市駿河区中原５６３ 

ＳＡＴＶ静岡朝日テレビ ０５４－２５１－３３０１ 静岡市葵区東町１５ 

Ｋ－ＭＩＸ静岡エフエム ０５３－４０１－１５２０ 浜松市中央区常盤町１３３－２４ 

静岡新聞 ０５４－２８３－０６８３ 静岡市駿河区登呂３－１－１ 

表 10-7 警察関係電話一覧 

機関名 電話番号 所在地 

静岡県警察本部緊急事態対策課 ０５４－２７１－０１１０ 静岡市葵区追手町９－６ 

浜松市警察部 ０５３－４５４－９１１０ 浜松市中央区中央１－１２－１ 

浜松中央警察署 ０５３－４７５－０１１０ 浜松市中央区住吉５－２８－１ 

浜松東警察署 ０５３－４６０－０１１０ 浜松市中央区相生町１４－１０ 

浜松西警察署 ０５３－４８４－０１１０ 浜松市中央区大人見町３４５２－１ 

細江警察署 ０５３－５２２－０１１０ 浜松市浜名区細江町気賀４６４０ 

浜北警察署 ０５３－５８５－０１１０ 浜松市浜名区小松３２１８ 

天竜警察署 ０５３－９２６－０１１０ 浜松市天竜区二俣町阿蔵８－３ 

表 10-8 ライフライン関係電話一覧 

機関名 電話番号 所在地 

東海旅客鉄道㈱浜松駅 ０５３－４５３－５３１０ 浜松市中央区砂山町６－２ 

遠州鉄道㈱ ０５３－４５４－２２１１ 浜松市中央区旭町１２－１ 

天竜浜名湖鉄道㈱ ０５３－９２５－６１２５ 浜松市天竜区二俣町阿蔵１１４－２ 

西日本電信電話㈱静岡支店 ０５４－２０５－９１２２ 静岡市葵区御幸町４－６ 

中部電力パワーグリッド㈱ 
浜松営業所 

０５３－４５８－８１７１ 浜松市中央区鴨江町２２－１ 

サーラエナジー㈱浜松支社 ０５３－４６５－１２３４ 浜松市中央区西塚町２００ 

電源開発㈱佐久間電力所 ０５３－９６５－００７１ 浜松市天竜区佐久間町佐久間２６９０ 
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第１１表 サイポスレーダー（土木総合防災情報インターネット公開サービス）

 静岡県では、災害時の状況の的確な把握および迅速な判断を支援するため、県内の河川情報、気象情報等の

防災情報を提供している。 

提供方法は、インターネット、電話、ファックス等である。

パソコン･スマートフォンからのサイポスレーダーアクセス方法

１． 静岡県のホームページや交通基盤部サイトのリンクからアクセス

２． 検索サイトで「サイポス」と入力し検索

３．直接ＵＲＬにアクセス http://sipos.pref.shizuoka.jp

図11-1 サイポスレーダー概要図

静岡県

雨量・水位情報
防災情報

監視カメラ画像

一般県民

国土交通省

雨量・水位情報

監視カメラ画像

気 象 庁

アメダス情報

気象情報

静岡県土木総合防災情報システム

（サイポス）

民間気象会社

気象情報

天気情報

インターネット

サイポスレーダーパソコン版、スマートフォン版

（クラウドサービス）

パソコン版表示例

市町等の防災担当者 県職員

QRコード
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図11-2 サイポスレーダー表示画面

水位グラフ表示例

スマートフォン版表示例 雨量グラフ表示例

河川監視カメラ表示例



★浜松市土木部では、平成２１年度に土木防災情報システムを整備した。これにより、水防業務における各
種情報の迅速・確実・効率的な収集及び的確な初動対応が可能となったことから、重大な被害の回避・軽減
がこれまで以上に期待できる。

第１２表　　浜松市土木防災情報システム

国道・県道の移管

地球温暖化に
伴う気候変動

市域の拡大

自然災害に脆弱な
中山間地を包含

浜松市の管理者責任の増大災害リスクの増大

安全・安心な浜松の実現

社会資本の着実な蓄積

（ハード施策）

重大被害を回避する

防災体制（ソフト施策）

・道路通行規制

・水防団活動

・危機管理課との情報共有

土木防災情報の

迅速・確実・効率的な

収集と共有

《浜松市土木防災情報システ

ム》

（ほかﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ等）

◎システムの位置づけ

雨量計

監視ｶﾒﾗ

水位計

現地調査

◎水防業務のイメージ

①現地情報 ②情報収集・整理

＜閲覧画面の例＞

③現地対応

★道路通行規制

★水防団活動

★道路啓開

WEB公開 浜松市土木防災情報システム

（市民向け）※P140参照
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パソコン・携帯電話でのインターネットアクセス方法
1.浜松市ホームページ
2.インターネット検索サイトにて『浜松市土木防災情報システム』
3.直接URLにアクセス　　　http://www.hamamatsu-dobokubousai.net/
4.携帯電話URL　　　　　　 http://www.hamamatsu-dobokubousai.net/

WEB公開　浜松市土木防災情報システム（市民向け）

★浜松市では、市民が異常気象時に迅速な身の安全を守るために必要な情報を支援するために、河川のラ
イブカメラ映像、雨量、水位情報、気象情報等の防災情報を浜松市土木防災情報システムにて公開してい
る。
　浜松市土木防災情報システムは、浜松市ホームページ、インターネット検索等によりアクセスすることができ
る。
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番号 水系名 観測所名 経度 緯度 標高
自記
観測

普通
観測

テレ
メータ

1 天竜川
み さ く ぼ

水 窪
137゜52′12″ 35゜09′16″ 263 ○

2 〃
た つ や ま

竜 山
137゜50′12″ 35゜01′17″ 120 ○

3 〃
か ど け た

門 桁
137゜55′22″ 35゜07′24″ 520 ○ ○

4 〃
け た

気 田
137゜54′44″ 34゜59′46″ 337 ○

5 〃
ふじだいら

藤 平
137゜46′04″ 34゜54′24″ 152 ○

区　町 大　字

1
（テレ）

春野
気 田 川 天 竜 区

春 野 町
宮 川

S33.2
(S60.4.1)

335.0 ○

2
（テレ）

水窪
水 窪 川 天 竜 区

水 窪 町
奥 領 家

S28.7.1
(S60.4.1)

334.0 ○

3
（テレ）
佐久間

天 竜 川 天 竜 区
佐 久 間 町
佐 久 間

S34.9.1
(S63.4.1)

315.0 ○

4
（テレ）

天竜
天 竜 川 天 竜 区

二 俣 町
鹿 島

S27.9.1
(S60.4.1)

353.5 ○

5
（テレ）

門桁
気 田 川 天 竜 区

水 窪 町
山 住

(S54.10.1) 472.0 ○

6
（テレ）

川竹
気 田 川 天 竜 区

春 野 町
川 上

(S54.10.1) 376.0 ○

7
（テレ）

坂野
天 竜 川 天 竜 区

佐 久 間 町
浦 川

(S54.10.1) 337.0 ○

8
（テレ）

龍山
天 竜 川 天 竜 区

龍 山 町
戸 倉

(H3.4.1) 317.0 ○

9
（テレ）

浜松
馬 込 川 中 央 区

中 央
一 丁 目

S27.4.1
(S60.4.1)

216.5 ○

10
（テレ）

渋川
都 田 川 浜 名 区

引 佐 町
渋 川

(S54.10.1) 313.0 ○

11
（テレ）

田沢
田 沢 川 浜 名 区

引 佐 町
四 方 浄

S28.12.25
(H18.4.1)

502.0 ○

12
（テレ）

細江
井伊谷川 浜 名 区

細 江 町
小 野

S45.10.1
(S60.4.1)

310.5 ○

13
（テレ）

本坂
本坂南川 浜 名 区

三 ヶ 日 町
本 坂

(S54.10.1) 352.0 ○

14
（テレ）

浜北
馬 込 川 浜 名 区 西 美 薗 (S54.10.1) 183.0 ○

15
（テレ）

堀留
新 川 中 央 区 入 野 (S60.4.1) 181.0 ○

16
（テレ）
都田川ダム

都 田 川 浜 名 区
引 佐 町
川 名

(S62.4.1) 273.0 ○

17
（テレ）

初生
新 川 中 央 区 初 生 (H4.4.1) 204.0 ○

表13-3　静岡県所管雨量観測所

浜松市所管雨量観測所

計

表13-1　浜松市内の雨量観測所数一覧

国土交通省所管雨量観測所

気象庁所管雨量観測所

静岡県所管雨量観測所

観測開始日所在地

6

番号

サ
イ
ポ
ス

観測所 流域河川
既 往
最 大
日雨量

観測開始
年月日

位　　置

所　属 氏　名

観　　測

〃

西部農林

浜松土木

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

西部農林

浜松土木

〃

〃

〃

職員（テレ）

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

053-
458-7268

〃

〃

天 竜 区
水 窪 町 山 住

〃

〃

〃

〃

〃

〃

電　話

053-
458-7268

〃

053-
458-7224

〃

053-
458-7224

〃

〃

〃

〃

浜松土木

053-
458-7268

天 竜 区
西 藤 平 字 落 合

S26.4.1

S45.5.1

S48.4.1

天 竜 区
水 窪 町 地 頭 方

天 竜 区
龍 山 町 瀬 尻

第１３表　　雨量観測所一覧

S43.9.25

S48.5.24

備考：（　）内はテレメータ観測開始年月日

表13-2　国土交通省所管雨量観測所

テレメータ
開始年月日

H13.3.27

天 竜 区
春野町気田字平木

10

38

所管 計

5

17
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降
水
量

気
温

風

日
照
時
間

積
雪

そ
の
他

50226 佐 久 間 〇 〇 〇 〇 天竜区佐久間町浦川  35 05.3  137 45.7 150 10.0

50232 春 野 〇  天竜区春野町五和  35 00.7  137 59.7 486

50296 熊 〇 天竜区熊2153  34 57.5  137 44.0 375

50371 三 ケ 日 〇 浜名区三ヶ日町三ヶ日500-1
浜 松 市 三 ヶ 日
協 働 セ ン タ ー

 34 48.1  137 33.4 2

50386 天 竜 〇 〇 〇 〇 天竜区船明  34 53.4  137 48.8 61 10.0

50456 浜 松 〇 〇 〇 〇 〇 中央区高丘東一丁目  34 45.2  137 42.7 46 16.8

データ転送

1 上 石 田 消 防 上 石 田 出 張 所
自動電話応答
テレメーター

2 入 野 入 野 協 働 セ ン タ ー 自動電話応答

3 和 地 和 地 協 働 セ ン タ ー 〃

4 庄 内 消 防 庄 内 出 張 所
自動電話応答
テレメーター

5 神 久 呂 神 久 呂 協 働 セ ン タ ー 〃

6 舞 阪 舞 阪 支 所 〃

7 芳 川 消 防 芳 川 出 張 所 〃

8 三 方 原 消 防 曳 馬 野 主 張 所 自動電話応答

9 都 田 都 田 協 働 セ ン タ ー
自動電話応答
テレメーター

10 春 野 春 野 支 所 （職員観測）

番

号
観測所

〃 053-486-1477

位　　置

区　町

〃

〃

〃

観測
所の
高さ
ｍ

大　字

表13-5　浜松市所管雨量観測所

風向
風速
計地
上の
高さ

観測所
番号

所在地

053-448-4877

経度

（゜′）
観測所名

設置場所

上石田町

入 野 町〃

観測種目

設置個所
緯度

（゜′）

天 竜 区

浜 名 区

中 央 区

三方原町

都 田 町

〃

〃

庄 内 町

神 原 町

和 地 町

053-425-0577

舞 阪 町
舞 阪

053-592-2111

053-983-0001
春 野 町
宮 川

053-436-4477

公開

○

○

○

○

○

○

053-428-3477

気象庁所管雨量観測所

四本松町

観　　測

電話

053-432-0005

053-487-2477

053-485-3077
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図13-1 国土交通省所管雨量観測所位置図 
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4
4

図13-2 静岡県所管雨量観測所位置図 
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1
4
5

図13-3 気象庁所管雨量観測所位置図 
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図13-4 浜松市所管雨量観測所位置図 

春野 

都田 

入野 

神久呂 

舞阪 

和地 三方原 

庄内 

芳川 

上石田 



土木

その他

制御型

自律型

番
号

水系名 観測所名
位置
(ｋｍ)

所在地
流域
面積
ｋ㎡

量水標の
0点高ｍ

観測開始日
テレメータ
開始年月日

1 天竜川
か し ま

鹿 島 右25.0
天 竜 区
二 俣 町 鹿 島

4880.0 33.981
S2.10.1
S13.6.16

S.33.5.23

2 〃
い け だ

池 田 左10.5 磐 田 市 池 田 4955.0 9.434 S60.4.1 H10.12.20

3 〃
な か の ま ち

中 ノ 町 右9.1
中 央 区
中 野 町

4955.0 7.605 S.36.4.1 S49.6.21

4 〃
か け つ か

掛 塚 左3.3 磐 田 市 掛 塚 4985.0 1.089
S2.10.1
S50.2.28

S52.6.23

5 気田川
い ぬ い

犬 居 右11.8
天 竜 区
春 野 町 領 家

317.0 104.504 S29.6.16 S45.7.16

6 大千瀬川
う ら か わ

浦 川 右2.6
天 竜 区
佐久間町浦川

351.0 136.560 S48.7.11 S48.7.11

水門水位計

国土交通省所管

○

○

第１４表　　水位観測所一覧

表14-2　国土交通省所管水位観測所

計

62

表14-1　浜松市内の水位観測所数一覧

所管水位観測所

市所管 15

テレ
メータ

○

○

器種

○

○

計

○

○

○ フロート式

水晶式
(フロート式)

リード
スイッチ式

6

26

4

1

水晶式

リード
スイッチ式

静岡県所管

危機管理型
水位計

9

1

○

○

○ 水晶式

自記
観測

テレメータ
水位計
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区 町 大 字
水防団
待 機

氾 濫
注 意

避 難
判 断

氾 濫
危 険

所 属 氏 名 電 話

1
そうりゅう

双 竜 橋
二俣川 天竜区 二俣町二俣 2.00 2.50 自記

(テレ)
定時

静岡県
浜松土木

職 員
053-

458-7268
○

2
あ い お い

相 生 橋
〃 〃 山 東 1.70 2.20 〃 〃 〃 〃 〃 ○

3
りょうじま

両 島 橋
阿多古川 〃 両 島 2.00 2.50 2.70 3.10 〃 〃 〃 〃 〃 ○

4
あ お や

青 谷 橋
〃 〃 青 谷 2.41 2.91 〃 〃 〃 〃 〃 ○

5
ま つ ま

松間大橋
気田川 〃 小 川 3.58 4.58 〃 〃 〃 〃 〃 ○

6
み さ く ぼ

水窪大橋
水窪川 〃

水 窪 町
奥 領 家

2.77 3.05 3.83 4.04 〃 〃 〃 〃 〃 ○

7
ひ ら き

平木大橋
気田川 〃

春 野 町
宮 川

3.74 4.74 5.16 5.38 〃 〃 〃 〃 〃 ○

8
ま つ え

松 江
馬込川 中央区

中 央
三 丁 目

2.20 3.00 3.15 3.40 〃 〃 〃 〃 〃 ○

9
し ん ば し

新 橋
〃 〃 有 玉 南 町 2.20 3.10 〃 〃 〃 〃 〃 ○

10
あ ん ま

安 間
安間川 〃 安 新 町 1.80 2.10 2.15 2.40 〃 〃 〃 〃 〃 ○

11
い り の

入 野
新 川 〃 入 野 町 0.70 1.00 〃 〃 〃 〃 〃 ○

12
にしかもえ

西 鴨 江
〃 〃 西 鴨 江 町 1.20 1.50 〃 〃 〃 〃 〃 ○

13
ほ り ど め

堀 留
堀留川 〃 入 野 町 (2.10) (2.40) 〃 〃 〃 〃 〃 ○

14
は な か わ

花 川 橋
花 川 〃 和 地 町 1.20 1.50 〃 〃 〃 〃 〃 ○

15
う ぶ み

宇布見橋
新 川 〃

雄 踏 町
宇 布 見

(2.00) (2.50) 〃 〃 〃 〃 〃 ○

16
い さ み

伊佐見橋
伊佐地川 〃 伊 左 地 町 1.70 1.90 〃 〃 〃 〃 〃 ○

17
と み つ か

富 塚
段子川 〃 富 塚 町 (2.50) (3.00) 〃 〃 〃 〃 〃 ○

18
す べ

須部(農)
都田川 浜名区 都 田 町 4.50 5.00 〃 〃 西部農林 〃

053-
458-7224

○

19 お ち あ い

落合橋(農)
〃 〃

細 江 町
中 川

2.50 2.70 2.80 3.10 〃 〃 〃 〃 〃 ○

20
せ と

瀬 戸 橋
〃 〃

細 江 町
中 川

5.04 5.54 5.75 6.75 〃 〃
静岡県
浜松土木

〃
053-

458-7268
○

21
い め

伊 目
〃 〃

細 江 町
気 賀

1.20 1.50 〃 〃 〃 〃 〃 ○

22
ぬ え し ろ

鵺 代
釣橋川 〃

三 ヶ 日 町
鵺 代

1.00 1.30 〃 〃 〃 〃 〃 ○

23
つり ばし がわ

釣 橋 川
〃 〃

三 ヶ 日 町
岡 本

1.60 2.00 2.10 2.35 〃 〃 〃 〃 〃 ○

24
せ と

瀬 戸
都田川 湖西市 横 山 1.50 2.00 〃 〃 〃 〃 〃 ○

25
さ か た

坂 田 橋
井伊谷川 浜名区

引 佐 町
井 伊 谷

0.90 1.90 2.40 2.95 〃 〃 〃 〃 〃 ○

26
ほ う が わ

芳 川
芳 川 中央区 植 松 町 2.00 2.35 2.45 2.80 〃 〃 〃 〃 〃 ○

27
みや こだ がわ

都 田 川
ダ ム

都田川 浜名区
引 佐 町

東久留女木新田
〃 〃 西部農林 〃

053-
458-7224

○

28 かわいぶち

川合淵(農)
〃 〃

引 佐 町
西 久 留 女 木

〃 〃 〃 〃 〃 ○

29
や は ぎ

矢 矧 橋
馬込川 〃 平 口 〃 〃

静岡県
浜松土木

〃
053-

458-7268
○

30
い ち の

市 野 橋
安間川 中央区 市 野 町 〃 〃 〃 〃 〃 ○

位　　置 サ
イ
ポ
ス

観測
区間

種別

観　　　　測

表14-3　静岡県所管水位観測所

括弧付水位は暫定値

観 測 所
流 域
河 川

番
号

水　　位
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区 町 大 字
水防団
待 機

氾 濫
注 意

避 難
判 断

氾 濫
危 険

所 属 氏 名 電 話

1
入野富士見

水 門 新 川 中央区 入 野 町 自記
(テレ)

定時
静岡県
浜松土木

職 員
053-

458-7268

区 町 大 字
通 報
水 位

危 険
水 位

護岸高 所 属 氏 名 電話 公開

1
新川浄化
水 路

新川浄
化水路

中央区 上島一丁目 2.00
自記
(テ
レ)

定時
浜松市
河川課

職 員
053-

457-2452

2
高 塚 川
(新津橋)

高塚川 〃 新 橋 町 1.10 1.40 2.00 〃 〃 〃 〃 〃 ○

3
高 塚 川
(枇杷橋)

高塚川 〃 小 沢 渡 町 〃 〃 〃 〃 〃 ○

4 堀留運河 堀留川 〃 東伊場二丁目 1.20 1.60 2.00 〃 〃 〃 〃 〃 ○

5
鴨 江
調 整 池

鴨 江
排水路

〃 鴨江三丁目 2.80 〃 〃 〃 〃 〃

6
鴨 江
排 水 路

〃 〃 西 伊 場 町 2.10 〃 〃 〃 〃 〃 ○

7
新 川

(海老塚)
新 川 〃 海老塚二丁目 2.32 〃 〃 〃 〃 〃 ○

8
東 芳 川
(南陽橋)

芳 川 〃 芳 川 町 〃 〃 〃 〃 〃 ○

9
五反田川
（梔池）

五反田
川

浜名区 宮 口 〃 〃 〃 〃 〃 ○

10
狢 川

（さぎの
宮 駅 ）

狢 川 中央区 大 瀬 町 〃 〃 〃 〃 〃 ○

11
御陣屋川
(新屋橋)

御陣屋
川

浜名区 内 野 〃 〃 〃 〃 〃 ○

12
権現谷川
(富塚町)

権現谷
川

中央区 富 塚 町 〃 〃 〃 〃 〃 ○

13
九 領 川
（下山田
橋 ）

九領川 〃 志都呂二丁目 〃 〃 〃 〃 〃 ○

14
北 裏 川
(子安町)

北裏川 〃 子 安 町 〃 〃 〃 〃 〃 ○

15 二光大橋
旧二俣

川
天竜区 二 俣 町 〃 〃 〃 〃 〃 〇

観測
区間

観 測 所

位　　置
流 域
河 川

水　　位 観　　　　測
観測
区間

種別

種別
番
号

水　　位 サ
イ
ポ
ス

表14-4　静岡県所管水門水位観測所

観　　　　測

※高塚川（新津橋）と堀留運河については通報水位に達すると関係職員に対しメール連絡有

表14-5　浜松市所管水位観測所

番
号

観 測 所
流 域
河 川

位　　置
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区 町 大 字

観 測
開 始
（ TP）
（ m ）

氾濫開
始

相 当
（ TP）
（ m ）

所 属 氏 名 電 話

1 井 口 橋 相 川 天竜区
佐久間町
浦 川

151.55 154.90 H31.3.16
洪水時

（制御型）
静岡県
浜松土木

職 員
053-

458-7268
○

2 原 田 橋 河 内 川 天竜区
佐久間町
佐 久 間

133.02 135.82 H31.3.16 〃 〃 〃 〃 ○

3 篠 原 橋 杉 川 天竜区
春 野 町
豊 岡

164.14 165.67 H31.3.16 〃 〃 〃 〃 ○

4 落合２号橋 西阿多古川 天竜区 西 藤 平 66.32 68.46 H31.3.16 〃 〃 〃 〃 ○

5 米 沢 橋 米 沢 川 天竜区 米 沢 50.15 51.50 H31.3.16 〃 〃 〃 〃 ○

6 森 下 橋 宇利山川 浜名区
三ヶ日町
岡 本

4.16 6.17 H31.3.16 〃 〃 〃 〃 ○

7 大 谷 橋 都筑大谷川 浜名区
三ヶ日町
大 谷

12.79 14.10 H31.3.16 〃 〃 〃 〃 ○

8 薬 師 谷 橋 東神田川 中央区 神ケ谷町 1.58 3.45 H31.3.16 〃 〃 〃 〃 ○

9 本 坂 橋 日比沢川 浜名区
三ヶ日町
本 坂

18.50 20.37 H31.3.16 〃 〃 〃 〃 ○

10 西 川 西 川 天竜区
龍 山 町
大 嶺

79.93 84.06 H30.12.19
常時

（自律型）
〃 〃 〃 ○

公

開

観測開始
年月日

表14-6　静岡県所管危機管理型水位観測所

番
号

観 測 所
流 域
河 川

位　　置 水　　位

種別

観　　　　測
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図14-1 国土交通省所管水位観測所位置図 
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図14-2 静岡県所管水位観測所位置図 
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図14-3 浜松市所管水位観測所位置図 
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図14-4 静岡県所管危機管理型水位観測所位置図 



第１５表　　監視カメラ一覧表

区 町

1 道路 森田地下道 中央区 東伊場二丁目  （市）第二森田地下道

2 〃 新弁天地下道 中央区 舞阪町  （県）新弁天地下道

3 〃 若林北交差点 中央区 若林町  （市）鴨江倉松線

4 〃 可美公園東 中央区 若林町 〃

5 〃 芳川町交番前 中央区 芳川町  （国）１５０号

6 〃 三ヶ日駅前 浜名区 三ヶ日町三ヶ日  （国）３６２号

7 〃
白竜橋
（馬込川）

中央区
瓜内町
※河川33と同一箇所

 （市）曳馬中田島線

8 〃 新原東原北交差点 浜名区 新原  （国）１５２号

9 〃 中瀬中央地下道 浜名区 中瀬
 （市）浜北豊保中瀬北１号線
　（中瀬中央地下道）

10 〃 中瀬１号地下道 浜名区 中瀬
 （市）浜北於呂河原橋中瀬線
　（中瀬１号地下道）

11 〃 下阿多古小学校西 天竜区 両島  （主）天竜東栄線

12 〃
川上橋
（杉川）

天竜区 春野町川上  （国）３６２号

13 〃
湯之沢橋
（大井トンネル東）

天竜区 佐久間町大井  （国）１５２号

14 〃 北条峠東 天竜区
佐久間町奥領家
南野田

 （県）水窪羽ヶ庄佐久間線

15 〃
翁川橋
（草木トンネル南）

天竜区 水窪町奥領家池島  （国）１５２号

16 〃 原田橋 天竜区 佐久間町中部地先  （国）４７３号

17 河川
谷口前橋
（新川浄化水路）

中央区 上島一丁目  （準）新川浄化水路

18 〃 鴨江排水路 中央区 西伊場町   鴨江都市下水路 ○

19 〃
第一堀留橋
（堀留運河）

中央区 東伊場二丁目  （普）菅原１号排水路 ○

20 〃
東若林水門
（堀留川）

中央区 東若林町   東若林水門

21 〃
新津橋
（高塚川）

中央区 新橋町  （普）高塚川 ○

22 〃
諏訪橋
（芳川）

中央区 本郷町  （二）芳川

23 〃
若草橋
（安間川）

中央区 天王町  （普）市野町１７号排水路 ○

24 〃
四郎五郎橋
（新川）

中央区 海老塚二丁目  （準）新川 ○

25 〃
新気田川橋
（気田川）

天竜区 春野町気田  （一）気田川

26 〃
神戸橋
（釣橋川）

浜名区 三ヶ日町岡本 　(二）釣橋川

27 〃
兎橋
（段子川）

中央区 富塚町  （二）段子川

28 〃
馬込大橋
（馬込川）

中央区 有玉南町  （二）馬込川

29 〃
下善排水機場
（馬込川）

浜名区 新原  （二）馬込川

30 〃
堀留橋
（堀留川）

中央区 西伊場町  （二）堀留川 ○

表15-1　浜松市所管監視カメラ一覧

番
号

種別 観測所名
設置場所

監視対象 公開
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区 町

31 河川
枇杷橋
（高塚川）

中央区 小沢渡町  （普）高塚川 ○

32 〃
田尻排水機場
（高塚川）

中央区 田尻町  （普）高塚川

33 〃
南陽橋
（東芳川）

中央区 芳川町  （準）東芳川

34 〃
白竜橋
（馬込川）

中央区
瓜内町
※道路7と同一箇所

 （二）馬込川 ○

35 〃
神明川右岸ポンプ場
（神明川）

浜名区 三ヶ日町三ヶ日  （準）神明川

36 〃
五反田川
（梔池）

中央区 大瀬町 （凖）五反田川

37 〃
狢川
（さぎの宮）

浜名区 平口 （凖）狢川

38 〃
阿津ま橋
（堀留川）

中央区 入野町 （二）堀留川 ○

39 〃
九領川
（下山田橋）

中央区 志都呂二丁目 （二）九領川 ○

40 〃
曳馬川
（小出橋）

中央区 曳馬町 （準）曳馬川 ○

41 〃 山後雨水ポンプ場 浜名区 細江町気賀 山後雨水ポンプ場

42 〃 本沢合16号排水路 浜名区 本沢合 （普）本沢合16号排水路 ○

43 〃 二光大橋 天竜区 二俣町二俣 （普）旧二俣川 ○

44 海岸 浜名大橋 国道１号浜名ＢＰ

45 〃 南部清掃工場（２台） 中央区 江之島町 （危機管理課）

46 〃 西部清掃工場 中央区 篠原町 （危機管理課）

47 〃 今切団地 中央区 舞阪町舞阪 （危機管理課）

番
号

公開種別 観測所名

設置場所

監視対象
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図15-1 浜松市所管監視カメラ位置図 

森田地下道 

新弁天地下道 

堀留橋(堀留川） 
阿津ま橋(堀留川) 

可美公園東 

芳川町交番前 

三ヶ日駅前 

鴨江排水路 

新津橋
（高塚川） 

舞阪協働センター 
諏訪橋（芳川）

白竜橋（馬込川）
道路・河川 

新原東原北交差点 中瀬中央地下道 
中瀬１号地下道 

下阿多古小学校西 

川上橋（杉川）

湯之沢橋（大井トンネル東） 

北条峠東 

翁川橋（草木トンネル南）

神戸橋
(釣橋川) 

四郎五郎橋 (新川)

新気田川橋 (気田川)

浜名大橋 

今切団地 

西部清掃工場
南部清掃工場（２台）

馬込大橋
(馬込川) 

下善排水機場
(馬込川) 

兎橋(段子川) 

南陽橋（東芳川）

枇杷橋 
（高塚川）

田尻排水機場
（高塚川） 

若草橋（安間川）

堀留運河 

新川浄化水路 

東若林水門
(堀留川) 

新明川右岸ポンプ場（新明川）

さぎの宮
(狢川) 

梔池
(五反田川) 

原田橋 

若林北交差点

九領川

曳馬川

山後 
雨水ポンプ場 

本沢合16号排水路

二光大橋 
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第１６表 水防区連絡系統図

図 16-1 浜松水防区連絡系統図 

注 ｢電｣は加入電話番号 

  ｢無｣は無線電話番号（＊は地上系のみ） 

  ｢国｣は国土交通省マイクロ回線番号 

    は無線電話 

    は加入電話 

    は国土交通省マイクロ回線による連絡を示す。 

無線電話使用方法 

地上回線を使用の際は局番の前に｢５｣ 

衛星回線を使用の際には局番の前に｢８｣をつける。 

ただし、県の各土木支所は地上回線のみで衛星回線は使

用できない。（天竜支局除く） 

また、市町の｢局番―９００１｣について、県が災害対策

本部を設置した際にホットライン電話となり、使用でき

ない場合がある。 

なお、国土交通省マイクロ回線を使用の際には局番の前

に｢８｣をつける。 

天 竜 支 局 
電 (053)926-2283 
無 127-9001

新豊根ダム管理支所 
電 (0536)76-1103 
国 765-332

水 防 本 部 
電 (054) 221-3259
無 100-3259 
国 769-401 

769-402

浜 松 水 防 区 
電 (053) 458-7268
無 108-6020

浜 松 市 
電 (053) 457-2865
無 263-9001 

湖 西 市 
電 (053) 576-4538
無 264-9001 

浜松河川国道事務所 
調 査 課 
電 (053) 466-0116 
国 764-344

中 ノ 町 出 張 所 
電 (053) 421-0051 
国 764-6121
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第１７表 水位の種類及び内容

表 17-1 水位の種類及び内容 

種 類 内           容 

計 画 高 

水 位 

工事実施基本計画に従って、計画高水位流量及び計画横断形に基づいて、又は流水の貯留を
考慮して、河川管理者が定めた高水位をいう。 

水防団待機 

水 位 

(通報水位) 

(指定水位) 

・ 流量からみた場合は、計画高水流量の約２割の流量が流れる水位 
・ １年間に５～１０日起こる程度の水位 
※ １年間の水位記録を大きい順に並べ、大きい方から５～１０番目の水位をとる。但

し、過去何年間かを参考にするが、河川改修等による河川形状の変化が有れば、こ
の基準は使えない。 

・ 有堤でしかも複断面の川であればほぼ高水敷にのる水位 

氾 濫 注 意 

水 位 

(警戒水位) 

・ 流量からみた場合、計画高水流量のほぼ半分になる水位 
・ 平均低水位から計画高水位までの下から６割の水位 
※ 平均低水位とは、ある期間中の観測水位(普通は１日平均水位)の合計を観測日数で

割ったものである平均水位より低い水位だけを平均した水位 
・ 約３年間に１回起こる程度の水位 
※ 水位の超過確率を考え３年確率相当水位を求める 

・ 有堤部複断面の川では表小段の高さにほぼ一致する水位 

避難判断水位

・ 市町長の避難準備・高齢者等避難開始等の発表判断の目安、住民の氾濫に関する情報へ

の注意喚起となる水位

・ 避難準備・高齢者等避難開始等の発表・情報伝達・避難場所の開設等に要する時間を考

慮するとともに、過去の洪水における個々の河川ごとの水位上昇速度、避難判断水位へ

の到達頻度等の出水特性等を総合的に考慮し設定する。

氾濫危険水位

(危険水位) 
(洪水特別警戒

水位) 

・ 洪水により相当の家屋浸水等の被害を生ずる氾濫の起こる恐れがある水位であり、市町

長の避難勧告等の発令判断の目安、住民の避難判断の参考となる水位である。

・ 以下に示す水位のうち低いほうの水位を設定する。ただし、堀込河川で堤内地盤高に比

して計画高水位が相当程度低い場合、計画高水位の設定のない場合等にあってはこの限

りでない。

①計画高水位

②洪水予報観測所において当該水位の洪水予報観測所換算水位を観測時時点から当該

危険個所において越水又は溢水が発生するまでに、避難勧告の発令、情報伝達及び避難

を完了させることが可能となるよう、水位上昇速度及び避難等に要する時間(リードタ

イム)を考慮して設定した水位

・ 改修事業に進捗等、状況の変化に応じ見直しを行う。

{高水敷}

{高水敷} 表小段 
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水防団待機水位(通報水位)、氾濫注意水位(警戒水位)、避難判断水位、氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）

は、表 17-1 の基準を参考に決定する。しかしながら、各水位設定については、それに伴う水防活動にかかる

時間とのかねあいが必要であり、特に氾濫注意水位(警戒水位)が発表されてから水防団が出動し、水防準備体

制が整う時間が重要である。簡単にいえば洪水到達時間の短い川では、水位の上昇が早いであろうし、それ故

水位は固定的なものではなく水防準備にかかる時間と、洪水到達時間を考慮しつつ表 17-1 の基準をふまえ、

各水位を決めなければならない。河川ごとに図 17-1 のような調査を行い考慮してみる必要がある。 

図 17-1 降雨量と河川水位関係図(例) 

表 17-2 危機管理型水位計設置河川の水位 

種    類 内        容 

観測開始水位 

・水位情報の提供を開始する水位 

・水位計設置地点における河岸高の概ね 5割の水位 

1 年間に 10 回程度の洪水を想定 

氾濫開始水位相当 

・水位計設置地点における河岸高(堤防高) 

危機管理型水位計設置河川については、サイポスレーダーにて水位情報の提供を行う。 

雨量 

水位 

水位 

降雨 

Time(hr) 

遅れ 

河岸高

河岸高
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表 17-3 指定河川における情報提供について 

発表情報名 水 防 警 報 洪 水 予 報 氾濫危険水位（特別警戒水位） 

指定河川名 水防警報河川 洪水予報河川 水位周知河川 

対象 
河川 

直轄 

洪水又は高潮により国民経済上重大な損
害を生ずるおそれのある河川、湖沼又は

海岸 

流域面積が大きい河川で洪水により国民
経済上重大な損害を生ずるおそれのある

河川 

洪水予報河川以外の河川で洪水により国
民経済上重大な損害を生ずるおそれがあ

る河川 

県 
洪水又は高潮により相当な損害を生ずる
おそれのある河川、湖沼又は海岸 

流域面積が大きい河川で洪水により相当
な損害を生ずるおそれがある河川 

洪水予報河川以外の河川で洪水により相
当な損害を生ずるおそれがある河川 

情報提供 

の内容 

水防警報とは、国または県が指定した河

川において、水防管理団体の水防活動の
指針となる情報として、水位等を示して
発表する 

洪水予報とは、国または県が指定した河

川において、洪水が生じる恐れがある場
合に水防管理団体（水防団）や住民に対
して、気象庁（降雨予測）と国又は県（水

位予測）が共同して洪水の情報を発表す
る 

氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）とは

避難等の目安となる水位であり、国また
は県が指定した河川において、氾濫危険
水位（特別警戒水位）に到達した場合、

水防管理団体や住民へ氾濫危険水位（洪
水特別警戒水位）到達により迅速・的確
な避難勧告等の発表が可能となる 

発表内容 

・種類 

準備、出動、情報、解除等の警報種類が
あり、現況の河川水位の段階毎に発表す

る 

氾濫注意情報（洪水注意報）、氾濫警戒
情報（洪水警報）、氾濫危険情報（洪水

警報）及び氾濫発生情報があり、水位、
流量又は雨量の現況値と２～３時間後の
予測値を示して発表する 

氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）の水
位到達情報に、現況の水位及び必要に応

じて補足情報を示して発表する 

基準 

水位 

直轄 
中部地方整備局所管河川は、氾濫注意水

位(警戒水位)：準備、出動水位：出動 
氾濫注意水位（警戒水位） 

避難判断水位 
氾濫危険水位（洪水特別警戒水位） 

氾濫危険水位 

（洪水特別警戒水位） 
県 氾濫注意水位（警戒水位） 

情報提供の 
対象者 

水防管理団体（水防団） 
水防管理団体（水防団）、 

一般住民 
水防管理団体（水防団）、 

一般住民 

法的根拠 水防法第１６条 
水防法第１０条、第１１条 

気象業務法 
水防法第１３条 

備考 

中部地方整備局所管の河川と県管理河川
との基準水位に違いがあるため、注意が
必要 

市町で発表する避難等の参考となる 平成 26 年 4 月 8 日付国水環第 2 号「洪
水時における情報提供の充実について」
により改正 

市町で発表する避難等の参考となる 

図 17-2 洪水予報河川と水位周知河川について 

■ 洪水予報河川

洪水のおそれがあるとき、予測が可能な河川 

今後の水位予測を使って、避難の参考となる 
はん濫警戒情報を発表。 

洪水到達情報

■ 水位周知河川

予測を行うことが出来ない河川 

避難の参考となる現状の水位の状況を提供。 

避難等の参考となる 

避難判断水位

氾濫注意水位
［警戒水位］ 

水防団待機水位
［通報（指定）水位］ 

（一定時間後に達する） 

水位の予測が困難であるため、予め避難に要する時間等をもとに
避難の参考となる避難判断水位を設定した上で情報を提供。

水位の公表 

水位の
公表 

到達情報 

到達情報 
到達情報 

到達情報 

氾濫警戒情報

氾濫注意情報

水防警報

氾濫危険情報 氾濫危険水位
［洪水特別警戒水位］ 

避難準備・高齢者等避難

開始等の参考となる 

氾濫の発生



水防法（昭和24年法律第193号）第15条第1項第4号に基づく施設は下記のとおりである。

No 施設名称 所在地
施設面積
（㎡）

管理者
避難確保計画
浸水防止計画
作成状況

1 ｱｸﾄｼﾃｨ浜松 中央区板屋町111番地の1 56,724.23
（株）アクトシティ

マネジメント
○

2 浜松アリーナ 中央区和田町808番地の1 8,375.64
（公財）浜松体育
協会グループ

○

3 浜松市駅南地下駐車場 中央区砂山町366番地 13,583.98
浜松まちづくり公社・

遠鉄アシスト共同事業体
○

4 中貿ビルディング 中央区砂山町320番地の2 5,891.30 （株）遠鉄百貨店

5 えんてつビル 中央区旭町12番地の1 5,855.98 （株）遠鉄百貨店

○

第１８表　　浸水想定区域内の地下街等

※浸水想定区域内にある地階の床面積の合計が5,000㎡以上で、不特定かつ多数の者が利用する施設を対象とし
た。（平成19年度、消防庁調査参照）
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水防警報水位観測所横断図（直轄河川） 
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水防警報水位観測所横断図（県管理河川） 
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参考資料１

水  防  法
昭和２４年６月４日  

法律第１９３号  

最終改正 令和 4年 6月 17 日法律第 68号

第１章 総則 

（目的）

第１条 この法律は、洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を

軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。 

（定義）

第２条 この法律において「雨水出水」とは、一時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その他の排水

施設に当該雨水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から河川その他の公共の水域若しくは海

域に当該雨水を排除できないことによる出水をいう。 

２ この法律において「水防管理団体」とは、次条の規定により水防の責任を有する市町村（特別区を含む。

以下同じ。）又は水防に関する事務を共同に処理する市町村の組合（以下「水防事務組合」という。）若しく

は水害予防組合をいう。 

３ この法律において「水防管理者」とは水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の管理者若しくは

水害予防組合の管理者をいう。 

４ この法律において「消防機関」とは、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第９条に規定する消防の

機関をいう。 

５ この法律において「消防機関の長」とは、消防本部を置く市町村にあっては消防長を、消防本部を置かな

い市町村にあっては消防団の長をいう。 

６ この法律において「水防計画」とは、水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及びダム又は水門若し

くは閘門の操作、水防のための水防団、消防機関及び水防協力団体（第３６条第１項の規定により指定され

た水防協力団体をいう。以下第４章までにおいて同じ。）の活動、１の水防管理団体と他の水防管理団体と

の間における協力及び応援、水防のための活動に必要な河川管理者（河川法 （昭和３９年法律第１６７号）

第７条 （同法第１００条第１項 において準用する場合を含む。）に規定する河川管理者をいう。第７条第

３項において同じ。）及び同法第９条第２項 又は第５項 の規定により都道府県知事又は地方自治法 （昭和

２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項 の指定都市の長が河川法第９条第２項 に規定する指定区間

内の一級河川（同法第４条第１項 に規定する一級河川をいう。以下同じ。）の管理の一部を行う場合におけ

る当該都道府県知事又は当該指定都市の長並びに下水道管理者（下水道法 （昭和３３年法律第７９号）第

４条第１項 に規定する公共下水道管理者、同法第２５条の１１第１項 に規定する流域下水道管理者及び同

法第２７条第１項に規定する都市下水路管理者をいう。第７条第４項において同じ。）の協力並びに水防に

必要な器具、資材及び設備の整備及び運用に関する計画をいう。 

７ この法律において「量水標等」とは、量水標、験潮儀その他の水位観測施設をいう。 

［ ］
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８ この法律において「水防警報」とは、洪水、津波又は高潮によって災害が発生するおそれがあるとき、水

防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。 

第２章 水防組織

（市町村の水防責任）

第３条 市町村は、その区域における水防を十分に果すべき責任を有する。ただし、水防事務組合が水防を行

う区域及び水害予防組合の区域については、この限りでない。 

（水防事務組合の設立）

第３条の２ 地形の状況により、市町村が単独で前条の責任を果たすことが著しく困難又は不適当であると認

められる場合においては、関係市町村は、洪水、雨水出水、津波又は高潮による被害の共通性を勘案して、

共同して水防を行う区域を定め、水防事務組合を設けなければならない。 

（水害予防組合の区域を水防を行う区域とする水防事務組合が設けられる場合の特別措置）

第３条の３ 水害予防組合法 （明治４１年法律第５０号）第１５条第１項 の規定により都道府県知事が水害

予防組合を廃止しようとする場合において、当該水害予防組合の区域の全部又は一部について、当該水害予

防組合に代るべき水防管理団体として引き続き水防事務組合が設けられるときは、都道府県知事は、同条第

３項 の規定にかかわらず、当該水害予防組合が、その有する財産及び負債のうち水防の用に供せられ、又

は供せられる予定となっている財産及びこれらの財産に係る負債以外の財産及び負債の処分を完了したと

きは、当該水害予防組合を廃止することができる。 

２ 前項の規定により廃止される水害予防組合は、その廃止の日において有する水防の用に供せられ、又は供

せられる予定となっている財産を、当該水害予防組合の区域の全部を水防を行う区域とする１の水防事務組

合が設けられる場合においては、当該水防事務組合に、当該水害予防組合の区域について２以上の水防事務

組合が設けられる場合又は当該水害予防組合の区域の一部が市町村の水防を行うべき区域となる場合にお

いては、当該水害予防組合と関係水防事務組合又は市町村との協議に基き、関係水防事務組合又は市町村に

無償譲渡し、当該水防事務組合又は市町村は、それぞれ、その譲渡される財産に係る負債を引き受けなけれ

ばならない。この場合においては、当該水害予防組合は、当該財産の譲渡及び負債の引継のために必要な範

囲内において、当該財産の譲渡及び負債の引継を完了するまで、なお存続するものとみなす。 

（水防事務組合の議会の議員の選挙）

第３条の４ 水防事務組合の議会の議員は、組合規約で定めるところにより、関係市町村の議会において、当

該市町村の議会の議員の被選挙権を有する者で水防に関し学識経験があり、かつ、熱意があると認められる

もののうちから選挙するものとする。ただし、数市町村にわたる水防上の特別の利害を調整する必要がある

と認められるときは、組合規約で定めるところにより、当該市町村の議会の議員の被選挙権を有する者で水

防に関し学識経験があり、かつ、熱意があると認められるものにつき当該市町村の長が推薦した者のうちか

ら選挙することができる。この場合において、市町村の長が推薦した者のうちから選挙される議員の数は、

当該市町村の議会において選挙される議員の数の２分の１をこえてはならない。 

２ 前項の規定により関係市町村の議会において選挙される議員の数は、水防事務組合の行う事業による受益

の割合及び防護すべき施設の延長の割合を勘案して定めるものとする。 
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（水防事務組合の経費の分賦）

第３条の５ 水防事務組合の経費の関係市町村に対する分賦は、前条第２項に規定する割合を勘案して定める

ものとする。 

（都道府県の水防責任）

第３条の６ 都道府県は、その区域における水防管理団体が行う水防が十分に行われるように確保すべき責任

を有する。 

（指定水防管理団体）

第４条 都道府県知事は、水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体を指定することができる。 

（水防の機関）

第５条 水防管理団体は、水防事務を処理するため、水防団を置くことができる。 

２ 前条の規定により指定された水防管理団体（以下「指定管理団体」という。）は、その区域内にある消防機

関が水防事務を十分に処理することができないと認める場合においては、水防団を置かなければならない。 

３ 水防団及び消防機関は、水防に関しては水防管理者の所轄の下に行動する。 

（水防団）

第６条 水防団は、水防団長及び水防団員をもつて組織する。 

２ 水防団の設置、区域及び組織並びに水防団長及び水防団員の定員、任免、給与及び服務に関する事項は、

市町村又は水防事務組合にあっては条例で、水害予防組合にあっては組合会の議決で定める。 

（公務災害補償）

第６条の２ 水防団長又は水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は公務による負

傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となったときは、当該水防団長又は水防団員の属する水

防管理団体は、政令で定める基準に従い、市町村又は水防事務組合にあっては条例で、水害予防組合にあっ

ては組合会の議決で定めるところにより、その者又はその者の遺族がこれらの原因によって受ける損害を補

償しなければならない。 

２ 前項の場合においては、水防管理団体は、当該水防団長若しくは水防団員又はその者の遺族の福祉に関し

て必要な事業を行うように努めなければならない。 

（退職報償金）

第６条の３ 水防団長又は水防団員で非常勤のものが退職した場合においては、当該水防団長又は水防団員の

属する水防管理団体は、市町村又は水防事務組合にあっては条例で、水害予防組合にあっては組合会の議決

で定めるところにより、その者（死亡による退職の場合には、その者の遺族）に退職報償金を支給すること

ができる。

（都道府県の水防計画）

第７条 都道府県知事は、水防事務の調整及びその円滑な実施のため、当該都道府県の水防計画を定め、及び

毎年当該都道府県の水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。 

２ 都道府県の水防計画は、津波の発生時における水防活動その他の危険を伴う水防活動に従事する者の安全

の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。 

３ 都道府県知事は、当該都道府県の水防計画に河川管理者（河川法第９条第２項又は第５項の規定により都
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道府県知事又は地方自治法第２５２条の１９第１項 の指定都市の長が河川法第９条第２項 に規定する指

定区間内の一級河川の管理の一部を行う場合にあっては、当該都道府県知事又は当該指定都市の長。以下同

じ。）による河川に関する情報の提供、水防訓練への河川管理者の参加その他の水防管理団体が行う水防の

ための活動に河川管理者の協力が必要な事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、

河川管理者に協議し、その同意を得なければならない。 

４ 前項の規定は、都道府県知事が、当該都道府県の水防計画に水防管理団体が行う水防のための活動に下水

道管理者の協力が必要な事項を記載しようとする場合について準用する。 

５ 都道府県知事は、第１項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更しようとするときは、あ

らかじめ、都道府県水防協議会（次条第１項に規定する都道府県水防協議会をいい、これを設置しない都道

府県にあっては、災害対策基本法 （昭和３６年法律第２２３号）第１４条第１項 に規定する都道府県防災

会議とする。）に諮らなければならない。

６ ２以上の都府県に関係する水防事務については、関係都府県知事は、あらかじめ協定して当該都府県の水

防計画を定め、国土交通大臣及び消防庁長官に報告しなければならない。報告した水防計画の変更について

も、同様とする。 

７ 都道府県知事は、第１項又は前項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更したときは、そ

の要旨を公表するよう努めるものとする。 

（都道府県水防協議会）

第８条 都道府県の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、都道府県に都道府県水防協

議会を置くことができる。 

２ 都道府県水防協議会は、水防に関し関係機関に対し意見を述べることができる。 

３ 都道府県水防協議会は、会長及び委員をもつて組織する。 

４ 会長は、都道府県知事をもって充てる。委員は関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者

及び学識経験のある者のうちから都道府県知事が命じ、又は委嘱する。 

５ 前各項に定めるものの外、都道府県水防協議会に関し必要な事項は、当該都道府県条例で定める。 

第３章 水防活動

（河川等の巡視）

第９条 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、随時区域内の河川、海岸堤防、津波防護施設（津波防災

地域づくりに関する法律 （平成２３年法律第１２３号）第２条第１０項 に規定する津波防護施設をいう。

以下この条において同じ。）等を巡視し、水防上危険であると認められる箇所があるときは、直ちに当該河

川、海岸堤防、津波防護施設等の管理者に連絡して必要な措置を求めなければならない。 

（国の機関が行う洪水予報等）

第１０条 気象庁長官は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるときは、その

状況を国土交通大臣及び関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ放送機関、新聞社、通信社その

他の報道機関（以下「報道機関」という。）の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

２ 国土交通大臣は、２以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水により国民経
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済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、気象庁長官と共同して、洪水のお

それがあると認められるときは水位又は流量を、はん濫した後においては水位若しくは流量又ははん濫によ

り浸水する区域及びその水深を示して当該河川の状況を関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ

報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

３ 都道府県知事は、前２項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府県の水防計画で定める

水防管理者及び量水標管理者(量水標の管理者をいう。以下同じ。)に、その受けた通知に係る事項（量水標

管理者にあつては、洪水又は高潮に係る事項に限る。）を通知しなければならない。 

（都道府県知事が行う洪水予報）

第１１条 都道府県知事は、前条第２項の規定により国土交通大臣が指定した河川以外の流域面積が大きい河

川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水のおそれがあると

認められるときは、気象庁長官と共同して、その状況を水位又は流量を示して直ちに都道府県の水防計画で

定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般

に周知させなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、気象庁長官に協議するものとする。 

（水位の通報及び公表）

第１２条 都道府県の水防計画で定める水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは高潮のおそれがあるこ

とを自ら知り、又は第１０条第３項若しくは前条第１項の規定による通知を受けた場合において、量水標等

の示す水位が都道府県の定める通報水位を超えるときは、その水位の状況を、都道府県の水防計画で定める

ところにより、関係者に通報しなければならない。

２ 都道府県の水防計画で定める量水標管理者は、量水標等の示す水位が警戒水位（前項の通報水位を超える

水位であって洪水又は高潮による災害の発生を警戒すべきものとして都道府県知事が定める水位をいう。以

下同じ。）を超えるときは、その水位の状況を、都道府県の水防計画で定めるところにより、公表しなけれ

ばならない。

（国土交通大臣又は都道府県知事が行う洪水に係る水位情報の通知及び周知）

第１３条 国土交通大臣は、第１０条第２項の規定により指定した河川以外の河川のうち、河川法第９条第２

項 に規定する指定区間外の一級河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして

指定した河川について、洪水特別警戒水位（警戒水位を超える水位であって洪水による災害の発生を特に警

戒すべき水位をいう。次項において同じ。）を定め、当該河川の水位がこれに達したときは、その旨を当該

河川の水位又は流量を示して関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、

これを一般に周知させなければならない。 

２ 都道府県知事は、第１０条第２項又は第１１条第１項の規定により国土交通大臣又は自らが指定した河川

以外の河川のうち、河川法第９条第２項に規定する指定区間内の一級河川又は同法第５条第１項に規定する

二級河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水特別警戒水

位を定め、当該河川の水位がこれに達したときは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して直ちに都道府

県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求め

て、これを一般に周知させなければならない。 
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３ 都道府県知事は、第１項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府県の水防計画で定める

水防管理者及び量水標管理者に、その受けた通知に係る事項を通知しなければならない。 

（都道府県知事又は市町村長が行う雨水出水に係る水位情報の通知及び周知）

第１３条の２ 都道府県知事は、当該都道府県が管理する公共下水道等（下水道法第２条第３号 に規定する公

共下水道、同条第４号 に規定する流域下水道又は同条第５号 に規定する都市下水路をいう。以下この条及

び第１４条の２において同じ。）の排水施設等（排水施設又はこれを補完するポンプ施設若しくは貯留施設

をいう。以下この条において同じ。）で雨水出水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定し

たものについて、雨水出水特別警戒水位（雨水出水による災害の発生を特に警戒すべき水位（公共下水道等

の排水施設等の底面から水面までの高さをいう。以下この条において同じ。）をいう。次項において同じ。）

を定め、当該排水施設等の水位がこれに達したときは、その旨を当該排水施設等の水位を示して直ちに当該

都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力

を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

２ 市町村長は、当該市町村が管理する公共下水道等の排水施設等で雨水出水により相当な損害を生ずるおそ

れがあるものとして指定したものについて、雨水出水特別警戒水位を定め、当該排水施設等の水位がこれに

達したときは、その旨を当該排水施設等の水位を示して直ちに当該市町村の存する都道府県の水防計画で定

める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に

周知させなければならない。 

（都道府県知事が行う高潮に係る水位情報の通知及び周知）

第１３条の３ 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する海岸で高潮により相当な損害を生ずるおそれ

があるものとして指定したものについて、高潮特別警戒水位（警戒水位を超える水位であって高潮による災

害の発生を特に警戒すべき水位をいう。）を定め、当該海岸の水位がこれに達したときは、その旨を当該海

岸の水位を示して直ちに当該都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するととも

に、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

（関係市町村長への通知）

第１３条の４ 第１０条第２項若しくは第１３条第１項の規定により通知をした国土交通大臣又は第１１条第

１項、第１３条第２項、第１３条の２第１項若しくは前条の規定により通知をした都道府県知事は、災害対

策基本法第６０条第１項 の規定による避難のための立退きの勧告若しくは指示又は同条第３項の規定によ

る屋内での待避等の安全確保措置の指示の判断に資するため、関係市町村の長にその通知に係る事項を通知

しなければならない。 

（洪水浸水想定区域）

第１４条 国土交通大臣は、次に掲げる河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防

止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模

降雨（想定し得る最大規模の降雨であって国土交通大臣が定める基準に該当するものをいう。以下同じ。）

により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定するものとする。 

１ 第１０条第２項又は第１３条第１項の規定により指定した河川 

２ 特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）第３条第１項の規定により指定した河川 
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３ 前２号に掲げるもののほか、河川法第９条第２項に規定する指定区組間外の一級河川のうち洪水による

災害の発生を警戒すべきものとして国士交通省令で定める基準に該当するもの 

２ 都道府県知事は、次に掲げる河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止する

ことにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨に

より当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定するものとする。 

１ 第１１条第１項又は第１３条第２項の規定により指定した河川 

２ 特定都市河川浸水被害対策法第３条第４項から第６項までの規定により指定した河川 

３ 前２号に掲げるもののほか、河川法第９条第２項に規定する指定区間内の一級河川又は同法第５条第１

項に規定する二級河川のうち洪水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準

に該当するもの 

３ 前２項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める

事項を明らかにしてするものとする。 

４ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第１項又は第２項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定

めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村の長に通知しなけれ

ばならない。 

５ 前２項の規定は、第１項又は第２項の規定による指定の変更について準用する。 

（雨水出水浸水想定区域）

第１４条の２ 都道府県知事は、当該都道府県が管理する次に掲げる排水施設等について、雨水出水時の円滑

かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省

令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該排水施設に雨水を排除できなくなった場合又は当該

排水施設（第１号に掲げる排水施設にあっては、第１３条の２第１項の規定による指定に係るポンプ施設又

は貯留施設に接続する排水施設を含む。）から河川その他の公共の水域若しくは海域に雨水を排除できなく

なった場合に浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域として指定するものとする。 

１ 第１３条の２第１項の規定による指定に係る排水施設 

２ 下水道法第２５条の２に規定する浸水被害対策区域内に存する公共下水道等の排水施設 

３ 特定都市河川浸水被害対策法第３条第３項の規定により指定され、又は同条第４項、同条第５項におい

て準用する同条第３項若しくは同条第６項の規定により指定した特定都市河川流域内に存する公共下水

道等の排水施設 

４ 前３号に掲げるもののほか、雨水出水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める

基準に該当する公共下水道等の排水施設 

２ 市町村長は、当該市町村が管理する次に掲げる排水施設について、雨水出水等の円滑かつ迅速な避難を確

保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省で定めるところによ

り、想定最大規模降雨により当該排水施設に雨水を排除できなくなった場合又は当該排水施設（第１号に掲

げる排水施設にあっては、第１３条の２第２項の規定による指定に係るポンプ施設又は貯留施設に接続する

排水施設を含む。）から河川その他の公共の水域若しくは海域に雨水を排除できなくなった場合に浸水が想
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定される区域を雨水出水浸水想定区域として指定するものとする。 

１ 第１３条の２第２項の規定による指定に係る排水施設 

２ 下水道法第２５条の２に規定する浸水被害対策区域内に存する公共下水道等の排水施設 

３ 特定都市河川浸水被害対策法第３条第３項（同条第５項において準用する場合を含む。）及び第４項から

第６項までの規定により指定された特定都市河川流域内に存する公共下水道等の排水施設 

４ 前３号に掲げるもののほか、雨水出水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める

基準に該当する公共下水道等の排水施設 

３ 前２項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める

事項を明らかにしてするものとする。 

４ 都道府県知事又は市町村長は、第１項又は第２項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定める

ところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、都道府県知事にあっては、関係市町

村の長に通知しなければならない。 

５ 前２項の規定は、第１項又は第２項の規定による指定の変更について準用する。 

（高潮浸水想定区域）

第１４条の３ 都道府県知事は、次に掲げる海岸について、高潮時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水

を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定し得

る最大規模の高潮であって国土交通大臣が定める基準に該当するものにより当該海岸について高潮による

氾濫が発生した場合に浸水が想定される区域を高潮浸水想定区域として指定するものとする。 

１ 第１３条の３の規定により指定した海岸 

２ 前号に掲げるもののほか、当該都道府県の区域内に存する海岸のうち高潮による災害の発生を警戒すべ

きものとして国土交通省令で定める基準に該当するもの 

２ 前項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事

項を明らかにしてするものとする。 

３ 都道府県知事は、第１項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、前項の国

土交通省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村の長に通知しなければならない。 

４ 前２項の規定は、第１項の規定による指定の変更について準用する。 

（浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置）

第１５条 市町村防災会議（災害対策基本法第１６条第１項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置し

ない市町村にあっては、当該市町村の長とする。次項において同じ。）は、第１４条第１項若しくは第２項

の規定による洪水浸水想定区域の指定、第１４条の２第１項若しくは第２項の規定による雨水出水浸水想定

区域の指定又は前条第１項の規定による高潮浸水想定区域の指定があったときは、市町村地域防災計画（同

法第４２条第１項 に規定する市町村地域防災計画をいう。以下同じ。）において、少なくとも当該洪水浸水

想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域ごとに、次に掲げる事項について定めるものとする。

ただし、第４号ハに掲げる施設について同号に掲げる事項を定めるのは、当該施設の所有者又は管理者から

の申出があつた場合に限る。 

１ 洪水予報等（第１０条第１項若しくは第２項又は第１１条の規定により気象庁長官、国土交通大臣及
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び気象庁長官又は都道府県知事及び気象長官が行う予報、第１３条第 1項若しくは第 2項、第１３条

の２又は第１３条の３の規定により国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長が通知し又は周知する

情報その他人的災害を生ずるおそれがある洪水、雨水出水は高潮に関する情報をいう。次項において

同じ。）の伝達方法 

２ 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 

３ 災害対策基本法第４８条第１項の防災訓練として市町村長が行う洪水、雨水出水又は高潮に係る避難

訓練の実施に関する事項 

４ 浸水想定区域（洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域をいう。第３項にお

いて同じ。）内に次に掲げる施設がある場合にあっては、これらの施設の名称及び所在地 

イ 地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設（地下に建設が予定

されている施設又は地下に建設中の施設であって、不特定かつ多数の者が利用すると見込まれるも

のを含む。）をいう。次条において同じ。）でその利用者の洪水時、雨水出水時又は高潮時（以下

「洪水時等」という。）の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図る必要がある

と認められるもの 

ロ 要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利

用する施設をいう。第１５条の３において同じ。）でその利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難

の確保を図る必要があると認められるもの 

ハ 大規模な工場その他の施設（イ又はロに掲げるものを除く。）であつて国土交通省令で定める基準

を参酌して市町村の条例で定める用途及び規模に該当するもの（第１５条の４において「大規模工

場等」という。）でその洪水時等の浸水の防止を図る必要があると認められるもの 

５ その他洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項 

２ 市町村防災会議は、前項の規定により市町村地域防災計画において同項第４号に掲げる事項を定めるとき

は、当該市町村地域防災計画において、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める者への洪水

予報等の伝達方法を定めるものとする。 

１ 前項第４号イに掲げる施設（地下に建設が予定されている施設及び地下に建設中の施設を除く。） 当

該施設の所有者又は管理者及び次条第７項に規定する自衛水防組織の構成員 

２ 前項第４号ロに掲げる施設 当該施設の所有者又は管理者（第１５条の３第６項の規定により自衛水防

組織が置かれたときは、当該施設の所有者又は管理者及び当該自衛水防組織の構成員） 

３ 前項第４号ハに掲げる施設 当該施設の所有者又は管理者（第１５条の４第１項の規定により自衛水防

組織が置かれたときは、当該施設の所有者又は管理者及び当該自衛水防組織の構成員） 

３ 浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、国土交通省令で定めるところにより、市町村地域防災計画

において定められた第１項各号に掲げる事項を住民、滞在者その他の者（第１５条の１１において「住民等」

という。）に周知させるため、これらの事項（次の各号に掲げる区域をその区域に含む市町村にあっては、

それぞれ当該各号に定める事項を含む。）を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければなら

ない。 

１ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）第７条
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第１項の土砂災害警戒区域 同法第８条第３項に規定する事項 

２ 津波防災地域づくりに関する法律第５３条第１項の津波災害警戒区域 同法第５５条に規定する事項 

（地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画の作成等）

第１５条の２ 前条第１項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた地下街等の所

有者又は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところにより、当該地下街等の利用者の洪

水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関

する計画を作成しなければならない。 

２ 前項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成しようとする場合において、当該地下

街等と連続する施設であってその配置その他の状況に照らし当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ

迅速な避難の確保に著しい支障を及ぼすおそれのあるものがあるときは、あらかじめ、当該施設の所有者又

は管理者の意見を聴くよう努めるものとする。 

３ 第１項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成したときは、遅滞なく、これを市町

村長に報告するとともに、公表しなければならない。 

４ 前２項の規定は、第１項に規定する計画の変更について準用する。 

５ 市町村長は、第１項の地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防

止を図るため必要があると認めるときは、前条第１項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在

地を定められた連続する２以上の地下街等の所有者又は管理者に対し、第１項に規定する計画を共同して作

成するよう勧告をすることができる。 

６ 市町村長は、第１項の地下街等の所有者又は管理者が同項に規定する計画を作成していない場合において、

当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るため必要

があると認めるときは、当該地下街等の所有者又は管理者に対し、必要な指示をすることができる。 

７ 市町村長は、前項の規定による指示を受けた第１項の地下街等の所有者又は管理者が、正当な理由がなく、

その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 

８ 第１項の地下街等（地下に建設が予定されている施設及び地下に建設中の施設を除く。以下この条におい

て同じ。）の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、同項の地下街等の利用者の

洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止のための訓練を行わなければならない。 

９ 第１項の地下街等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、同項の地下街等の利用者

の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を行う自衛水防組織を置かなければな

らない。 

１０ 第１項の地下街等の所有者又は管理者は、前項の規定により自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、

当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告しなければならない。当該

事項を変更したときも、同様とする。 

（要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等）

第１５条の３ 第１５条第１項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮

者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該要配慮者利用施設の利用者の

洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなけれ
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ばならない。 

２ 前項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成したときは、遅滞なく、こ

れを市町村長に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 

３ 市町村長は、第１項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が同項に規定する計画を作成していない場合

において、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため必要があると

認めるときは、当該要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、必要な指示をすることができる。 

４ 市町村長は、前項の規定による指示を受けた第１項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が、正当な理

由がなく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 

５ 第１項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、同項の要

配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練を行うとともに、その結果を

市町村長に報告しなければならない 

６ 市町村長は、第２項又は前項の規定により報告を受けたときは、第１項の要配慮者利用施設の所有者又は

管理者に対し、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な

助言又は勧告をすることができる。 

７ 第１項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、同項の要配慮者

利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を行う自衛水防組織を置くよう努めなければな

らない。 

８ 第１項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、前項の規定により自衛水防組織を置いたときは、遅滞

なく、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告しなければならない。

当該事項を変更したときも、同様とする。 

（大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画の作成等） 

第１５条の４ 第１５条第１項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた大規模工

場等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防

止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成するとともに、当該計画で定めるところにより

当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止のための訓練を実施するほか、当該大規模工場等の洪水時等の浸

水の防止を行う自衛水防組織を置くよう努めなければならない。 

２ 前項の大規模工場等の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成し、又は自衛水防組織を置いた

ときは、遅滞なく、当該計画又は当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長

に報告しなければならない。当該計画又は当該事項を変更したときも、同様とする。 

（市町村防災会議の協議会が設置されている場合の準用）

第１５条の５ 第１５条から前条までの規定は、災害対策基本法第１７条第１項 の規定により水災による被害

の軽減を図るため市町村防災会議の協議会が設置されている場合について準用する。この場合において、第

１５条第１項中「市町村防災会議（災害対策基本法第１６条第１項 に規定する市町村防災会議をいい、こ

れを設置しない市町村にあっては、当該市町村の長とする」とあるのは「市町村防災会議の協議会（災害対

策基本法第１７条第１項 に規定する市町村防災会議の協議会をいう」と、「市町村地域防災計画（同法第

４２条第１項 に規定する市町村地域防災計画をいう」とあるのは「市町村相互間地域防災計画（同法第４
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４条第１項 に規定する市町村相互間地域防災計画をいう」と、同条第２項中「市町村防災会議」とあるの

は「市町村防災会議の協議会」と、同項 、同条第３項 、第１５条の２第１項及び第５項、第１５条の３第

１項並びに前条第１項中「市町村地域防災計画」とあるのは「市町村相互間地域防災計画」と読み替えるも

のとする。 

（浸水被害軽減地区の指定等） 

第１５条の６ 水防管理者は、洪水浸水想定区域（当該区域に隣接し、又は近接する区域を含み、河川区域（河

川法第６条第１項に規定する河川区域をいう。）を除く。）内で輪中堤防その他の帯状の盛土構造物が存する

土地（その状況がこれに類するものとして国土交通省令で定める土地を含む。）の区域であって浸水の拡大

を抑制する効用があると認められるものを浸水被害軽減地区として指定することができる。 

２ 水防管理者は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする区域

をその区域に含む市町村の長の意見を聴くとともに、当該指定をしようとする区域内の土地の所有者の同意

を得なければならない。 

３ 水防管理者は、第１項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該浸水被

害軽減地区を公示するとともに、その旨を当該浸水被害軽減地区とその区域に含む市町村の長及び当該浸水

被害軽減地区内の土地の所有者に通知しなければならない。 

４ 第１項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。 

５ 前３項の規定は、第１項の規定による指定の解除について準用する。 

（標識の設置等） 

第１５条の７ 水防管理者は、前条第１項の規定により浸水被害軽減地区を指定したときは、国土交通省令で

定める基準を参酌して、市町村又は水防事務組合にあっては条例で、水害予防組合にあっては組合会の議決

で定めるところにより、浸水被害軽減地区の区域内に、浸水被害軽減地区である旨を表示した標識を設けな

ければならない。 

２ 浸水被害軽減地区内の土地の所有者、管理者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を

拒み、又は妨げてはならない。 

３ 何人も、第１項の規定により設けられた標識を水防管理者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又

は汚損し、若しくは損壊してはならない。 

４ 水防管理団体は、第１項の規定による行為により損失を受けた者に対して、時価によりその損失を補償し

なければならない。 

（行為の届出等） 

第１５条の８ 浸水被害軽減地区内の土地において土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行

為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行

為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を水防管理者に届け出な

ければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為を政令で定めるもの及び非常災害のた

め必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。 

２ 水防管理者は、前項の規定による届出を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該届出の

内容を、当該浸水被害軽減地区をその区域に含む市町村の長に通知しなければならない。 
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３ 水防管理者は、第１項の規定による届出があった場合において、当該浸水被害軽減地区が有する浸水の拡

大を抑制する効用を保全するため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は

勧告をすることができる。 

（大規模氾濫減災協議会） 

第１５条の９ 国土交通大臣は、第１０条第２項又は第１３条第１項の規定により指定した河川について、想

定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取組を総合的かつ一体的

に推進するために必要な協議を行うための協議会（以下この条において「大規模氾濫減災協議会」という。）

を組織するものとする。 

２ 大規模氾濫減災協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。 

１ 国土交通大臣 

２ 当該河川の存する都道府県の知事 

３ 当該河川の存する市町村の長 

４ 当該河川の存する区域をその区域に含む水防管理団体の水防管理者 

５ 当該河川の河川管理者 

６ 当該河川の存する区域の全部又は一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長 

７ 第３号の市町村に隣接する市町村の長その他の国土交通大臣が必要と認める者 

３ 大規模氾濫減災協議会において協議が調った事項については、大規模氾濫減災協議会の構成員は、その協

議の結果を尊重しなければならない。 

４ 前３項に定めるもののほか、大規模氾濫減災協議会の運営に関し必要な事項は、大規模氾濫減災協議会が

定める。 

（都道府県大規模氾濫減災協議会） 

第１５条の１０ 都道府県知事は、第１１条第１項又は第１３条第２項の規定により指定した河川について、

想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取組を総合的かつ一体

的に推進するために必要な協議を行うための協議会（以下この条において「都道府県大規模氾濫減災協議会」

という。）を組織することができる。 

２ 都道府県大規模氾濫減災協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 

１ 当該都道府県知事 

２ 当該河川の存する市町村の長 

３ 当該河川の存する区域をその区域に含む水防管理団体の水防管理者 

４ 当該河川の河川管理者 

５ 当該河川の存する区域の全部又は一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長 

６ 第二号の市町村に隣接する市町村の長その他の当該都道府県知事が必要と認める者 

３ 前条第３項及び第４項の規定は、都道府県大規模氾濫減災協議会について準用する。この場合において、

同項中「前３項」とあるのは、「次条第１項及び第２項並びに同条第３項において準用する前項」と読み替

えるものとする。 

（予想される水災の危険の周知等） 
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第１５条の１１ 市町村長は、当該市町村の区域内に存する河川（第１０条第２項、第１１条第１項又は第１

３条第１項若しくは第２項の規定により指定された河川を除く。）のうち、洪水時の円滑かつ迅速な避難を

確保することが特に必要と認める河川について、過去の降雨により当該河川が氾濫した際に浸水した地点、

その水深その他の状況を把握するよう努めるとともに、これを把握したときは、当該河川において予想され

る水災の危険を住民等に周知させなければならない。 

（河川管理者の援助等） 

第１５条の１２ 河川管理者は、第１５条の６第１項の規定により浸水被害軽減地区の指定をしようとする水

防管理者及び前条の規定により浸水した地点、その水深その他の状況を把握しようとする市町村長に対し、

必要な情報提供、助言その他の援助を行うものとする。 

２ 河川管理者は、前項の規定による援助を行うため必要があると認めるときは、河川法第５８条の８第１項

の規定により指定した河川協力団体に必要な協力を要請することができる。 

（水防警報）

第１６条 国土交通大臣は、洪水、津波又は高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあると認めて

指定した河川、湖沼又は海岸について、都道府県知事は、国土交通大臣が指定した河川、湖沼又は海岸以外

の河川、湖沼又は海岸で洪水、津波又は高潮により相当な損害を生ずるおそれがあると認めて指定したもの

について、水防警報をしなければならない。 

２ 国土交通大臣は、前項の規定により水防警報をしたときは、直ちにその警報事項を関係都道府県知事に通

知しなければならない。 

３ 都道府県知事は、第１項の規定により水防警報をしたとき、又は前項の規定により通知を受けたときは、

都道府県の水防計画で定めるところにより、直ちにその警報事項又はその受けた通知に係る事項を関係水防

管理者その他水防に関係ある機関に通知しなければならない。 

４ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第１項の規定により河川、湖沼又は海岸を指定したときは、その旨を

公示しなければならない。 

（水防団及び消防機関の出動）

第１７条 水防管理者は、水防警報が発せられたとき、水位が警戒水位に達したときその他水防上必要がある

と認めるときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、水防団及び消防機関を出動させ、又は出動の

準備をさせなければならない。

（優先通行）

第１８条 都道府県知事の定める標識を有する車両が水防のため出動するときは、車両及び歩行者は、これに

進路を譲らなければならない。 

（緊急通行）

第１９条 水防団長、水防団員及び消防機関に属する者並びに水防管理者から委任を受けた者は、水防上緊急

の必要がある場所に赴くときは、一般交通の用に供しない通路又は公共の用に供しない空地及び水面を通行

することができる。 

２ 水防管理団体は、前項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しなければならな

い。 
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（水防信号）

第２０条 都道府県知事は、水防に用いる信号を定めなければならない。 

２ 何人も、みだりに前項の水防信号又はこれに類似する信号を使用してはならない。 

（警戒区域）

第２１条 水防上緊急の必要がある場所においては、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、警戒区

域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立入りを禁止し、若しくは制限し、又はその区域

からの退去を命ずることができる。 

２ 前項の場所においては、水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者がいないとき、又はこれらの者

の要求があつたときは、警察官は、同項に規定する者の職権を行うことができる。 

（警察官の援助の要求）

第２２条 水防管理者は、水防のため必要があると認めるときは、警察署長に対して、警察官の出動を求める

ことができる。 

（応援）

第２３条 水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者は、他の水防管理者又は市町村長若しくは消防長

に対して応援を求めることができる。応援を求められた者は、できる限りその求めに応じなければならない。 

２ 応援のため派遣された者は、水防については応援を求めた水防管理者の所轄の下に行動するものとする。 

３ 第１項の規定による応援のために要する費用は、当該応援を求めた水防管理団体が負担するものとする。 

４ 前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該応援を求めた水防管理団体と当該応援を求め

られた水防管理団体又は市町村とが協議して定める。 

（居住者等の水防義務）

第２４条 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防

管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。 

（決壊の通報）

第２５条 水防に際し、堤防その他の施設が決壊したときは、水防管理者、水防団長、消防機関の長又は水防

協力団体の代表者は、直ちにこれを関係者に通報しなければならない。 

（決壊後の処置）

第２６条 堤防その他の施設が決壊したときにおいても、水防管理者、水防団長、消防機関の長及び水防協力

団体の代表者は、できる限りはん濫による被害が拡大しないように努めなければならない。 

（水防通信）

第２７条 何人も、水防上緊急を要する通信が最も迅速に行われるように協力しなければならない。 

２ 国土交通大臣、都道府県知事、水防管理者、水防団長、消防機関の長又はこれらの者の命を受けた者は、

水防上緊急を要する通信のために、電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第２条第５号に規定する電

気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は警察通信施設、気象官署通信施

設、鉄道通信施設、電気事業通信施設その他の専用通信施設を使用することができる。 

（公用負担）

第２８条 水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防の現場にお
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いて、必要な土地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬用

機器若しくは排水用機器を使用し、又は工作物その他の障害物を処分することができる。 

２ 前項に規定する場合において、水防管理者から委任を受けた者は、水防の現場において、必要な土地を一

時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、または車両その他の運搬用機器若しくは排水用機器を使用す

ることができる。 

３ 水防管理団体は、前２項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しなければなら

ない。 

（立退きの指示）

第２９条 洪水、雨水出水、津波又は高潮によって氾濫による著しい危険が切迫していると認められるときは、

都道府県知事、その命を受けた都道府県の職員又は水防管理者は、必要と認める区域の居住者、滞在者その

他の者に対し、避難のため立ち退くべきことを指示することができる。水防管理者が指示をする場合におい

ては、当該区域を管轄する警察署長にその旨を通知しなければならない。 

（知事の指示）

第３０条 水防上緊急を要するときは、都道府県知事は、水防管理者、水防団長又は消防機関の長に対して指

示をすることができる。 

（重要河川における国土交通大臣の指示）

第３１条 ２以上の都府県に関係がある河川で、公共の安全を保持するため特に重要なものの水防上緊急を要

するときは、国土交通大臣は、都道府県知事、水防管理者、水防団長又は消防機関の長に対して指示をする

ことができる。 

（特定緊急水防活動）

第３２条 国土交通大臣は、洪水、雨水出水、津波又は高潮による著しく激甚な災害が発生した場合において、

水防上緊急を要すると認めるときは、次に掲げる水防活動（以下この条及び第４３条の２において「特定緊

急水防活動」という。）を行うことができる。 

１ 当該災害の発生に伴い浸入した水の排除 

２ 高度の機械力又は高度の専門的知識及び技術を要する水防活動として政令で定めるもの 

２ 国土交通大臣は、前項の規定により特定緊急水防活動を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定緊急

水防活動を行おうとする場所に係る水防管理者にその旨を通知しなければならない。特定緊急水防活動を終

了しようとするときも、同様とする。 

３ 第１項の規定により国土交通大臣が特定緊急水防活動を行う場合における第１９条、第２１条、第２２条、

第２５条、第２６条及び第２８条の規定の適用については、第１９条第１項中「水防団長、水防団員及び消

防機関に属する者並びに水防管理者から委任を受けた者」とあり、第２１条第１項中「水防団長、水防団員

又は消防機関に属する者」とあり、及び同条第２項中「水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者」

とあるのは「国土交通省の職員」と、第１９条第２項及び第２８条第３項中「水防管理団体」とあるのは、

「国」と、第２２条中「水防管理者」とあり、第２５条中「水防管理者、水防団長、消防機関の長又は水防

協力団体の代表者」とあり、第２６条中「水防管理者、水防団長、消防機関の長及び水防協力団体の代表者」

とあり、及び第２８条第１項中「水防管理者、水防団長又は消防機関の長」とあるのは「国土交通大臣」と
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する。 

（水防訓練）

第３２条の２ 指定管理団体は、毎年、水防団、消防機関及び水防協力団体の水防訓練を行わなければならな

い。 

２ 指定管理団体以外の水防管理団体は、毎年、水防団、消防機関及び水防協力団体の水防訓練を行うよう努

めなければならない。 

（津波避難訓練への参加）

第３２条の３ 津波防災地域づくりに関する法律第５３条第１項の津波災害警戒区域に係る水防団、消防機関

及び水防協力団体は、同法第５４条第１項第３号に規定する津波避難訓練が行われるときは、これに参加し

なければならない。 

第４章 指定水防管理団体

（水防計画）

第３３条 指定管理団体の水防管理者は、都道府県の水防計画に応じた水防計画を定め、及び毎年水防計画に

検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。 

２ 指定管理団体の水防管理者は、前項の規定により水防計画を定め、又は変更しようとするときは、あらか

じめ、水防協議会（次条第１項に規定する水防協議会をいう。以下この項において同じ。）を設置する指定

管理団体にあっては当該水防協議会、水防協議会を設置せず、かつ、災害対策基本法第１６条第１項に規定

する市町村防災会議を設置する市町村である指定管理団体にあっては当該市町村防災会議に諮らなければ

ならない。 

３ 指定管理団体の水防管理者は、第１項の規定により水防計画を定め、又は変更したときは、その要旨を公

表するよう努めるとともに、遅滞なく、水防計画を都道府県知事に届け出なければならない。 

４ 第７条第２項から第４項までの規定は、指定管理団体の水防計画について準用する。 

（水防協議会）

第３４条 指定管理団体の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、指定管理団体に水防

協議会を置くことができる。ただし、水防事務組合及び水害予防組合については、これらに水防協議会を置

くものとする。 

２ 指定管理団体の水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。 

３ 指定管理団体の水防協議会は、会長及び委員をもつて組織する。 

４ 会長は、指定管理団体の水防管理者をもって充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係ある

団体の代表者及び学識経験のある者のうちから指定管理団体の水防管理者が命じ、又は委嘱する。 

５ 前各号に定めるもののほか、指定管理団体の水防協議会に関し必要な事項は、市町村又は水防事務組合に

あっては条例で、水害予防組合にあっては組合会の議決で定める。 

（水防団員の定員の基準）

第３５条 都道府県は、条例で、指定管理団体の水防団員の定員の基準を定めることができる 
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第５章 水防協力団体 

（水防協力団体の指定）

第３６条 水防管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他こ

れに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、水防協力団体として指定することが

できる。 

２ 水防管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該水防協力団体の名称、住所及び事務所の所在地

を公示しなければならない。 

３ 水防協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を

水防管理者に届け出なければならない。 

４ 水防管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。 

（水防協力団体の業務）

第３７条 水防協力団体は、次に掲げる業務を行うものとする。 

１ 水防団又は消防機関が行う水防上必要な監視、警戒その他の水防活動に協力すること。 

２ 水防に必要な器具、資材又は設備を保管し、及び提供すること。 

３ 水防に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 

４ 水防に関する調査研究を行うこと。 

５ 水防に関する知識の普及及び啓発を行うこと。 

６ 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（水防団等との連携）

第３８条 水防協力団体は、水防団及び水防を行う消防機関との密接な連携の下に前条第１号に掲げる業務を

行わなければならない。 

（監督等）

第３９条 水防管理者は、第３７条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認め

るときは、水防協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 

２ 水防管理者は、水防協力団体が第３７条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるとき

は、水防協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

３ 水防管理者は、水防協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができ

る。 

４ 水防管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 

（情報の提供等）

第４０条 国、都道府県及び水防管理団体は、水防協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供

又は指導若しくは助言をするものとする。

第６章 費用の負担及び補助

（水防管理団体の費用負担）

第４１条 水防管理団体の水防に要する費用は、当該水防管理団体が負担するものとする。 
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（利益を受ける市町村の費用負担）

第４２条 水防管理団体の水防によって当該水防管理団体の区域の関係市町村以外の市町村が著しく利益を受

けるときは、前条の規定にかかわらず、当該水防に要する費用の一部は、当該水防により著しく利益を受け

る市町村が負担するものとする。 

２ 前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該水防を行う水防管理団体と当該水防により著

しく利益を受ける市町村とが協議して定める。 

３ 前項の規定による協議が成立しないときは、水防管理団体又は市町村は、その区域に属する都道府県知事

にあっせんを申請することができる。 

４ 都道府県知事は、前項の規定による申請に基づいてあっせんをしようとする場合において、当事者のうち

にその区域が他の都道府県に属する水防管理団体又は市町村があるときは、当該他の都道府県の知事と協議

しなければならない。 

（都道府県の費用負担）

第４３条 この法律による都道府県が処理することとされている事務に要する費用は、当該都道府県の負担と

する。 

（国の費用負担）

第４３条の２ 第３２条第１項の規定により国土交通大臣が行う特定緊急水防活動に要する費用は、国の負担

とする。 

（費用の補助）

第４４条 都道府県は、第４１条の規定により水防管理団体が負担する費用について、当該水防管理団体に対

して補助することができる。 

２ 国は前項の規定により都道府県が水防管理団体に対して補助するときは、当該補助金額のうち、２以上の

都府県の区域にわたる河川又は流域面積が大きい河川で洪水による国民経済に与える影響が重大なものの

政令で定める水防施設の設置に係る金額の２分の１以内を、予算の範囲内において、当該都道府県に対して

補助することができる。 

３ 前項の規定により国が都道府県に対して補助する金額は、当該水防施設の設置に要する費用の３分の１に

相当する額以内とする。 

第７章 雑則

（第２４条の規定により水防に従事した者に対する災害補償）

第４５条 第２４条の規定により水防に従事した者が水防に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病

気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となった

ときは、当該水防管理団体は、政令に定める基準に従い、市町村又は水防事務組合にあっては条例で、水害

予防組合にあっては組合会の議決で定めるところにより、その者又はその者の遺族がこれらの原因によって

受ける損害を補償しなければならない。 

（表彰）

第４６条 国土交通大臣は、水防管理者の所轄の下に水防に従事した者で当該水防に関し著しい功労があると
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認められるものに対し、国土交通省令で定めるところにより、報償を行うことができる。 

（報告）

第４７条 国土交通大臣及び消防庁長官は、都道府県又は水防管理団体に対し、水防に関し必要な報告をさせ

ることができる。 

２ 都道府県知事は、都道府県の区域内における水防管理団体に対し、水防に関し必要な報告をさせることが

できる。 

（勧告及び助言）

第４８条 国土交通大臣は都道府県又は水防管理団体に対し、都道府県知事は都道府県の区域内における水防

管理団体に対し、水防に関し必要な勧告又は助言をすることができる。 

（資料の提出及び立入り）

第４９条 都道府県知事又は水防管理者は、水防計画を作成するために必要があると認めるときは、関係者に

対して資料の提出を命じ、又は当該職員、水防団長、水防団員若しくは消防機関に属するものをして必要な

土地に立ち入らせることができる。 

２ 都道府県の職員、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、前項の規定により必要な土地に立ち入

る場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければな

らない。 

（消防事務との調整）

第５０条 水防管理者は、水防事務と水防事務以外の消防事務とが競合する場合の措置について、あらかじめ

市町村長と協議しておかなければならない。 

（権限の委任）

第５１条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方

整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 

第８章 罰則

第５２条 みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を損壊し、又は撤去した者

は、３年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

２ 前項の者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。 

第５３条 刑法（明治４０年法律第４５号）第１２１条の規定の適用がある場合を除き、第２１条の規定によ

る立入りの禁止若しくは制限又は退去の命令に従わなかった者は、６カ月以下の懲役又は３０万円以下の罰

金に処する。 

第５４条 次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。 

１ 第１５条の７第３項の規定に違反した者 

２ 第１５条の８第１項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同項本文に規定する

行為をした者 

第５５条 次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金又は拘留に処する。 

１ みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を使用し、又はその正当な使用を
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妨げた者。 

２ 第２０条第２頃の規定に違反した者。 

３ 第４９条第１項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立

入りを拒み、防げ、若しく忌避した者。 

附則

１ この法律は、公布の日から起算して６０日を経過した日から施行する。 

２ 国土交通大臣又は都道府県知事は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関

する法律の一部を改正する法律（平成１７年法律第３７号）附則第２条の規定により、国土交通大臣又は都

道府県知事が第１３条第１項又は第２項の規定により指定した河川とみなされた河川については、平成２２

年３月３１日までに、第１４条第１項の規定による浸水想定区域の指定をしなければならない。 

３ 国は、平成１７年度から平成２１年度までの各年度に限り、都道府県に対し、予算の範囲内において、前

項の浸水想定区域の指定をするために必要な河川がはん濫した場合に浸水するおそれがある土地の地形及

び利用の状況その他の事項に関する調査（次項において「浸水想定区域調査」という。）に要する費用の３

分の１以内を補助することができる。 

４ 国土交通大臣は、平成２２年３月３１日までの間、附則第２項の浸水想定区域の指定の適正を確保するた

めに必要があると認めるときは、都道府県に対し、浸水想定区域調査又は土砂災害警戒区域等における土砂

災害防止対策の推進に関する法律第４条第１項の規定による調査の結果について、必要な報告を求めること

ができる。 
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参考資料２

気象業務法（抜粋）
第１章 総則

（目的）

第１条 この法律は、気象業務に関する基本的制度を定めることによって、気象業務の健全な発達を図り、も

って災害の予防、交通の安全の確保、産業の興隆等公共の福祉の増進に寄与するとともに、気象業務に関す

る国際的協力を行うことを目的とする。

（定義）

第２条 この法律において「気象」とは、大気（電離層を除く。）の諸現象をいう。 

６ この法律において「予報」とは、観測の成果に基く現象の予想の発表をいう。 

７ この法律において「警報」とは、重大な災害の起るおそれのある旨を警告して行う予報をいう。 

８ この法律において「気象測器」とは、気象、地象及び水象の観測に用いる器具、器械及び装置をいう。 

第３章 予報及び警報

（予報及び警報）

第１３条 気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象（地震にあっては、地震動に限る。第１６条を

除き、以下この章において同じ。）津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警

報をしなければならない。ただし、次条第１項の規定により警報をする場合は、この限りでない。 

２ 気象庁は、前項の、予報及び警報の外、政令の定めるところにより、津波、高潮、波浪及び洪水以外の水

象についての一般の利用に適合する予報及び警報をすることができる。 

３ 気象庁は、前２項の予報及び警報をする場合は、自ら予報事項及び警報事項の周知の措置を執る外、報道

機関の協力を求めて、これを公衆に周知させるように努めなければならない。 

第１４条の２ 気象庁は、政令の定めるところにより、気象、津波、高潮及び洪水についての水防活動の利用

に適合する予報及び警報をしなければならない。 

２ 気象庁は、水防法（昭和２４年法律第１９３ 号）第１０条第２項の規定により指定された河川について、

水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同して、当該河川の水位又は流量（はん濫した後においては、

水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深）を示して洪水についての水防活動の利用に

適合する予報及び警報をしなければならない。 

３ 気象庁は、水防法第１１条第１項の規定により指定された河川について、都道府県知事と共同して、水位

又は流量を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報および警報をしなければならない。 

４ 第１３条第３項の規定は、前３項の予報及び警報をする場合に準用する。この場合において、同条第３項

中「前２項の予報及び警報をする場合は、」とあるのは、「第１４条の２第１項から第３項までの予報及び警

報をする場合は、それぞれ、単独で、水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同して又は都道府県知事と

共同して、」と読み替えるものとする。 

５ 第２項叉は第３項の規定により予報及び警報をする国土交通大臣又は都道府県知事については、第１７条

及び第２３条の規定は、適用しない。 
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第１５条 気象庁は第１３条第１項、第１４条第１項又は前条第１項から第３項の規定により、気象、地象、

津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしたときは、政令の定めるところにより、直ちにその警報事項を警察庁、

消防庁、国土交通省、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又は日本

放送協会の機関に通知しなければならない。地震動の警報以外の警報をした場合において、警戒の必要がな

くなった場合も同様とする。 

２ 前項の通知を受けた警察庁、消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の

機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知するように努めなければならない。 

３ 前項の通知を受けた市町村長は、直ちにその通知された事項を公衆及び所在の官公署に周知させるよう努

めなければならない。 

第１５条の２ 気象庁は第１３条の２第１項の規定により、気象、地象、津波、高潮及び波浪の特別警報をし

たときは、政令の定めるところにより、直ちにその特別警報に係る警報事項を警察庁、消防庁、海上保安庁、

都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又は日本放送協会の機関に通知しなければな

らない。地震動の特別警報以外の特別警報をした場合において、当該特別警報の必要がなくなった場合も同

様とする。 

２ 前項の通知を受けた都道府県の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知しなければなら

ない。 

３ 前条第二項の規定は、警察庁、消防庁、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関が第

１項の通知を受けた場合に準用する。 

４ 第２項又は前項において準用する前条第２項の通知を受けた市町村長は、直ちにその通知された事項を公

衆及び所在の官公署に周知させる措置をとらなければならない。 

５ 前条第５項の規定は海上保安庁の機関が第１項の通知を受けた場合に、同条第６項の規定は日本放送協会

の機関が第１項の通知を受けた場合に、それぞれ準用する。 

（警報の制限）

第２３条 気象庁以外の者は、気象、地震動、火山現象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。

ただし、政令で定める場合は、この限りではない。 
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参考資料３

気象業務法施行令（抜粋）
（一般の利用に適合する予報及び警報）

第４条 法第１３条の規定による一般の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の区分に従

い、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。 

種 類 内 容

天 気 予 報

週 間 天 気 予 報

季 節 予 報

地 震 動 予 報

火 山 現 象予 報

津 波 予 報

波 浪 予 報

気 象 注 意 報

地 震 動 注意 報

火山現象注意報

地面現象注意報

津 波 注 意 報

高 潮 注 意 報

波 浪 注 意 報

気 象 警 報

地 震 動 警 報

火 山 現 象警 報

地 面 現 象警 報

津 波 警 報

高 潮 警 報

波 浪 警 報

海 面 水 温予 報

海 流 予 報

海 氷 予 報

浸 水 注 意 報

洪 水 注 意 報

浸 水 警 報

洪 水 警 報

当日から３日以内における風、天気、気温等の予報

当日から７日間の天気、気温等の予報

当日から １ 箇月間、当日から３箇月間、暖候期、寒候期、梅雨期等の天気、気温、降

水量、日照時間等の概括的な予報

地震動（発生した断層運動による地震動をいう。以下この条及び次条において同じ。）の

予報

噴火、降灰等の予報

津波の予報

当日から３日以内における風浪、うねり等の予報

風雨、風雪、強風、大雨、大雪等によって災害が起るおそれがある場合に、その旨を注

意して行う予報

地震動によって災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報

噴火、降灰等によって災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報

大雨、大雪等による山崩れ、地滑り等によって災害が起るおそれがある場合に、その旨

を注意して行う予報

津波によって災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報

台風等による海面の異常上昇の有無及び程度について一般の注意を喚起するために行う

予報

風浪、うねり等によって災害が起る恐れがある場合に、その旨を注意して行う予報

暴風雨、暴風雪、大雨、大雪等に関する警報

地震動に関する警報

噴火、降灰等に関する警報

大雨、大雪等による山崩れ、地滑り等の地面現象に関する警報

津波に関する警報

台風等による海面の異常上昇に関する警報

風浪、うねり等に関する警報

海洋の表面における水温の予報

海流の状況の予報

沿岸における海氷の状況の予報

浸水によって災害が起るおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報

洪水によって災害が起るおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報

浸水に関する警報

洪水に関する警報
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（特別警報） 

第５条 法第１３条の２第１項の規定による特別警報は、次の表の区分に従い、国土交通省令で定める予報区  

 を対象として行うものとする。 

種      類 内     容 

気 象 特 別 警 報 暴風雨、暴風雪、大雪、大雪等に関する特別警報 

地震動特別警報 地震動に関する特別警報 

火山現象特別警報 噴火、降灰等に関する特別警報 

地面現象特別警報 大雨、大雪等による山崩れ、地滑り等の地面現象に関する特別警報 

津 波 特 別 警 報 津波に関する特別警報 

高 潮 特 別 警 報 台風等による海面の異常上昇に関する特別警報 

波 浪 特 別 警 報 風浪、うねり等に関する特別警報 

（水防活動の利用に適合する予報及び警報）

第７条 法第１４条の２第１項の規定による予報及び警報は、随時に、下の表の区分に従い、水防活動の利用

に適合するように行うものとする。 

種  類 内      容 

水 防 活 動 用 

気 象 注 意 報 
風雨、大雨等によって水害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 

水 防 活 動 用 

気 象 警 報 

暴風雨、大雨等によって重大な水害が起こるおそれがある場合に、その旨を警告して行

う予報 

水 防 活 動 用 

津 波 注 意 報 
津波によって災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 

水 防 活 動 用 

津 波 警 報 
津波に関する警報 

水 防 活 動 用 

高 潮 注 意 報 
台風等による海面の異常上昇の有無及び程度について注意を喚起するために行う予報 

水 防 活 動 用 

高 潮 警 報 
台風等による海面の異常上昇に関する警報 

水 防 活 動 用 

洪 水 注 意 報 
洪水によって災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 

水 防 活 動 用 

洪 水 警 報 
洪水に関する警報 
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（警報事項の通知）

第８条 法第１５条第１項の規定による通知は、下の各号に定めるところにより行うものとする。 

１ 法第１３条第１項の規定による警報の種類及び通知先 

種   類 通   知   先

気 象 警 報

高 潮 警 報

波 浪 警 報

消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式

会社及び日本放送協会の機関 

地 震 動 警 報 日本放送協会の機関 

火 山 現 象 警 報

津 波 警 報

警察庁、消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信

電話株式会社及び日本放送協会の機関 

地 面 現 象 警 報

洪 水 警 報

消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本

放送協会の機関 

３ 法第１４条の２第１項の規定による警報の種類及び通知先 

種   類 通   知   先

水防活動用気象警報

水防活動用高潮警報

水防活動用洪水警報

消防庁、国土交通省、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株

式会社の機関

水防活動用津波警報 警察庁、消防庁、国土交通省、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電

信電話株式会社の機関

４ 法第１４条の２第２項叉は第３項の規定による警報の種類及び通知先 

種  類 通  知  先

水防活動用洪水警報 消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関

 （特別警報に係る警報事項の通知) 

第９条 法第１５条の２第１項の規定による通知は、次の表の区分に従い、行うものとする。

種  類 通  知  先

気 象 特 別 警 報

高 潮 特 別 警 報

波 浪 特 別 警 報

消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式

会社及び日本放送協会の機関

地 震 動 特 別 警 報 日本放送協会の機関

火山現象特別警報

津 波 特 別 警 報

警察庁、消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信

電話株式会社及び日本放送協会の機関

地面現象特別警報 消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本

放送協会の機関

（気象庁以外の者の行うことができる警報）

第１０条 法第２３条ただし書の政令で定める場合は、津波に関する気象庁の警報事項を適時に受けることが

できない状況にある地の市町村の長が津波警報をする場合とする。 
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参考資料４

気象業務法施行規則（抜粋）
第３章 予報及び警報

（予報区等）

第８条 令第四条 、令第五条 及び令第六条 の国土交通省令で定める予報区及び空域は、次の表の上欄に掲

げるとおりとし、これらを対象として行う予報及び警報は、同表の下欄に掲げるとおりとする。 

全国予報区（本邦全域（沿岸の海域を含む。）を範囲

とするものをいう。） 

週間天気予報及び季節予報 

地方予報区（２以上の府県を含む区域又はこれに相

当する区域（沿岸の海域を含む。）を範囲とするもの

をいう。） 

天気予報、週間天気予報、季節予報及び波浪予報 

府県予報区（１府県の区域又はこれに相当する区域

（海に面する区域にあっては沿岸の海域を含む。）を

範囲とするものをいう。） 

天気予報、週間天気予報、地震動予報、火山現象予

報、波浪予報、気象注意報、地震動注意報、火山現

象注意報、地面現象注意報、高潮注意報、波浪注意

報、気象警報、地震動警報、火山現象警報、地面現

象警報、高潮警報、波浪警報、海氷予報、浸水注意

報、洪水注意報、浸水警報、洪水警報、気象特別警

報、地震動特別警報、火山現象特別警報、地面現象

特別警報、高潮特別警報及び波浪特別警報 

津波予報区（海に面する１府県の区域又はこれに相

当する区域（沿岸の海域を含む。）を範囲とするもの

をいう。） 

津波予報、津波注意報、津波警報、津波特別警報並

びに津波に関する海上予報及び海上警報 
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参考資料５

気象庁予報警報規程（抜粋）
第１章 総則

（通則）

第１条 気象庁の行なう予報及び警報については、別に定めるものの外、この規程の定めるところによる。 

（予報区及び担当気象官署）

第２条 気象業務法施行規則（昭和２７年運輸省令第１０１ 号）第８条の予報区の区域及びこれを担当する気

象官署は、全国予報区、地方予報区及び府県予報区にあっては別表第１（抜粋）の、津波予報区にあっては

別表第２（抜粋）の、全般海上予報区及び地方海上予報区にあっては別表第３（省略）のとおりとする。 

第２章 一般の利用に適合する予報及び警報

（気象注意報、気象警報及び気象特別警報の種類）

第１１条 気象注意報は、風雪注意報、強風注意報、大雨注意報及び大雪注意報並びに雷、霜等の現象名を冠

した注意報とする。 

２ 気象警報は、暴風警報、暴風雪警報、大雨警報及び大雪警報の４種とする。 

３ 気象特別警報は、暴風特別警報、暴風雪特別警報、大雨特別警報及び大雪特別警報の４種とする。 

（気象注意報等の担当気象官署等）

第１２条 気象注意報等は、府県予報区を担当する気象官署（別表第４に掲げる分担気象官署を含む。）が、必

要と認める場合に随時行う。この場合において、地面現象注意報及び浸水注意報はその注意報事項を気象注

意報に、地面現象警報はその警報事項を気象警報に、地面現象特別警報はその警報事項を気象特別警報に、

浸水警報はその警報事項を気象警報又は気象特別警報に、それぞれ含めて行う。 

２ 気象注意報等は、府県予報区の二次細分区域（一の市区町村の区域(海に面する市区町村にあっては、沿岸

の海域を含む。)をいう。ただし、別表第 4 の２の下欄に掲げる区域にあっては、当該区域（海に面する区

域にあっては、沿岸の海域を含む。）をいう。）に限定して行う。 

（津波予報、津波注意報、津波警報及び津波特別警報の名称及び担当気象官署等）

第１３条 津波特別警報は、大津波警報の名称を用いて行う。 

２ 津波予報、津波注意報、津波警報及び津波特別警報は、津波予報区を担当する気象官署が、必要と認める

場合に随時に行なう。 

第５章 水防活動の利用に適合する予報及び警報

（水防活動用の利用に適合する予報及び警報の取扱い）

第２０条 気象業務法施行令（昭和２７年政令第４７１号）第７条の規定により行う水防活動の利用に適合す

る予報及び警報は、次の表の上欄に掲げる種類ごとに、同表の下欄に掲げる気象注意報等をもつて代えるも

のとする。
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別表第１（抜粋）

３ 府県予報区

別表第２（抜粋）

津波予報区

別表第４（抜粋）

  （注）規程では郡名で書かれているが、本表は町名に置き換えた。

別表第４の２（抜粋）

水 防 活 動 用 気 象 注 意 報

水 防 活 動 用 気 象 警 報

水 防 活 動 用 津 波 注 意 報

水 防 活 動 用 津 波 警 報

水 防 活 動 用 高 潮 注 意 報

水 防 活 動 用 高 潮 警 報

水 防 活 動 用 洪 水 注 意 報

水 防 活 動 用 洪 水 警 報

大 雨 注 意 報

大雨警報又は大雨特別警報

津 波 注 意 報

津波警報又は津波特別警報

高 潮 注 意 報

高潮警報又は高潮特別警報

洪 水 注 意 報

洪 水 警 報

名 称 区 域 担 当 気 象 官 署

静 岡 県 静 岡 県 静 岡 地 方 気 象 台

津波予報区 区 域 担 当 気 象 官 署

静 岡 県 静 岡 県 気 象 庁 本 庁

府県予報区 一次細分区域 区      域

静岡県 伊豆 熱海市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、河津町、 

南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町

東部 沼津市、三島市、富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、清水町、 

長泉町、小山町

中部 静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町

西部 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町

名 称 区      域 

静岡市南部 静岡県静岡市のうち静岡市北部の区域を除く区域 

静岡市北部 

静岡県静岡市のうち葵区（相淵、相俣、赤沢、井川、岩崎、有東木、梅ヶ島、大沢、 

大間、奥池ヶ谷、奥仙俣、落合、鍵穴、柿島、上落合、上坂本、桂山、崩野、 

口坂本、口仙俣、黒俣、小河内、腰越、小島、坂ノ上、坂本、杉尾、内匠、 

田代、寺島、渡、栃沢、長熊、中沢、長妻田、中平、楢尾、入島、日向、平野、 

昼居渡、森腰、諸子沢、八草、湯ノ島、油野、横沢、横山及び蕨野に限る） 

浜松市北部 静岡県浜松市のうち天竜区 

浜松市南部 静岡県浜松市のうち浜松市北部を除く区域 
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参考資料６

○ 水防活動実施の報告について

昭和６１･４･３０建設省河治発第２２号   

各都道府県土木部長あて 治水課長通達

標記については、本年４月１日以降からは、下記により取り扱うこととしたので遺憾のないよう取り計らわれ

たい。

記

１ .洪水・高潮に際して水防活動を実施したときは、別紙様式により報告すること。 

２ .報告日及び調査対象期間は次によるものとする。 

（報告日）    （調査対象期間）

・   6  月 10 日   （ 1 月 1 日～  5 月末日、（ 1 月～ 5 月）） 

・  8  月 10 日   （          ～  7 月末日、（ 6 月～ 7 月）） 

・  10  月 10 日   （          ～  9 月末日、（ 8 月～ 9 月）） 

・   1  月 15 日   （          ～ 12 月末日、（ 10 月～12 月））

ただし、当該期間において水防活動を行わない場合でも、該当なしの旨を報告すること。 

３. その他 

・ 水防資材費の国庫補助申請にあたっては、水防活動実施報告に基づき申請すること。 

・ 水防資材を購入した場合の購入証拠書類、備蓄水防資材を使用した場合の水防資材受払簿及び水防活動

を行った現地の写真等の整備を図ること。 

・ 本通達に基づく報告のほか、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」（昭和 37 年法

律第 150 号）の適用が予想される場合は、異常気象等による特定の期間別の実施状況等必要に応じ報告を

求める場合があるので、照会があった場合は直ちに報告できる態勢を確立しておくこと。 

〔        〕
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別紙様式

(　　　　　　　都道府県)

主 要 資 材 その他資材 計

県(都道府)分 人 円 円 円

前 回 迄 － －

月 分 － －

月 分 － －

月 分 － －

小 計 － －

累 計 － －

水防管理団体分

前 回 迄

月 分 ( )

月 分 ( )

月 分 ( )

小 計

累 計 円 円 円

(作成要領)

1.｢前回まで｣欄は前回報告分にかかる｢累計｣欄の数及び金額を記入すること。

2.｢団体数｣欄は括弧書きには、当該月内に水防活動を行った水防管理団体数を、その他の欄には水防管理団体の実数を記入すること。

3.｢月分｣欄は、当該月間の対象月数に応じ区分すること。ただし、水防活動を行わない月の欄は不要。

4.｢主要資材｣欄は、俵、かます、布袋類、たたみ、なわ、竹、生木、丸太、くい、板類、鉄線、釘、かすがい、蛇篭、置石、及び

土砂の使用額を記入すること。

5.｢左のうち主要資材35万円以上使用団体分｣の各欄の記入は、水防管理団分の｢累計｣欄のみ記入すること。

備 考

自　　　年　　　月

至　　　年　　　月

水防活動実施報告書

左のうち主要資材35万円以上使用団体分

使 用 資 材 費
団 体 数

区 分
団 体 数

活 動 延
人 員

主 要 資 材

水 防 活 動 使 用 資 材 費

その他資材 計


